
「
児
童

虐
待
防

止
対

策
の
抜
本

的
強
化

」
を

踏
ま
え
た

児
童
虐

待
防

止
対
策
の

総
合
的

・
抜

本
的
強
化

策
を
迅

速
か

つ
協
力
に

推
進
す

る
。

子
ど
も
の
権
利
擁
護

子
ど
も
の
権
利
擁
護
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
電
話
や
ハ
ガ
キ
に
よ
る
相

談
、
第
三
者
の
訪
問
に
よ
る
聴
取
等
の
方
法
に
よ
り
、
児
童
相
談
所
が
関
与

し
た
子
ど
も
の
意
見
表
明
を
受
け
止
め
る
体
制
の
構
築
を
図
る
た
め
の
実
証

モ
デ
ル
事
業
を
実
施

子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
係
る
実
証
モ
デ
ル
事
業

国
民
全
体
で
「
し
つ
け
の
た
め
の
体
罰
」
を
行
わ
な
い
子
育
て
を
推
進
す

る
た
め
、
ポ
ス
タ
ー
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
、
様
々
な
広
告
媒
体
を
活
用

し
た
広
報
啓
発
を
実
施

体
罰
禁
止
及
び
体
罰
に
よ
ら
な
い
子
育
て
等
の
推
進
【
新
規
】

児
童
虐
待
の
発
生
予
防
・
早
期
発
見

未
就
園
児
等
を
対
象
と
し
て
家
庭
を
訪
問
す
る
取
組
に
つ
い
て
、
育
児
不

安
の
あ
る
家
庭
等
に
対
し
て
継
続
的
に
訪
問
す
る
た
め
の
補
助
を
拡
充

未
就
園
児
等
全
戸
訪
問
事
業
【
拡
充
】

支
援
が
必
要
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
行
政
機
関
や
地
域
の
支
援
に
つ
な

が
っ
て
い
な
い
家
庭
な
ど
、
継
続
的
な
関
わ
り
が
必
要
な
家
庭
に
対
し
、
家

庭
訪
問
等
を
通
じ
て
、
育
児
用
品
の
配
布
を
行
う
な
ど
保
護
者
が
支
援
を
受

け
入
れ
や
す
く
な
る
取
組
を
支
援
す
る
事
業
を
新
規
計
上

子
育
て
支
援
訪
問
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】

①
夜
間
・
休
日
を
問
わ
ず
、
児
童
相
談
所
が
対
応
す
る
通
告
・
相
談
に
対

し
て
、
随
時
直
接
応
じ
ら
れ
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
の
補
助
を
拡
充
（
24

時
間
・
36
5日

体
制
強
化
事
業
）
。

②
相
談
者
の
更
な
る
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た

相
談
窓
口
の
開
設
・
運
用
を
推
進
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
相
談
事
業
）

児
童
相
談
所
体
制
整
備
事
業
【
拡
充
】

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
提
供
す
る
子
育

て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開
に
向
け
、
そ
の
設
置
促
進
を
図
る
。

ま
た
、
地
域
に
お
け
る
柔
軟
な
実
施
を
推
進
す
る
た
め
、
市
町
村
同
士
で
の

共
同
実
施
を
推
進
す
る
た
め
の
経
費
を
補
助

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開
【
拡
充
】

退
院
直
後
の
母
子
に
対
し
て
心
身
の
ケ
ア
等
を
行
い
、
産
後
も
安
心
し
て

子
育
て
が
で
き
る
支
援
体
制
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
産
婦
健
康
診
査
事
等

を
推
進
す
る
ほ
か
、
母
子
保
健
法
の
改
正
に
よ
り
法
的
に
位
置
付
け
ら
れ
た

産
後
ケ
ア
事
業
の
更
な
る
充
実
を
図
る
た
め
、
市
町
村
同
士
で
の
共
同
実
施

を
推
進
す
る
た
め
の
経
費
の
補
助
や
、
産
後
ケ
ア
事
業
を
実
施
す
る
施
設
の

補
助
を
創
設

産
婦
健
康
診
査
事
業
・
産
後
ケ
ア
事
業
【
拡
充
】

子
ど
も
の
死
因
究
明
（
Ch
il
d 
De
at
h 
Re
vi
ew
）
に
つ
い
て
、
制
度
化
に

向
け
、
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
関
係
機
関
に
よ
る
連
絡
調
整
、
子
ど
も
の
死
因

究
明
に
係
る
デ
ー
タ
収
集
及
び
整
理
、
有
識
者
等
に
よ
る
検
証
並
び
に
検
証

結
果
を
踏
ま
え
た
政
策
提
言
を
行
う
た
め
の
費
用
の
支
援
を
新
規
計
上

子
ど
も
の
死
因
究
明
に
か
か
る
体
制
整
備
【
新
規
】

予
期
せ
ぬ
妊
娠
等
に
よ
り
、
身
体
的
、
精
神
的
な
悩
み
や
不
安
を
抱
え
た

若
年
妊
婦
等
に
対
し
て
NP
Oが

SN
Sを

活
用
し
た
相
談
支
援
等
や
、
ア
ウ
ト

リ
ー
チ
に
よ
る
相
談
支
援
や
緊
急
一
時
的
な
避
難
場
所
の
宿
泊
支
援
を
行
う

た
め
の
経
費
の
補
助
を
新
規
計
上

若
年
妊
婦
等
へ
の
支
援
・
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
【
新
規
・
拡
充
】

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
の
運
用
に
あ
た
っ
て
必
要
と
な
る
設
備

の
保
守
等
に
係
る
経
費
を
負
担

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
（
１
８
９
）
運
用
経
費

令
和
２
年
度
予
算
案
に
お
け
る
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
抜
本
的
強
化
関
連
予
算
（
ポ
イ
ン
ト
）

資料13
１

-　129　-



児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応

児
童
相
談
所
職
員
の
専
門
性
の
更
な
る
向
上
を
図
る
た
め
、
国
が
主
催
す

る
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
の
研
修
を
開
催
す
る
事
業
を
拡
充
（
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
推
進
調
査
研
究
事
業
）

国
が
実
施
す
る
研
修
【
拡
充
】

常
時
弁
護
士
に
よ
る
助
言
又
は
指
導
の
下
で
適
切
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、

弁
護
士
の
配
置
等
に
係
る
費
用
の
補
助
を
拡
充

法
的
対
応
機
能
強
化
事
業
【
拡
充
】

児
童
福
祉
司
等
の
増
員
を
図
る
と
と
も
に
、
弁
護
士
や
医
師
等
の
配
置
を

促
進
す
る
た
め
の
採
用
活
動
に
係
る
補
助
を
拡
充

児
童
福
祉
司
等
専
門
職
採
用
活
動
支
援
事
業
【
拡
充
】

小
児
科
医
、
精
神
科
医
、
法
医
学
者
な
ど
、
事
案
に
即
し
た
専
門
性
を
有

す
る
医
療
関
係
者
と
の
連
携
体
制
の
強
化
を
図
る
た
め
、
自
治
体
が
行
う
医

療
機
関
従
事
者
向
け
の
研
修
に
係
る
補
助
を
拡
充

児
童
虐
待
防
止
対
策
研
修
事
業
（
医
療
機
関
従
事
者
研
修
）
【
拡
充
】

児
童
相
談
所
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
医
学
的
判
断
・
治
療
が
必
要
と
な
る

ケ
ー
ス
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
地
域
の
医
療
機
関
と
連
携
し

な
が
ら
対
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
児
童
相
談
所
等
に
お
い
て
医
師
を
配
置
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
補
助
を
拡
充

医
療
的
機
能
強
化
事
業
【
拡
充
】

精
神
的
・
肉
体
的
負
担
が
大
き
い
業
務
の
性
質
や
専
門
性
を
有
す
る
人
材

の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
児
童
福
祉
司
等
に
つ
い
て
、
処
遇
改
善
を
図
る
。

（
地
方
財
政
措
置
を
拡
充
）

児
童
相
談
所
児
童
福
祉
司
等
に
係
る
処
遇
改
善

児
童
相
談
所
の
業
務
の
一
部
を
民
間
に
業
務
委
託
す
る
場
合
の
検
討
・
準

備
に
か
か
る
費
用
等
を
補
助

官
・
民
連
携
強
化
事
業

中
核
市
及
び
特
別
区
等
に
お
け
る
児
童
相
談
所
の
設
置
準
備
に
伴
い
、
①

増
加
す
る
業
務
に
対
応
す
る
た
め
の
補
助
職
員
の
配
置
に
係
る
補
助
、
②
児

童
相
談
所
の
業
務
を
学
ぶ
間
の
代
替
職
員
の
配
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て

の
補
助
を
拡
充
、
③
児
童
相
談
所
の
設
置
を
目
指
す
中
核
市
等
へ
職
員
を
派

遣
す
る
都
道
府
県
等
に
対
す
る
代
替
職
員
に
要
す
る
費
用
の
補
助
を
行
う
。

児
童
相
談
所
設
置
促
進
事
業
【
拡
充
】

一
時
保
護
所
の
施
設
整
備
に
係
る
費
用
の
補
助
を
抜
本
的
に
強
化

次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
【
拡
充
】

一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
一
時
保
護
中
の
子
ど
も
の
通
園
・
通
学
を
促
進
す
る
た
め
、
賃
貸
物

件
を
活
用
し
て
一
時
保
護
専
用
施
設
を
設
置
す
る
際
の
改
修
に
要
す
る
費
用

の
補
助
の
拡
充
及
び
改
修
中
の
賃
借
料
に
係
る
補
助
を
新
規
計
上

賃
貸
物
件
に
よ
る
一
時
保
護
専
用
施
設
改
修
費
支
援
事
業
【
拡
充
】

一
時
保
護
が
、
子
ど
も
の
安
全
確
保
の
た
め
、
個
々
の
子
ど
も
の
状
況
に
応

じ
て
、
適
時
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
学
習
支
援
や
ト
ラ
ブ
ル
対
応
な
ど
に
関

す
る
補
助
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
一
時
保
護
所
だ
け
で
な
く
、
児
童
相
談
所

に
通
訳
等
を
配
置
し
た
場
合
も
補
助
対
象
と
な
る
よ
う
補
助
対
象
を
拡
大

一
時
保
護
等
機
能
強
化
事
業
【
拡
充
】

民
生
委
員
・
児
童
委
員
な
ど
へ
の
研
修
や
地
域
と
連
携
し
た
児
童
虐
待
に

関
す
る
普
及
啓
発
活
動
の
強
化
、
要
支
援
児
童
の
居
場
所
づ
く
り
な
ど
を
通

じ
た
見
守
り
の
活
動
を
強
化
す
る
た
め
の
補
助
を
拡
充

市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
機
能
強
化
【
拡
充
】

Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
が
同
伴
す
る
子
ど
も
の
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
婦
人

相
談
所
に
お
い
て
、
児
童
相
談
所
等
の
関
係
機
関
と
連
携
す
る
「
児
童
虐
待

防
止
対
応
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
仮
称
）
」
を
配
置
す
る
事
業
を
新
規
計
上

D
V
対
応
・
児
童
虐
待
対
応
連
携
強
化
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】

児
童
相
談
所
の
業
務
や
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
立
ち
上
げ
に
知
見
を
有

す
る
者
を
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
自
治
体
に
派
遣
す
る
事
業
を
新
規
計
上

虐
待
・
思
春
期
問
題
情
報
研
修
セ
ン
タ
ー
【
拡
充
】

一
時
保
護
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
を
適
切
な
環
境
に
お
い
て
保
護
し
、
安

心
・
安
全
に
、
一
人
ひ
と
り
に
応
じ
た
個
別
的
な
対
応
が
出
来
る
よ
う
、
職

員
体
制
を
抜
本
的
に
強
化
す
る
と
と
も
に
処
遇
の
改
善
を
図
る
。

一
時
保
護
所
に
お
け
る
職
員
体
制
の
強
化
【
拡
充
】

新
プ
ラ
ン
の
２
年
度
目
（
20
20
年
度
）
に
お
い
て
は
、
児
童
福
祉
司
に
つ

い
て
約
4,
70
0人

、
児
童
心
理
司
に
つ
い
て
約
1
,7
90
人
と
す
る
こ
と
を
計
画

し
て
い
る
。
（
地
方
財
政
措
置
を
拡
充
）

「
児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
」
（
新
プ
ラ
ン
）
の
推
進
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児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）

婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
や
婦
人
保
護
施
設
の
職
員
配
置
を
促
し
、
心
理
的
ケ
ア
の
体

制
強
化
を
図
る
た
め
、
加
算
要
件
を
緩
和
(※

)
※

心
理

的
ケ

ア
を

必
要

と
す
る

者
が

年
度

当
初

に
10
名
以
上

→
常

時
1名

以
上

に
緩

和

心
理
療
法
担
当
職
員
雇
上
費
加
算
の
要
件
緩
和
【
拡
充
】

社
会
的
養
育
の
充
実
・
強
化

里
親
養
育
支
援
体
制
の
更
な
る
充
実
を
図
る
た
め
、
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
機

関
に
お
け
る
24
時
間
の
相
談
体
制
及
び
緊
急
時
に
里
親
家
庭
へ
か
け
つ
け
ら

れ
る
緊
急
対
応
体
制
を
整
備

里
親
委
託
前
の
交
流
期
間
に
つ
い
て
、
一
般
生
活
費
や
施
設
等
へ
訪
問
す

る
た
め
の
費
用
の
補
助
を
新
規
計
上

里
親
制
度
や
特
別
養
子
縁
組
制
度
に
関
し
て
様
々
な
広
告
媒
体
を
活
用
し

た
広
報
啓
発
を
お
こ
な
い
、
社
会
的
認
知
度
を
高
め
、
そ
の
推
進
を
図
る

里
親
養
育
包
括
支
援
（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
）
事
業
【
拡
充
】

里
親
へ
の
委
託
前
養
育
等
支
援
事
業
【
新
規
】

里
親
制
度
等
広
報
啓
発
事
業
【
拡
充
】

養
親
候
補
者
の
増
加
や
高
年
齢
児
へ
の
支
援
に
対
応
す
る
た
め
の
体
制
の
構
築
や
、

職
員
の
資
質
向
上
な
ど
に
モ
デ
ル
的
に
取
り
組
む
養
子
縁
組
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
対

す
る
支
援
の
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
養
親
希
望
者
手
数
料
の
負
担
軽
減
を
更
に
充
実

児
童
養
護
施
設
等
の
退
所
者
が
意
見
交
換
等
を
行
う
場
所
を
常
設
す
る
た

め
に
必
要
と
な
る
経
費
の
補
助
を
新
規
計
上

養
子
縁
組
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
助
成
事
業
【
拡
充
】

社
会
的
養
護
自
立
支
援
事
業
等
【
拡
充
】

社
会
的
養
護
経
験
者
等
の
孤
立
化
を
防
ぎ
、
自
立
に
向
け
た
継
続
し
た
支
援
体

制
を
構
築
す
る
た
め
、
民
間
団
体
等
に
お
い
て
、
自
治
体
及
び
社
会
的
養
護
経
験

者
等
を
対
象
と
し
た
全
国
大
会
を
開
催
す
る
た
め
の
経
費
の
補
助
を
新
規
計
上

社
会
的
養
護
出
身
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
事
業
【
新
規
】

子
ど
も
に
関
す
る
安
全
確
認
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
（
児
童

相
談
所
へ
の
警
察
Ｏ
Ｂ
配
置
等
）
を
確
保
す
る
た
め
の
補
助
を
拡
充

児
童
の
安
全
確
認
等
の
た
め
の
体
制
強
化
事
業
（
都
道
府
県
分
）
【
拡
充
】

児
童
相
談
所
等
職
員
の
保
護
者
指
導
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
資
格
取
得
支
援
事

業
を
新
規
計
上
。
ま
た
、
専
門
医
療
機
関
や
民
間
団
体
と
連
携
し
た
取
組
が

推
進
さ
れ
る
よ
う
、
補
助
メ
ニ
ュ
ー
の
見
直
し
を
行
う
。

保
護
者
指
導
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
強
化
事
業
【
一
部
・
新
規
拡
充
】

児
童
養
護
施
設
等
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
を
推
進
す
る
際
、
既
存
の

建
物
を
賃
借
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
、
改
修
期
間
中
の
賃
借
料
や
原
状
復
帰

の
際
に
必
要
と
な
る
費
用
の
補
助
を
新
規
計
上

児
童
養
護
施
設
等
の
生
活
向
上
の
た
め
の
環
境
改
善
事
業
【
拡
充
】

心
理
療
法
担
当
職
員
雇
上
費
加
算
の
要
件
緩
和
【
拡
充
】

児
童
虐
待
に
関
す
る
全
国
統
一
の
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・
整
備
を

進
め
、
児
童
相
談
所
・
市
町
村
に
お
け
る
情
報
共
有
や
、
転
居
ケ
ー
ス
等
に

お
け
る
対
応
を
効
率
的
・
効
果
的
に
行
う
。

児
童
虐
待
に
関
す
る
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
構
築
【
拡
充
】

Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
が
同
伴
す
る
子
ど
も
が
、
一
時
保
護
委
託
先
や
婦
人
保
護

施
設
か
ら
小
・
中
学
校
等
に
安
全
・
安
心
に
通
学
す
る
た
め
に
、
生
活
支
援

員
に
よ
る
通
学
へ
の
同
行
に
必
要
な
旅
費
等
の
補
助
を
新
規
計
上

同
伴
児
童
へ
の
通
学
支
援
【
新
規
】

婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
及
び
婦
人
保
護
施
設
に
入
所
し
た
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等

が
同
伴
す
る
子
ど
も
に
つ
い
て
、
適
切
に
教
育
を
受
け
る
体
制
を
充
実
す
る
た

め
、
学
習
指
導
員
の
配
置
や
、
教
材
等
の
整
備
に
必
要
な
補
助
を
新
規
計
上

同
伴
児
童
へ
の
学
習
支
援
【
新
規
】

手
当
額
に
庁
費
相
当
分
を
上
乗
せ
す
る
と
と
も
に
、
複
数
人
の
子
ど
も
を

養
育
す
る
場
合
の
２
人
目
以
降
の
手
当
額
を
拡
充

里
親
手
当
【
拡
充
】

地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
及
び
定
員
６
名
の
分
園
型
小
規
模
グ
ル
ー
プ

ケ
ア
の
養
育
体
制
の
充
実
を
図
る
た
め
、
職
員
を
加
配
し
た
場
合
の
費
用
を

支
弁
（
子
ど
も
：
職
員
＝
６
：
４
か
ら
最
大
６
：
６
に
拡
充
）

小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
【
拡
充
】

児
童
養
護
施
設
等
に
、
進
学
・
就
職
等
の
自
立
支
援
や
退
所
後
の
ア
フ
タ
ー
ケ

ア
を
担
う
職
員
を
配
置
し
、
退
所
前
後
の
自
立
に
向
け
た
支
援
の
充
実
を
図
る

自
立
支
援
担
当
職
員
の
配
置
【
新
規
】

一
時
的
に
子
ど
も
を
預
か
る
支
援
（
レ
ス
パ
イ
ト
ケ
ア
）
に
つ
い
て
、
２

歳
未
満
の
子
ど
も
を
預
か
っ
た
場
合
の
補
助
単
価
を
拡
充
等

里
親
家
庭
に
対
す
る
一
時
的
に
子
ど
も
を
預
か
る
支
援
の
利
用
促
進
【
拡
充
】
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概
要

市
町
村
・
児
童
相
談
所
へ
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
派
遣
に
つ
い
て

（
虐
待
・
思
春
期
問
題
情
報
研
修
セ
ン
タ
ー
事
業
【
拡
充
】
）

【
目
的
】

・
児
童
相

談
所

及
び
市
町

村
に
お

い
て

、
児
童
虐

待
の
対

応
に

当
た
る
職

員
の
専

門
性

の
向
上
を

図
る
た

め
、

①
児
童
相

談
所
に

お
け

る
ケ

ー
ス
ワ

ー
ク

の
実
務
に

精
通
し

た
者

や
、
②
市

町
村
に

お
け

る
子
ど
も

家
庭
総

合
支

援
拠
点
の

立
ち
上

げ
に

知
見
を
有

す
る
者

を
、

ア
ド
バ
イ

ザ
ー

と
し
て
、

各
自
治

体
に

派
遣
す
る

事
業
を

予
算

化
し
、
「

西
日
本

こ
ど

も
研
修
セ

ン
タ
ー

あ
か

し
」
が
自

治
体
へ

の
ア

ド
バ
イ

ザ
ー

派
遣
に
関

す
る
事

務
を

担
う
こ
と

が
で
き

る
よ

う
、
事
業

を
拡
充

す
る

。

【
実
施
主

体
】

西
日
本
こ
ど

も
研
修

セ
ン

タ
ー
あ
か

し
（
明

石
市

）

【
補
助
基

準
額
（

案
）

】
11
9,
1
49

千
円

（
拡
充
）

（
※

）
研

修
事
業

を
含

め
た

西
日
本

こ
ど
も
研

修
セ

ン
タ

ー
あ
か

し
へ
の
補

助
基

準
額

（
上
限

額
）

【
補
助
率

】
定
額

（
国

：
10
/1
0
相

当
）

西
日

本
こ
ど

も
研
修

セ
ン
タ
ー

あ
か

し

（
明

石
市
）

ア
ド

バ
イ
ザ

ー
（

有
識

者
、

自
治
体

関
係
者
）

都
道

府
県
等

（
児

童
相
談

所
）

市
町

村
（
子

ど
も

家
庭

総
合

支
援
拠

点
の

開
設

を
目

指
す

自
治

体
等
）

①
派

遣
依

頼
②

派
遣
に

関
す
る

連
絡
調
整

等

③
派

遣
（

自
治
体

へ
の
助
言

等
の

実
施

）

【
令
和
２
年
度
予
算
案
】

1
8
3
億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・
D
V
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）
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○
３

月
の

関
係

閣
僚

会
議

で
決

定
し

た
「

児
童

虐
待

防
止

対
策

の
抜

本
的

強
化

に
つ

い
て

」
に

お
い

て
、

一
時

保
護

所
の

環
境

改
善

・
体

制
強

化
等

に
向

け
、

・
一

時
保

護
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

を
適

切
な

環
境

に
お

い
て

保
護

で
き

る
よ

う
、

里
親

や
児

童
福

祉
施

設
へ

の
委

託
一

時
保

護
を

含
め

、
一

時
保

護
の

受
け

皿
の

適
切

な
整

備
や

確
保

を
進

め
る

・
一

時
保

護
所

が
安

心
・

安
全

な
場

と
な

る
よ

う
、

個
別

的
な

対
応

が
で

き
る

職
員

体
制

の
強

化
や

環
境

整
備

を
促

進
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
抜
本
的
強
化
に
つ
い
て
（
平
成
31
年
3月

19
日
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
決
定
）
（
抜
粋
）

（
２
）
児
童
相
談
所
の
設
置
促
進

③
一
時
保
護
所
の
環
境
改
善
・
体
制
強
化

・
子
ど
も
の
視
点
に
立
っ
て
、
権
利
が
保
障
さ
れ
、
一
時
保
護
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
を
適
切
な
環
境
に
お
い
て
保
護
で
き
る
よ
う
、
里
親
や
児

童
福
祉
施
設
へ
の
委
託
一
時
保
護
を
含
め
、
一
時
保
護
の
受
け
皿
の
適
切
な
整
備
や
確
保
を
進
め
る
。

・
混
乱
し
た
生
活
環
境
か
ら
子
ど
も
を
離
す
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
を
守
り
、
子
ど
も
が
持
つ
本
来
の
力
を
回
復
さ
せ
る
と
い
う
一
時
保
護
の
機

能
を
果
た
し
、
一
時
保
護
所
が
安
心
・
安
全
な
場
と
な
る
よ
う
、
個
別
的
な
対
応
が
で
き
る
職
員
体
制
の
強
化
や
環
境
整
備
を
促
進
す
る
。

○
ま

た
、

児
童

福
祉

法
改

正
法

の
附

帯
決

議
に

お
い

て
も

、
一

時
保

護
所

の
環

境
改

善
に

努
め

る
こ

と
と

明
記

さ
れ

た
こ

と
か

ら
、

環
境

改
善

を
行

う
た

め
の

整
備

費
の

充
実

を
図

る
必

要
が

あ
る

。

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
の
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

（
衆
議
院
）
九

一
時
保
護
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
が
適
切
な
環
境
の
下
で
保
護
さ
れ
る
よ
う
、
一
時
保
護
の
受
け
皿
の
整
備
を
早
急
に
進
め
る
こ
と
。

ま
た
、
一
時
保
護
中
に
お
い
て
も
、
従
前
の
学
校
に
通
学
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
子
ど
も
の
生
活
環
境
に
配
慮
し
た
一
時
保
護
所

の
環
境
改
善
に
努
め
る
こ
と
。

（
参
議
院
）
十

一
時
保
護
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
が
一
時
保
護
中
に
お
い
て
も
従
前
の
学
校
に
通
学
出
来
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
子
ど
も
の
生
活
環
境

に
配
慮
し
た
一
時
保
護
所
の
環
境
改
善
に
努
め
る
と
と
も
に
、
一
時
保
護
の
受
皿
の
整
備
を
早
急
に
進
め
る
こ
と
。
ま
た
、
一
時
保
護
所

が
安
心
・
安
全
な
場
と
な
る
よ
う
、
個
別
的
な
対
応
が
出
来
る
職
員
体
制
の
強
化
の
た
め
必
要
な
支
援
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
職
員
の
配

置
基
準
の
改
善
と
地
方
交
付
税
の
単
位
費
用
算
定
基
礎
や
措
置
費
の
充
実
に
つ
い
て
改
善
に
向
け
た
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

一
時
保
護
所
の
環
境
改
善
・
体
制
強
化
に
向
け
た
支
援
策
の
拡
充

概
要

【令
和
２
年
度
予
算
案
】
18
3億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・D
V対
策
等
総
合
支
援
事
業
）
１

14
4億
円
の
内
数
（
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
）

1,
35
5億
円
の
内
数
（
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
）
１
１
１
１
１
１
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☆
児
童
相
談

所
一
時
保

護
所

【
整
備
費
関
係
（
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
）
】

①
一
時
保
護
所
の
基
礎
単
価
を
引
き
上
げ

定
員
１
人
あ
た
り

2,
70
0点

→
6,
18
9点

②
個
別
対
応
加
算
Ⅲ
の
創
設
（
個
別
対
応
に
対
応
す
る
た
め
の
整
備
を
行
っ
た
場
合
の
加
算
上
限
を
引
き
上
げ
）

定
員
１
人
あ
た
り

1,
35
0点

③
児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
「
心
理
療
法
室
整
備
加
算
」
を
一
時
保
護
所
に
お
い
て
も
対
象
と
す
る
（
創
設
）
。

児
童
相
談
所
１
ヶ
所
あ
た
り

16
,7
90
点

（
児

童
養

護
施

設
に

お
け

る
心
理

療
法

室
整

備
加

算
の

交
付
点

数
と

同
じ

点
数

）

☆
一
時
保
護

専
用
施
設

【
整
備
費
関
係
】

○
賃
貸
物
件
に
よ
る
一
時
保
護
専
用
施
設
を
整
備
す
る
際
の
補
助
単
価
に
つ
い
て
、
一
時
保
護
所
の
整
備
費
単
価
の
拡
充
に
併
せ
て
拡
充

（
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
（

賃
貸

物
件

に
よ

る
一

時
保

護
専

用
施

設
改

修
費

等
支

援
事

業
）

）

一
時
保
護
専
用
施
設
１
ヶ
所
あ
た
り

16
,0
00
千
円
→
21
,9
00
千
円

【
賃
借
料
関
係
】

○
一
時
保
護
専
用
施
設
の
要
件
を
満
た
す
た
め
の
改
修
中
に
お
け
る
賃
借
料

の
補
助
を
創
設
す
る
。

（
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
（

賃
貸

物
件

に
よ

る
一

時
保

護
専

用
施

設
改

修
費

等
支

援
事

業
）

）

１
施
設
あ
た
り

10
,0
00
千
円

拡
充
内
容
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児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
国
庫
負
担
金

（
令

和
元
年

度
）

（
令

和
２
年
度
予
算
案

）
対
前
年
度
増

減
額

１
３
１

，
６
５
７
百
万
円

→
１
３
５

，
４
８
０
百
万
円

（
＋

３
，
８
２
３
百
万
円

）

平
成
２
８
年
度

平
成
２
９
年
度

平
成
３
０
年
度

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度
予
算
案

予
算
額

１
１
４
，
０
０
３

【
１
１
４
，
８
５
３
】

１
２
２
，
７
１
６

【
１
２
３
，
４
６
６
】

１
２
６
，
６
４
７

１
３
１
，
６
５
７

１
３
５
，
４
８
０

（
単
位
：
百
万
円
）

※
【

】
内

は
補

正
後
予
算

額
等

○
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
は
、
都
道
府
県
等
が
児
童
福
祉
法
に
基
づ
き
児
童
養
護
施
設
等
へ
入
所
等
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
、
又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
、
助
産
施
設

及
び
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
（
自
立
援
助
ホ
ー
ム
）
の
利
用
を
希
望
す
る
者
の
申
し
込
み
に
よ
り
都
道
府
県
等
と
契
約
し
て
入
所
し
た
場
合
等
に
、
そ
の
措
置
等
に

要
す
る
費
用
及
び
母
子
保
護
の
実
施
、
助
産
の
実
施
若
し
く
は
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
等
に
要
す
る
費
用
と
し
て
、
都
道
府
県
等
が
支
弁
し
た
経
費
の
一
部
を
国

が
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
。

法
律
補
助
（
児
童
福
祉
法
第
53
条
）

国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市
１
／
２

国
１
／
２
、
都
道
府
県
１
／
４
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
１
／
４

※

※
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
が
市
町
村
立
・
私
立
の
母
子
生
活
支
援
施
設
及
び
助
産
施
設
に
入
所
さ
せ
る
場

合
。
市
（
指
定
都
市
、
中
核
市
含
む
）
町
村
に
お
い
て
保
育
の
措
置
を
実
施
す
る
場
合
は
市
町
村
。

１
．
予
算
額
の
推
移

２
．
事
業
の
目
的

３
．
補
助
根
拠

４
．
補
助
率
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（
１

）
小

規
模

か
つ

地
域

分
散

化
の

更
な

る
推

進

５
．
拡
充
内
容
【
主
な
も
の
】

項
目

内
容

児
童

養
護

施
設

に
お

け
る

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

さ
れ
た
生
活
単
位
に
お
け
る
養
育
体
制
の
更
な
る
充
実

地
域

小
規

模
児

童
養

護
施

設
及

び
定

員
６

名
の

分
園

型
小

規
模

グ
ル

ー
プ

ケ
ア

の
養

育
体

制
の

充
実
を
図
る
た
め
、
職
員
を
加
配
し
た
場
合
の
費
用
を
支
弁
す
る
。

（
子
ど
も
：
職
員
＝
６
：
４

⇒
最
大
６
：
６
（
※
）
）

※
積
極
的
に
里
親
委
託
の
実
施
や
多
機
能
化
・
機
能
転
換
を
図
っ
て
い
る
施
設
の
場
合

（
２

）
里

親
養

育
へ

の
支

援
の

充
実

項
目

内
容

里
親

家
庭

に
対

す
る

一
時

的
に

子
ど

も
を

預
か

る
支

援
の
利
用
促
進

里
親

家
庭

に
対

す
る

一
時

的
に

子
ど

も
を

預
か

る
支

援
（

レ
ス

パ
イ

ト
ケ

ア
）

の
利

用
促

進
の

た
め

、
利

用
可

能
な

ケ
ー

ス
を

具
体

的
に

明
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

適
正

な
運

用
が

図
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
、

レ
ス

パ
イ

ト
ケ

ア
を

行
っ

た
施

設
に

対
す

る
補

助
額

に
つ

い
て

、
２

歳
未

満
の
子
ど
も
を
預
か
っ
た
場
合
の
単
価
を
拡
充
す
る
。

【
現
行
】
全
年
齢
：
5,
60
0円

→
【
改
善
案
】
２
歳
未
満
：
8,
64
0円

、
２
歳
以
上
：
5,
60
0円

里
親
手
当
の
拡
充

里
親

手
当

に
つ

い
て

、
手

当
額

に
庁

費
相

当
分

を
上

乗
せ

す
る

と
と

も
に

、
複

数
人

の
子

ど
も

を
養
育
す
る
場
合
の
２
人
目
以
降
の
手
当
額
を
拡
充
す
る
。

【
現

行
】

養
育
里
親

１
人
目
：

86
,0
00
円

２
人
目
以
降
：
43
,0
00
円

専
門
里
親

１
人
目
：
13
7,
00
0円

２
人
目
：

94
,0
00
円

【
改
善
案
】

養
育
里
親

１
人
目
：

90
,0
00
円

２
人
目
以
降
：
90
,0
00
円

専
門
里
親

１
人
目
：
14
1,
00
0円

２
人
目
：

14
1,
00
0円

（
３

）
自

立
に

向
け

た
支

援
の

強
化

項
目

内
容

施
設

に
お

け
る

自
立

支
援

体
制

の
強

化
な

ど
子

ど
も

の
自
立
に
向
け
た
継
続
的
・
包
括
的
な
支
援
体
制
を
構
築

児
童

養
護

施
設

等
に

、
進

学
・

就
職

等
の

自
立

支
援

や
退

所
後

の
ア

フ
タ

ー
ケ

ア
を

担
う

職
員

を
配
置
（
※
）
し
、
退
所
前
後
の
自
立
に
向
け
た
支
援
の
充
実
を
図
る
。

※
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
対
象
者
が
一
定
数
以
上
の
場
合
。
な
お
、
職
業
指
導
員
と
の
選
択
。
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５
．
拡
充
内
容
【
主
な
も
の
】

項
目

内
容

一
時
保
護
を
必
要
と
し
て
い
る
子
ど
も
を
適
切
な
環
境

に
お
い
て
保
護
で
き
る
よ
う
、
一
時
保
護
所
の
職
員
体

制
の
抜
本
的
強
化
を
図
る

職
員
の
配
置
改
善
を
実
施
(子

ど
も
：
職
員
＝
２
：
１
又
は
３
：
１
の
保
護
単
価
を
創
設
す
る
。
)

専
門
性
を
有
す
る
人
材
の
確
保
に
向
け
、
一
定
の
研
修
を
受
講
し
た
者
の
処
遇
改
善
を
実
施
す
る
。

直
接
処
遇
職
員
が
、
子
ど
も
の
養
育
に
専
念
で
き
る
よ
う
、
事
務
の
専
従
職
員
を
配
置
し
た
場
合

の
加
算
を
創
設
す
る
。

個
別
の
対
応
が
必
要
な
子
ど
も
に
対
す
る
支
援
体
制
の

強
化

利
用
児
童
が
一
定
数
以
上
の
一
時
保
護
所
に
お
い
て
、
個
別
対
応
職
員
を
更
に
１
名
配
置
し
た
場

合
の
加
算
を
創
設
す
る
。

ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
等
が
必
要
な
子
ど
も
へ
の
対
応
強
化

ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
や
２
次
調
理
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
、
利
用
児
童
の
規
模
に
応
じ
て
調
理
員
を

加
配
す
る
と
と
も
に
、
利
用
児
童
が
一
定
数
以
上
の
一
時
保
護
所
に
お
い
て
栄
養
士
を
配
置
し
た

場
合
の
加
算
を
創
設
す
る
。

一
時
保
護
専
用
施
設
の
設
置
促
進

賃
貸
物
件
を
活
用
し
て
一
時
保
護
専
用
施
設
を
設
置
し
た
場
合
の
賃
貸
料
を
支
弁
す
る
。

（
４

）
児

童
相

談
所

一
時

保
護

所
の

職
員

体
制

の
抜

本
的

強
化

（
５

）
そ

の
他

項
目

内
容

防
災
対
策
の
強
化

施
設

機
能

強
化

推
進

費
の

適
用

が
な

い
里

親
、

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

、
自

立
援

助
ホ

ー
ム

に
お

け
る

防
災

対
策

の
強

化
の

た
め

、
職

員
等

へ
の

防
災

教
育

、
訓

練
の

実
施

及
び

防
災

用
具

の
整

備
に

要
す
る
費
用
を
支
弁
す
る
。

教
育
費
の
対
象
拡
大

自
立

援
助

ホ
ー

ム
に

入
居

し
て

い
る

児
童

が
、

特
別

支
援

学
校

高
等

部
に

通
う

場
合

に
つ

い
て

も
、

児
童
養
護
施
設
等
と
同
様
に
教
育
費
を
支
弁
す
る
。

入
進
学
支
度
金
及
び
入
学
時
特
別
加
算
費
の
拡
充

一
般
家
庭
の
実
態
を
踏
ま
え
、
入
進
学
支
度
金
及
び
入
学
時
特
別
加
算
費
を
増
額
す
る
。

【
現

行
】
小
学
校
：
50
,6
00
円

中
学
校
：
57
,4
00
円

高
等
学
校
：
61
,1
50
円

【
改
善
案
】
小
学
校
：
63
,1
00
円

中
学
校
：
79
,5
00
円

高
等
学
校
：
86
,3
00
円
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児
童
相
談
所
設
置
促
進
事
業
【
拡
充
】

○
３
月
の
関
係
閣
僚
会
議
で
決
定
し
た
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
抜
本
的
強
化
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
中
核
市
及
び
特
別
区
に
お
け
る
児
童
相
談
所
の
設

置
に
向
け
た
支
援
を
抜
本
的
に
拡
充
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

児
童

虐
待

防
止

対
策
の

抜
本

的
強

化
に

つ
い

て
（
平

成
31
年

3月
1
9日

児
童

虐
待
防

止
対

策
に

関
す

る
関

係
閣
僚

会
議

決
定

）
（

抜
粋

）
３

児
童

虐
待

発
生
時

の
迅

速
・

的
確

な
対

応
（
２

）
児

童
相

談
所
の

設
置

促
進

②
中
核

市
・
特

別
区

の
児

童
相

談
所

の
設
置

の
促

進
・

政
府

は
、
施

行
後

５
年

を
目

途
に

、
支
援

等
の

実
施

状
況

、
児

童
相
談

所
の

設
置

状
況

及
び

児
童
虐

待
を

巡
る

状
況

等
を

勘
案
し

、
施

設
整

備
、

人
材

確
保
・

育
成

の
支
援

の
在

り
方

に
つ

い
て
検

討
を

加
え

、
必

要
な

措
置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
・

具
体

的
に
は

、
中

核
市

及
び

特
別

区
に
お

け
る

児
童

相
談

所
の

設
置
に

向
け

て
、

国
と

中
核

市
及
び

都
道

府
県

等
の

関
係

団
体
が

参
画

す
る

協
議

の
場

を
国
に

お
い

て
設
置

す
る

ほ
か

、
児

童
相
談

所
設

置
に

向
け

た
支

援
を
抜

本
的

に
拡

充
す

る
。

○
ま
た
、
児
童
福
祉
法
改
正
法
の
附
帯
決
議
に
お
い
て
も
、
中
核
市
及
び
特
別
区
に
お
け
る
児
童
相
談
所
の
設
置
を
目
指
し
、
設
置
に
係
る
必
要
か
つ
十
分

な
支
援
を
講
ず
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
児
童
相
談
所
の
設
置
促
進
の
た
め
に
十
分
な
支
援
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

児
童
虐

待
防

止
対

策
の

強
化

を
図

る
た

め
の

児
童
福

祉
法

等
の

一
部

を
改

正
す
る

法
律

案
に

対
す

る
附

帯
決
議

（
衆

議
院

）
十

一
中

核
市

及
び

特
別

区
に

お
け
る

児
童

相
談

所
の

設
置

を
目
指

し
、

設
置

に
係

る
必

要
か
つ

十
分

な
支

援
を

講
ず

る
こ
と

。
併

せ
て

中
核

市
及

び
特
別

区
の

理
解
が

得
ら

れ
る

よ
う

努
め
る

こ
と

。

（
参

議
院

）
十

二
、
中

核
市

及
び

特
別

区
に

お
け
る

児
童

相
談

所
の

設
置

を
目
指

し
、

設
置

に
係

る
必

要
か
つ

十
分

な
支

援
を

講
ず

る
と
と

も
に

、
中

核
市

及
び

特
別
区

の
理

解
が
得

ら
れ

る
よ

う
努

め
る
こ

と
。

ま
た

、
不

交
付

団
体
に

対
す

る
支

援
に

つ
い

て
検
討

す
る

こ
と

。

概
要

【令
和
２
年
度
予
算
案
】
18
3億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・D
V対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

・
平
成
28
年
の
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
「
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
５
年
を
目
途
と
し
て
、
中
核
市
及
び
特
別
区
が
児
童
相
談
所

を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
設
置
に
係
る
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
」
旨
を
規
定
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
児
童
相
談
所
設
置
に
向

け
て
支
援
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
更
な
る
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
支
援
策
の
拡
充
を
図
る
。

【
実
施
主
体
】
①
②
中
核
市
、
施
行
時
特
例
市
、
特
別
区

③
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補
助
基
準
額
（
案
）
】
①
設
置
準
備
対
応
職
員
の
配
置

１
自
治
体
当
た
り

2,
17
2千

円
（
１
名
分
）

②
研
修
等
代
替
職
員
を
配
置
す
る
場
合

１
自
治
体
当
た
り

3,
42
0千

円
（
１
名
分
）

→
10
,2
59
千
円

（
３
名
分
）

③
都
道
府
県
等
代
替
職
員
を
配
置
す
る
場
合

１
自
治
体
当
た
り

6,
83
9千

円
（
２
名
分
）

【
補
助
率
】

①
②
国
：
1/
2、

中
核
市
、
施
行
時
特
例
市
、
特
別
区
：
1/
2

③
国
：
1/
2、

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市
：
1/
2

拡
充
内
容
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令
和
２
年
度
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
係
る
主
な
地
方
財
政
措
置

１
児
童
福
祉
司
等
の
増
員

・
「児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラン
（
新
プラ
ン）
」に
基
づ
き、

各
自
治
体
が
体
制
強
化
に
取
り組
む
こと
が
で
きる
よう
、右
記
の
とお
り標
準

団
体
に
お
け
る
普
通
交
付
税
措
置
を拡
充

区
分

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

増
員

児
童
福
祉
司

58
人

63
人

＋
5人

児
童
心
理
司

22
人

24
人

＋
2人

保
健
師

3人
3人

-

合
計

83
人

90
人

+
7人

２
児
童
福
祉
司
等
の
処
遇
改
善

・
「児
童
虐
待
防
止
対
策
の
抜
本
的
強
化
に
つ
い
て
」に
基
づ
き
、一
時
保
護
所

職
員
と同
様
（
※
）
に
、各
自
治
体
が
児
童
福
祉
司
等
の
処
遇
改
善
に
取
り

組
む
こと
が
で
き
る
よ
う、
右
記
の
とお
り標
準
団
体
に
お
け
る
普
通
交
付
税
措
置

を
拡
充

区
分

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

増
額

特
殊
勤
務
手
当

6,
12
9千
円

21
,6
00
千
円

+
15
,4
71
千
円

【道
府
県
の
標
準
団
体
（
人
口
17
0万
人
）
当
た
り】

（
款
）
社
会
福
祉
費
（
細
目
）
児
童
福
祉
費
（
細
節
）
児
童
相
談
所
費

※
令
和
２
年
度
に
お
い
て
は
、児
童
福
祉
司
・児
童
心
理
司
・保
健
師
に
つ
い
て
、

一
時
保
護
所
職
員
と同
様
、月
額
２
万
円
で
積
算

３
児
童
相
談
所
・一
時
保
護
所
の
整
備
促
進

・
「児
童
虐
待
防
止
対
策
の
抜
本
的
強
化
に
つ
い
て
」に
基
づ
き
、各
自
治
体
が
児
童
相
談
所
・一
時
保
護
所
の
整
備
に
取
り組
む
こと
が
で
き
る
よ
う、

下
記
の
とお
り地
方
財
政
措
置
を拡
充

【児
童
相
談
所
】

施
設
整
備
事
業
（
一
般
財
源
化
分
）

（
充
当
率

10
0%
、
交
付
税
措
置
率

70
%
）

一
般
単
独
事
業

（
充
当
率

75
％
）

一
般

財
源

施
設
整
備
事
業
（
一
般
財
源
化
分
）

（
充
当
率

10
0%
、
交
付
税
措
置
率

70
%
）

一
般
単
独
事
業

(充
当
率

90
％
、
交
付
税
措
置
率

50
%

)

一 般 財 源

【児
童
相
談
所
一
時
保
護
所
】

次
世
代
育
成
支
援
施
設
整
備
交
付
金

（
国
庫
１
／
２
）

次
世
代
育
成
支
援
施
設
整
備
交
付
金

（
国
庫
１
／
２
）

一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業

(充
当
率

90
％
、
交
付
税
措
置
率

50
%

)

一 般 財 源

公
共
事
業
等
【
都
道
府
県
】

(充
当
率

90
％
、
交
付
税
措
置
率

22
.2

%
)
一 財

※
一
般
財
源
化
前
の
国
庫
補
助
金
相
当
額
（
事
業
費
の
1/
2）
の
30
%
に
つ
い
て
は
、普
通
交
付
税

（
単
位
費
用
）
に
より
措
置

【道
府
県
の
標
準
団
体
（
人
口
17
0万
人
）
当
た
り】

（
款
）
社
会
福
祉
費
（
細
目
）
児
童
福
祉
費
（
細
節
）
児
童
相
談
所
費

令
和

元
年
度

令
和

２
年
度

令
和

元
年
度

令
和

２
年
度

※
一
時
保
護
所
職
員
に
対
す
る
処
遇
改
善
（
令
和
２
年
度
予
算
案
）

精
神
的
・肉
体
的
負
担
が
大
き
い
業
務
の
性
質
や
専
門
性
を
有
す
る
人
材
の
確
保
が
求
め
ら

れ
て
い
る
児
童
相
談
所
一
時
保
護
所
職
員
に
つ
い
て
、児
童
入
所
施
設
措
置
費
を
拡
充
（
月

額
２
万
円
）
し、
処
遇
改
善
を
図
る
。

一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業

【
市
・
区
】

(充
当
率

75
%

)
一
般
財
源
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児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
（
新
プ
ラ
ン
）
の
ポ
イ
ン
ト

（
平
成
3
0
年
1
2
月
1
8
日
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
関
係
府
省
庁
連
絡
会
議
決
定
）

「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
に
向
け
た
緊
急
総
合
対
策
」
（
平
成

30
年
７
月

20
日
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
決
定
）

に
基
づ
き
、
児
童
相
談
所
や
市
町
村
の
体
制
及
び
専
門
性
を
計
画
的
に
強
化
す
る
た
め
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
」
（
新

プ
ラ
ン
）
を
策
定
す
る
。

児
童
相
談
所
の
体
制
強
化

市
町
村
の
体
制
強
化

人
→

人
＋

2,
02

0
人
程
度

人
→

人
※
１

＋
79

0
人
程
度

人
※
３

→
＋

11
0
人
程
度

人
→

人
＋

2,
93

0
人
程
度

児
童
福
祉
司

3,
24

0
5,

26
0

合
計

4,
69

0
7,

62
0

児
童
心
理
司

1,
36

0
2,

15
0

保
健
師

10
0

各
児
童
相
談
所

※
２

市
町
村

※
→

市
町
村

※
→

要
対
協
調
整
機
関
調
整
担
当
者

9
8
8

－

子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点

1
0
6

－
全
市
町
村

全
市
町
村

※
２

2
02

0
年
度
ま
で

（
注
）
児
童
相
談
所
数
：

2
12
箇
所
（

2
01

8
年

1
0
月
時
点
）

市
町
村
数
：

1,
74

1箇
所
（

20
18
年
4
月
時
点
）

2
0
1
7
年
度

実
績

2
0
2
2
年
度

目
標

増
員
数

※
20
1
8
年
２
月
実
績

※
１

2
02

4
年
度
ま
で
に

2,
5
00
人

※
３

複
数
人
配
置
し
て
い
る
児
童
相
談
所
の
人
数
を
含
め
る
と
、
1
40
人
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【
児
童
相
談
所
】

4
,3
0
0
人

4
,7
0
0
人

5
,2
6
0
人

1
,0
7
0
人

1
,4
7
0
人

2
,0
2
0
人

1
,6
1
0
人

1
,7
9
0
人

2
,1
5
0
人

2
6
0
人

4
4
0
人

7
9
0
人

1
1
0
人

※
2
0
2
0
年
度
の
計
画
を
踏
ま
え
、
地
方
財
政
措
置
を
拡
充
。

児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
（
新
プ
ラ
ン
）
計
画
値

2
0
1
7
年
度

（
実
績
）

2
0
1
9
年
度

（
新
プ
ラ
ン
初
年
度
）

2
0
2
2
年
度

（
新
プ
ラ
ン
目
標
）

児
童
福
祉
司

3
,2
4
0
人

2
0
2
0
年
度

（
新
プ
ラ
ン
２
年
度
目
）
※

各
児
童
相
談
所

各
児
童
相
談
所

各
児
童
相
談
所

児
童
心
理
司

1
,3
6
0
人

保
健
師

1
0
0
人

＋
＋

＋

＋
＋

＋

＋
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 2月下旬に都道府県・指定都市・中核市研修主管課に受講案内を発送しております 

2020(令和 2)年度 児童福祉司資格認定通信課程 受講のご案内 

 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

中 央 福 祉 学 院 

1．目的： 

 児童福祉司として必要な基礎的知識および技術について、通信教育(スクーリング 5 日間

を含む)の方法により教授し、児童福祉法に定める児童福祉司任用資格を取得することを目

的としています。 

 

2．受講資格： 

 児童相談所職員または、子ども家庭福祉に携わる都道府県・政令指定都市・市区町村の職

員で、学校教育法第 87 条による 4 年生大学を卒業した者又は 2020 年 3 月に卒業見込みの

者。 

 

3．学習内容： 

 本課程は、①通信学習(自宅学習)、②集合研修(スクーリング)、③修了テストにより構成

されています。以下の①～③を修了した方に、修了証書を交付します。修了書 2021 年 3 月

31日です。 

 ①通信学習  6月 1日より開始(4学期制)、全 16科目 

②集合研修  日程：2020年 10月 22日(木)から 10月 26日(月)（5日間） 

        会場：中央福祉学院(ロフォス湘南) 

神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-44 

 ③修了テスト 2021年 3月に自宅受験により実施 

 

4．受講定員：200名 

 

5．受 講 料：75,400円(消費税等込額) 

※スクーリング出席に係る交通費・宿泊費・食費は別途ご負担ください。 

 

6．申込期限： 

 2020(令和 2)年 4 月 9 日(木)までに、都道府県・指定都市・中核市社会福祉研修主管部

(局)に必着 

 

7．問い合わせ先： 

 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 児童福祉司係 

 TEL：046-858-1355 FAX：046-858-1356 URL：http://www.gakuin.gr.jp/ 

 

 ※受講申込書は、各都道府県・指定都市・中核市の社会福祉研修主管部(局)にご提出くだ

さい。提出先は中央福祉学院ホームページにてご確認いただけます。 
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安
全
確
認
に
関
す
る
取
組
事
例

山
口
県
の
取
組

○
市
町
村
と
の
連
携
強
化

・
児
童
相
談
所
が
援
助
方
針
を
決
定
す
る
会
議
に
市
町
村
職
員
が
出
席
し
、
判
断
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
学
ぶ
機
会
を
設
け
て
い
る
。

・
児
童
相
談
所
職
員
が
直
接
市
町
村
に
出
向
き
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ
を
実
施
。
そ
の
際
、
市
町
の
児
童
福
祉
担
当
課
職
員
だ
け
で
は
な
く
、

生
活
保
護
、
母
子
保
健
等
の
他
の
分
野
の
職
員
も
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
様
々
な
職
員
の
資
質
向
上
を
図
っ
て
い
る
。

○
児
童
相
談
所
が
受
理
し
た
「
泣
き
声
通
告
」
等
の
市
町
村
へ
の
送
致

・
児
童
相
談
所
が
受
理
し
た
｢泣
き
声
通
告
｣及
び
｢警
察
か
ら
の
面
前
Ｄ
Ｖ
に
よ
る
心
理
的
虐
待
通
告
｣は
、
原
則
、
市
町
村
に
送
致
し
、

安
全
確
認
な
ど
、
一
次
的
な
対
応
を
市
町
村
で
実
施
。

※
「泣
き
声
通
告
」は
、
児
童
相
談
所
に
よ
る
介
入
的
な
対
応
よ
り
、
市
町
村
に
よ
る
支
援
的
な
対
応
の
方
が
、
初
期
段
階
で
は
、
通
告
を
受
け
た
家
庭
が
受
け
入
れ
や
す
い
場
合
が

多
く
、
継
続
し
た
相
談
対
応
に
つ
な
が
り
や
す
い
。

※
「警
察
か
ら
の
面
前
Ｄ
Ｖ
に
よ
る
心
理
的
虐
待
通
告
」は
、
ま
ず
、
警
察
が
子
ど
も
本
人
を
目
視
で
安
全
確
認
し
た
後
に
、
児
童
相
談
所
に
通
告
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

※
市
町
村
に
送
致
し
た
後
、
訪
問
に
よ
る
安
全
確
認
が
で
き
な
い
場
合
等
は
、
市
町
村
か
ら
児
童
相
談
所
に
送
致
し
、
そ
の
後
は
児
童
相
談
所
が
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

＜
市
町
村
と
の
連
携
＞

埼
玉
県
の
取
組

＜
民
間
事
業
者
へ
の
外
部
委
託
＞

・
泣
き
声
通
告
な
ど
、
リ
ス
ク
が
低
い
と
考
え
ら
れ
る
事
案
（過
去
に
虐
待
通
告
や
一
時
保
護
歴
が
な
い
事
案
等
）
に
つ
い
て
、
夜
間
の
家
庭
訪
問
等

を
民
間
事
業
者
（
N
P
O
法
人
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ
）に
委
託
。
こ
れ
に
よ
り
、
児
童
相
談
所
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
事
案
に
注
力
す
る
。

・
民
間
事
業
者
は
、
業
務
開
始
前
に
児
童
相
談
所
で
研
修
を
受
講
し
、
児
童
相
談
所
職
員
の
安
全
確
認
へ
の
同
行
等
を
行
っ
て
い
る
。
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2020 年度 児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修 ＜前期＞ 

実施要項 
 

１ 目 的 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知に基づき、以下の点を到達目標として本研修を実施する。 

・子ども家庭ソーシャルワークとして子どもの権利を守ることを最優先の目的としたソーシャル

ワークを指導することができる。 

・適切な子ども家庭ソーシャルワークが行える人材を育成することができる。 

 

２ 期 間   前期･後期を通じて同じ日程で受講してください。 

A 日程 2020 年 5 月 26 日（火）～5 月 28 日（木） 

B 日程 2020 年 6 月 9 日（火）～6 月 11 日（木） 

 

３ 会 場  子どもの虹情報研修センター  〒245-0062 横浜市戸塚区汲沢町 983 番地 

 

４ 内 容  プログラム  別紙 1 の通り 

 

５ 対象者  児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者（児童福祉法第 13 条第 8 項） 

 

６ 定 員  概ね 80名  

※A 日程と B 日程の各日程につき各自治体から 3名以内の申込みとしてください。定員を超過し

た場合、抽選で各自治体の受講人数を調整させていただくことがあります。自治体内で優先順

位がある場合は、参加申込の際に備考欄に順位を記載してください。 

 

７ 費用等  委託契約を締結の上で受講していただきます。詳細は別紙 2 をご覧ください。 

 

８ 申込手続 

１）ホームページの援助機関向けページ【パスワード crcjapan】から申込んでください。(別紙 3 参照) 

２）申込期間は、2020 年 3 月 25 日（水）～4 月 16 日（木）です。 

３）申込締切り後数日で、ご本人宛に参加決定通知書と契約書案を郵送します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

９ 個人情報の取扱い 

登録された個人情報は、当センターが行う、申込者との連絡、研修参加者に配布する参加者名簿の作成、

業務統計、情報発信に使用します。また、神田交通(株）にも提供され、申込者との連絡に使用するととも

に、宿泊に必要な情報がホテルに提供されます。当センター及び神田交通(株)の個人情報の取扱いに関す

る方針は、それぞれのホームページでご確認ください。 

 

 

＜ 問合せ先 ＞ 

○ 参加申込受付・キャンセルや研修内容に関する問合せ （ 平日 AM9:00～PM5:00 ） 

   子どもの虹情報研修センター〔担当〕研修部   〒245-0062 横浜市戸塚区汲沢町 983 番地 

TEL 045-871-9317 FAX 045-871-8091 

http://www.crc-japan.net 

○ 宿泊・昼食・バス等の費用に関する問合せ （ 平日 AM10:00～PM5:00 ） 

神田交通株式会社 〔担当〕前島･原田   〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田 531 番 37 号 

TEL 0463-55-1313 FAX 0463-55-5500 

http://www.youbus.co.jp

研

修 

参

加 
パスワード：crcjapan（半角小文字） 

実施要項 

≪郵送≫ 

参加申込 

≪ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ≫ 

参加可否 

通知ﾒｰﾙ 

参加決定通知書 

契約書案 ,請求

書,振込用紙 

≪郵送≫ 

受付確認 

メール 

事

前

課

題 

修
了
レ
ポ
ー
ト 
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児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修＜前期＞ 
〔法定研修〕 

 

１ 目 的 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知に基づき、以下の点を到達目標として本研修を実施する。 

・子ども家庭ソーシャルワークとして子どもの権利を守ることを最優先の目的としたソーシャル

ワークを指導することができる。 

・適切な子ども家庭ソーシャルワークが行える人材を育成することができる。 

 

２ 対 象  児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者（児童福祉法第 13 条第 8 項） 

＊委託契約に基づく受講となります 

 

３ 期 間   前期･後期を通じて同じ日程で受講してください 。 

A 日程 2020 年 5 月 26 日（火）～5 月 28 日（木） 

B 日程 2020 年 6 月  9 日（火）～6 月 11 日（木） 

 

４ 内 容 

 

  

 時間 科      目 講    師 内    容 

１
日
目
午
後 

13:00 

13:15 

【開会式】  開会挨拶 

オリエンテーション 

13:15 

 

 

14:45 

【講義１】 

子どもの権利擁護と 

児童家庭福祉の現状・課題 

橋本佳子 

(名古屋市中央児童

相談所) 

子どもの権利擁護と児童家庭福祉の動向と課題

について理解を深める。 

15:00 

 

18:00 

【演習１】 

子ども家庭支援のための 

ケースマネージメント 

調整中 模擬事例をもとに、ケースの見立てや支援方針の

設定のあり方を学ぶとともに、部下にスーパーバ

イズする際のポイントについても理解を深める。 

18:00 

18:10 
【振り返り】 － 本日の研修から得られたことについて振り返る。 

18:15 

19:30 

【交流会】   

２
日
目
午
前 

9:30 

 

 

11:00 

【演習２】 

子どもの面接・家族の面

接 

中垣真通 

(子どもの虹情報研

修センター） 

子どもや家族との面接のあり方についてロール

プレイ等の演習を通して学ぶ。 

11:15 

 

 

12:45 

【演習３】 

子ども虐待対応１ 

―精神疾患を抱えた保護

者の理解と対応 

志村浩二 

(浜松学院大学短期

大学部） 

虐待に至った保護者に見られる精神疾患の理解

とその対応について解説し、事例を交えて実践的

に理解を深める。 

２
日
目
午
後 

13:45 

 

 

15:15 

【演習４】 

子ども虐待対応２ 

―性的虐待への対応 

Ａ日程：山本恒雄 

(愛育研究所) 

Ｂ日程：調整中 

模擬事例をもとに性的虐待ケースへの対応につ

いて理解を深める。特に、被害児への措置等に関

する説明のあり方や非加害親の面接について、ロ

ールプレイ等を通して実際の対応を学ぶ。 

15:30 

 

 

17:00 

【演習５】 

関係機関との連携と 

在宅支援 

鈴木啓一 

(静岡県東部児童相

談所) 

実践的な事例を交えて、関係機関と連携しながら

継続して在宅支援を行う上でのポイントを学ぶ。 

17:00 

17:10 

【振り返り】 － 本日の研修から得られたことについて振り返る。 
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 時間 科      目 講    師 内    容 

３
日
目
午
前 

9:30 

 

 

11:00 

【演習６】 

社会的養護における 

自立支援 

山喜高秀 

(志學館大学大学院

心理臨床学研究科) 

アドミッションケア、インケア、リービングケア、

アフターケア等社会的養護児童への支援につい

て、模擬事例を通して検討する。 

11:15 

 
 

12:45 

【講義２】 

スーパービジョンの基

本 

衣斐哲臣 

(和歌山大学教職大

学院) 

児童相談所におけるスーパーバイズの基本的な

考え方を理解した上で、職員の育成について学

ぶ。 

３
日
目
午
後 

13:45 

 

 

15:15 

【演習７】 

スーパービジョンの 

基本１ 

衣斐哲臣 

 

スーパーバイズの基本の講義を受けて、部下への

スーパーバイズについてロールプレイ等の演習

を通して実際の方法を学ぶ。 

15:15 

15:25 
【振り返り】 － 本日の研修から得られたことについて振り返る。 

15:25 

15:30 

【閉会式】 

 

アンケート記入 

後期研修のオリエンテーション 
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児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修＜後期＞ 
〔法定研修〕 

 

１ 目 的 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知に基づき、以下の点を到達目標として本研修を実施する。 

・子ども家庭ソーシャルワークとして子どもの権利を守ることを最優先の目的としたソーシャル

ワークを指導することができる。 

・適切な子ども家庭ソーシャルワークが行える人材を育成することができる。 

 

２ 対 象  児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者（児童福祉法第 13 条第 8 項） 

＊委託契約に基づく受講となります 

 

３ 期 間   前期･後期を通じて同じ日程で受講してください 。 

 A 日程 2020 年 10 月 20 日（火）～10 月 22 日（木） 

B 日程 2020 年 11 月 4 日（水）～11 月 6 日（金） 

４ 内 容 

 

  

 時間 科      目 講    師 内    容 

１
日
目
午
後 

13:00 

13:15 

【開会式】  開会挨拶 

オリエンテーション 

13:15 

 
 

14:45 

【講義１】 

子どもの発達と児童虐

待の影響、子どもの諸

問題 

学識者 

児童福祉関係者 

子どもの発達や虐待の影響等について必要か

つ最新の知見を学ぶ。 

15:00 

 

17:30 

【演習１】 

行政権限の行使と 

司法手続き 

弁護士 OJT に基づく事前課題として提出された「法

的対応に困った事例」をもとに、法律の解釈や

法的手段の活用について学ぶ。 

17:30 

17:40 
【振り返り】 － 本日の研修から得られたことについて振り返

る。 

17:45 

19:00 

【交流会】   

２
日
目
午
前 

9:30 

 

11:00 

【演習２】 

少年非行と子ども虐待 

学識者 

児童福祉関係者 

模擬事例をもとに、児童相談所における少年非

行への支援のあり方について学ぶ。 

11:15 

 

 

12:45 

【演習３】 

社会的養護における 

ファミリーソーシャル

ワーク 

学識者 

児童福祉関係者 

社会的養護ケースにおける家族関係調整等の

あり方について講義や模擬事例を通して理解

を深める。 

２
日
目
午
後 

13:45 

 

 

15:15 

【演習４】 

子ども虐待対応３ 

―特別な支援が必要な

事例の理解 

学識者 

児童福祉関係者 

代理によるミュンヒハウゼン症候群、医療ネグ

レクト、AHT（SBS）等、医療機関との連携を

中心に特別な支援が必要な事例について、模擬

事例を通して理解を深め、対応の実際を学ぶ。 

15:30 

 

 

17:00 

【演習５】 

子ども虐待対応４ 

―死亡事例の検証 

学識者 

児童福祉関係者 

虐待により死亡に至った事例を通して、虐待に

至る様々なリスクを学ぶとともに、虐待の予防

や深刻化を防ぐために必要な手立てについて、

演習を通して理解を深める。 

17:00 

17:10 
【振り返り】 － 本日の研修から得られたことについて振り返

る。 
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 時間 科      目 講    師 内    容 

３
日
目
午
前 

9:30 

 

 

 

 

11:00 

【演習６】事例検討（公

開スーパービジョン） 

スーパービジョンの 

基本２ 

大グループ 

報告：参加者 

助言：児童福祉関係

者 

 

OJT に基づく事前課題として提出された事例

から各グループの報告事例を選定し、大グルー

プと小グループに分かれて事例検討を行い、ス

ーパーバイズの実践を具体的に学ぶ。 

小グループ 

11:30 

 

 

 

13:00 

【演習７】事例検討 

スーパービジョンの 

基本３ 

大グループ 

大グループと小グループを前半と入れ替えて、

事例検討を行う。 

小グループ 

３
日
目
午
後 

14:00 

 

 

15:30 

【講義２】 

ソーシャルワークと 

ケースマネージメント 

学識者 

児童福祉関係者 

これまでの講義や演習を踏まえ、ソーシャルワ

ークとケースマネージメントについて、必要な

知見を学ぶ。 

15:30 

15:40 

【振り返り】 － 本日の研修から得られたことについて振り返

る。 

15:40 

15:45 

【閉会式】 

 

閉会挨拶 

アンケート記入、事務連絡 
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2020年度 児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修＜前期＞ 

 

委託料及び宿泊・バス・昼食等のご案内 

 

 

 

 

 

 

受講される皆さまの利便及び懇親のために、宿泊・昼食・バス等をご用意しております。 

参加者登録の際に、これらの利用の有無を入力するようになっていますので、下記の説明をご確認の

上、参加者登録をお願いします。 

宿泊･昼食･バス等の利用者取りまとめ及び会計事務は、旅行業者である神田交通㈱に外部委託し

ています。 

  

１ 委託料 前期／後期各期ごとにひとりにつき：27,000円 

法定研修の実施に係る業務委託の費用です。受講前に締結する契約に基づく費用負担をお願いしま

す。契約書案は、参加決定通知書に同封してお送りしますので、内容に問題がなければ、締結日と契約

者名を記入し、押印の上、速やかにご返送願います。委託契約に関するお問合せは当センターにお願い

します。 

 

２ 宿 泊  １泊（シングル）8,200円（朝食つき，税込） 

 宿泊を希望する方のために下記のホテルを用意しております。希望する場合は、宿泊日、禁煙ルーム

の希望等を申し込みフォームに入力してください。（朝食をとらなくても料金は変わりません。） 

  

「ダイワロイネットホテル横浜公園」           http://www.daiwaroynet.jp/yokohama-koen/ 

〒231-0023横浜市中区山下町 204 TEL 045-664-3745 FAX 045-664-3746 

 

３ バス送迎 5,600円 （5運行，税込） 

 ホテル～センター間をバス送迎します。当センターまでは交通が不便なため、送迎バスの利用が便利

です。初日の交流会終了後からバス送迎を行います。初日は公共交通機関で当センターまでお越しくだ

さい。最終日はＪＲ横浜駅にお送りします。所要時間は 30 分程度です。なお、利用申込が 15 名以下

の場合、送迎バスは運行できませんのでご承知置き願います。 

 

４ 昼食（弁当）  １食 600円（税込） 

 当センターの近くには、レストランやコンビニ等がありませんので、お弁当を注文されるか、昼食を

持参していただくことをお勧めします。 

 

５ 交流会 4,000円（税込） 

  初日の夜に当センター内で実施します。初日の送迎バスは、交流会の終了後に運行します。 

任意参加ですが、参加者相互の情報交換と交流を目的にしていますので、ぜひご参加ください。 

 

６ 支払方法 
参加決定通知書に請求書と振込用紙を同封してお送りしますので、指定の郵便口座に費用を振込ん

でください。恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。 

  ◇ 振込依頼書の控を保管してください。領収書の代わりとさせていただきます。 

◇ 申込み内容の変更やキャンセルがあった場合、キャンセル料をご負担いただく場合がありま

すのでご承知置きください。 

 

 

【問合せ先】 

宿泊･昼食･バス等に関するお問合せは、神田交通(株)にお願いします。 

〔担当〕 神田交通株式会社  前島・原田 （平日 10:00～17:00） 

〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田 531 番 37 号 

                   TEL 0463-55-1313  FAX 0463-55-5500 

http://www.youbus.co.jp  

別紙 2 

-　149　-



6 

  

 

 

ホームページの［援助機関向けページ］をクリック → パスワード「crcjapan(半角)」入力 → ［研修受付］→ 

「研修一覧」で希望する研修名の     をクリック→［申込］をクリック→「申込入力」フォーム 

          ↓ 
A 日程／B 日程のどちらか一方を選択してください。また、前期･後期を通じて同じ日程で受講してください 。 

 

※印の項目は必須入力です。 

 

表示された機関所在地・電話番号等に間違いがありましたら、当センターまでご連絡ください。 

 

 

 

 

 
  

2020年度 児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修＜前期＞ 

申込フォームの入力項目 

 フ リ ガ ナ 

※申込者氏名 
入力してください 

※性別 選択してください 

※年代 選択してください 

※区分名 選択してください 

※機関地域名 選択してください 

※機関名称 選択してください 

 部署 入力してください 

郵便番号・機関所在地・機関電話番号 自動的に表示されます 

機関電話番号(直通) 入力してください 

※メールアドレス（PC メールアドレス）  入力してください 

※職種 
選択してください  

□行政職 □福祉職 □心理職 □保健職 □その他 

役職名 入力してください 

※児相経験年数（通算） 入力してください 

※児童福祉司経験年数 入力してください 

※SV 経験年数 入力してください 

※所管人口 入力してください 

※児童人口 入力してください 

※交流会 選択してください 

※昼食 
希望する方は選択してください  

A 日程□5/27(水) □5/28(木)  B 日程□6/10(水) □6/11(木) 

※宿泊 

希望する方は選択してください  

A 日程□5/25(月)【前泊】□5/26(火) □5/27(水) □5/28(木)【後泊】 

B 日程□6/ 8(月)【前泊】□6/ 9(火) □6/10(水) □6/11(木)【後泊】 

※禁煙ルーム 選択してください（部屋数の関係でご要望に添えない場合もあります） 

※バス送迎 選択してください 

※研修申込の承認  所属機関(部署)／施設長の承認を得た上で、必ず✔を入れてください 

注１：全項目入力後に確認ボタンを押して確認画面へ進み、入力内容を確認したら、必ず申込ボタンを

押して入力内容を送信してください。 

＊ 確認画面の申込ボタンを押さないと、入力内容が当センターまで送信されません。 

注２：申込の後に折り返しで「受付完了メール」が届かない場合は、当センターまでご連絡ください。 
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児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修＜前期＞ 

研修受講の御案内 

 

 
 

次の事項を確認のうえ、研修参加の準備をお願いします。 

 

研修会場 
 子どもの虹情報研修センター  〒245-0062 横浜市戸塚区汲沢町９８３番地 

      TEL 045-871-9317 

    FAX 045-871-8091 

 
 

＊ 地図を同封してありますが、交通の便の悪い場所にありますので、時間に余裕をもってお越し

ください。なお、受付開始時間は、開会の 1時間前です。 

＊ 当センター周辺は食事をするところがありませんので、昼食を注文されていない方は、最寄り

の駅等で各自ご用意いただくことをお勧めいたします。 

＊ 当センターには、参加者用の駐車スペースがありませんので、車での来場はご遠慮願います。 

＊ 研修室の空調の効き方にムラがあります。寒暖の調節ができるように服装等をご配意ください。 

＊ 研修初日の送迎バスは、交流会終了後に出発する便だけです。申込み時にご注意ください。 
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児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修＜前期＞ 

（法 定 研 修） 

 

１ 目 的 

   厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知に基づき、以下の点を到達目標として本研修を実施する。 

・子ども家庭ソーシャルワークとして子どもの権利を守ることを最優先の目的としたソーシャルワークを指導 

することができる。 

・適切な子ども家庭ソーシャルワークが行える人材を育成することができる。 

 

２ 対 象  児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者    ＊委託契約に基づく受講となります 

３ 定 員  80名 

４ 期 間   2020年（令和2年）6月  2日（火）～6月 4日（木）（3日間）  A日程 

              2020年（令和2年）7月 29日（水）～7月 31日（金）（3日間）  B日程 

５ 内 容 

 

 

 

 

  

 

時間 科      目 講    師 内      容 

１
日
目
午
後 

12:45 

13:00 

【開会式】  開会挨拶 

オリエンテーション 

13:00 

 

 

14:30 

【講義１】 

子どもの権利擁護と 

児童家庭福祉の現状・課題 

学識者 

児童福祉関係者 

 

子どもの権利擁護と児童家庭福祉の動向と課題に

ついて理解を深める。 

 

14:45 

 

 

17:15 

【演習１】 

子どもの面接・家族の面接 

学識者 

児童福祉関係者 

 

子どもや家族との面接のあり方についてロールプ

レイ等の演習を通して学ぶ。 

 

17:15 

17:25 

【振り返り】 － 本日の研修から得られたことについて振り返る。 

17:30 

19:00 

【交流会】   
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１ 

 

 

 

【根拠法令】 

法令 「児童福祉法第13条第８項」 

告示 「児童福祉法第十三条第八項の厚生労働大臣が定める基準」（平成29年3月31日号外厚生労働省告示第131号） 

通知 「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について」（雇児発0331第16号平成 

29年3月31日）  

通知 「児童福祉法第十三条第三項第五号の厚生労働大臣が定める講習会等の制定について（通知）」（雇児発0331号  

第２号平成29年3月31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 科      目 講    師 内      容 

２
日
目
午
前 

 9:30 

 

 

11:00 

【演習２】 

子ども虐待対応１ 

―精神疾患を抱えた保護者

の理解と対応― 

医師 

児童福祉関係者 

虐待に至った保護者の中でも精神疾患を抱えた

保護者への対応について、ロールプレイング等を

通じて家庭訪問や面接時の実際の対応を学ぶ。 

11:15 

 

 

12:45 

【演習３】 

関係機関との連携と在宅支

援 

学識者 

児童福祉関係者 

 

模擬事例をもとに、関係機関と連携しながら継続

して在宅支援を行う上でのポイントを学ぶ。 

２
日
目
午
後 

13:45 

 

 

15:45 

【演習４】 

子ども家庭支援のための 

ケースマネージメント 

学識者 

児童福祉関係者 

 

模擬事例をもとに、ケースの見立てや支援方針の

設定のあり方を学ぶとともに、部下にスーパーバ

イズする際のポイントについても理解を深める。 

 

16:00 

 

 

 

17:30 

【演習５】 

子ども虐待対応２ 

―性的虐待への対応― 

学識者 

医師 

児童福祉関係者 

 

模擬事例をもとに性的虐待ケースへの対応につ

いて理解を深める。特に、被害児への措置等に関

する説明のあり方や非加害親の面接について、ロ

ールプレイ等を通して実際の対応を学ぶ。 

 

17:30 

17:45 

【振り返り】 － 本日の研修から得られたことについて振り返る。 

３
日
目
午
前 

9:30 

 

 

11:00 

【演習６】 

社会的養護における 

自立支援 

学識者 

医師 

児童福祉関係者 

 

アドミッションケア、インケア、リービングケア、

アフターケア等社会的養護児童への支援につい

て、模擬事例を通して検討する。 

 

11:15 

 

 

12:45 

【講義２】 

スーパービジョンの基本 

学識者 

児童福祉関係者 

 

児童相談所におけるスーパーバイズの基本的な

考え方を理解した上で、職員の育成について学

ぶ。 

 

３
日
目
午
後 

13:45 

 

 

15:15 

【演習７】 

スーパービジョンの 

基本１ 

学識者 

児童福祉関係者 

 

スーパーバイズの基本の講義を受けて、部下への

スーパーバイズについてロールプレイ等の演習

を通して実際の方法を学ぶ。 

15:15 

15:30 

【振り返り】 － 本日の研修から得られたことについて振り返る。 

15:30 

15:45 

【閉会式】 

 

後期研修のオリエンテーション 

アンケート記入、事務連絡 
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２ 

 

 

児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修＜後期＞ 

（ 法 定 研 修 ） 

 

１ 目 的 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知に基づき、以下の点を到達目標として本研修を実施する。 

・子ども家庭ソーシャルワークとして子どもの権利を守ることを最優先の目的としたソーシャルワークを指導す

ることができる。 

・適切な子ども家庭ソーシャルワークが行える人材を育成することができる。 

 

２ 対 象  児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者    ＊委託契約に基づく受講となります 

３ 定 員  80名 

４ 期 間   2020年（令和2年）11月18日（水）～11月20日（金）（3日間） A日程 

       2020年（令和2年）12月 9日 （水）～12月11日（金）（3日間） B日程 

５ 内 容 

 

 

 

 

 時間 科      目 講    師 内    容 

１
日
目
午
後 

12:45 

13:00 

【開会式】  開会挨拶 

オリエンテーション 

13:00 

 
 

14:30 

【講義１】 

ソーシャルワークと 

ケースマネージメント 

学識者 

児童福祉関係者 

子ども虐待に対応するソーシャルワークとケース

マネージメントについて、必要な知見を学ぶ。 

 

14:45 

 

 

17:15 

【講義２】 

子どもの発達と児童虐待の

影響、子どもの諸問題 

学識者 

医師 

児童福祉関係者 

子どもの発達や虐待の影響等について必要かつ最

新の知見を学ぶ。 

17:15 

17:25 

【振り返り】 ― 本日の研修から得られたことについて振り返る。 

17:30 

19:00 

【交流会】   

２
日
目
午
前 

9:30 

 

 

11:00 

【演習１】 

少年非行と子ども虐待 

学識者 

児童福祉関係者 

模擬事例をもとに、児童相談所における少年非行へ

の支援のあり方について学ぶ。 

 

11:15 

 

 

12:45 

【演習２】 

社会的養護におけるファミ

リーソーシャルワーク 

学識者 

児童福祉関係者 

 

社会的養護ケースにおける家族関係調整等のあり

方について講義や模擬事例を通して理解を深める。 

 

２
日
目
午
後 

13:45 

 

 

15:15 

【演習３】 

行政権限の行使と 

司法手続き 

 

弁護士 

 

 

OJT に基づく事前課題として提出された「法的対

応に困った事例」をもとに、法律の解釈や法的手段

の活用について学ぶ。 

15:30 

 

17:00 

【演習４】 

子ども虐待対応３ 

―死亡事例の検証－ 

学識者 

児童福祉関係者 

虐待により死亡に至った事例を通して、虐待に至る

様々なリスクを学ぶとともに、虐待の予防や深刻化

を防ぐために必要な手立てについて、演習を通して

理解を深める。 

17:00 

17:10 

【振り返り】 ― 本日の研修から得られたことについて振り返る。 

-　154　-



  

３ 

 

 

 

 

 

 

【根拠法令】 

法令 「児童福祉法第13条第8項」 

告示 「児童福祉法第十三条第八項の厚生労働大臣が定める基準」（平成 29年 3月 31日号外厚生労働省告示第 131号） 

通知 「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について」（雇児発0331第16号 

平成29年3月31日） 

通知 「児童福祉法第十三条第三項第五号の厚生労働大臣が定める講習会等の制定について（通知）」（雇児発0331号 

第2号平成29年3月31日） 

 

 

 時間 科      目 講    師 内    容 

３
日
目
午
前 

9:30 

 

 

 

 

 

 

11:00 

【演習５】事例検討 

スーパービジョンの 

基本２ 

大グループ 

報告：参加者 

助言：学識者 

児童福祉関係者 

OJT に基づく事前課題として提出された事例から

各グループの報告事例を選定し、大グループと小グ

ループに分かれて事例検討を行い、スーパーバイズ

の実践を具体的に学ぶ。 

 

 

小グループ 

11:30 

 

 

 

 

 

 

13:00 

【演習６】事例検討 

スーパービジョンの 

基本３ 

大グループ 

大グループと小グループを前半と入れ替えて、事例

検討を行う。 

 

 

小グループ 

３
日
目
午
後 

14:00 

 

 

 

15:30 

【演習７】 

子ども虐待対応４ 

―特別な支援が必要な事例

の理解― 

 

医師 

児童福祉関係者 

 

代理によるミュンヒハウゼン症候群、医療ネグレク

ト、AHT（SBS）等、医療機関との連携を中心に特

別な支援が必要な事例について、模擬事例を通して

理解を深め、対応の実際を学ぶ。 

 

15:30 

16:40 

【振り返り】 ― 本日の研修から得られたことについて振り返る。 

16:45 

17:00 

【閉会式】 

 

閉会挨拶 

アンケート記入、事務連絡 
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特別区職員研修所教務課 

令和 2 年 3 月 3 日 

令和２年度 児童福祉法等関係法令に基づく法定研修実施概要 

児童相談所における児童福祉司及び指導教育担当児童福祉司（児童福祉司スーパーバイザー）として業務を遂行してい

くにあたり必要な知識、技能等を習得し、特別区における児童家庭福祉行政を担う職員の専門性の向上を図るため、児童

福祉法等関係法令に基づき実施します。 

研修内容到達目標、カリキュラム及び運用指針等については厚生労働大臣が定める基準に基づきます。 

（会場は、いずれも特別区職員研修所を予定） 

１ 児童福祉司任用前講習会及び指定講習会〔カリキュラムについては別紙１及び別紙２参照〕 

対 象 児童福祉法に基づく 

日 数 ６日間必須、１日間任意（合計７日間） 

日 程 【第１回】令和 2 年 9 月 28 日（月）、29 日（火）、10 月 2 日（金）、6 日（火）、 

     10 月 7 日（水）、12 日（月）、13 日（火） 

【第２回】令和 2 年 12 月 3 日（木）、4 日（金）、15 日（火）、16 日（水）、 

     12 月 21 日（月）、22 日（火）、23 日（水） 

定 員 80 名程度 

負担金 【7 日間】34,600 円（予定） 

 

２ 児童福祉司任用後研修〔カリキュラムについては別紙３参照〕 

対 象 ① 児童福祉司として任用後１年未満の職員 

② ①の他、子ども家庭福祉行政に携わる職員（心理職を含む） 

日 数 ５日間必須 

※ ただし、児童福祉司任用前講習会修了者は、５日間のカリキュラムのうち、重複し

た科目（「社会的養護における自立支援」「関係機関（市町村を含む）との連携・協

働と在宅支援」「行政権限の行使と司法手続」「子ども虐待対応の基本」及び「非行

対応の基本」（計３日間）の受講を免除することができます。 

日 程 【５日間（A 日程）】令和 2 年 5 月 14 日（木）、15 日（金）9 月 29 日（火）、 

              10 月 6 日（火）、12 日（月）、13 日（火） 

【５日間（B 日程）】令和 2 年 5 月 14 日（木）、15 日（金）、12 月 16 日（水）、 

                      12 月 21 日（月）、23 日（水） 

【２日間（※一部受講免除者）】令和 2 年 5 月 14 日（木）、15 日（金） 

定 員 【5 日間】55 名程度       【2 日間】40 名程度  

負担金 【5 日間】34,600 円（予定） 【2 日間】18,200 円（予定）  

 

３ 児童福祉司スーパーバイザー研修〔カリキュラムについては別紙４参照〕 

対 象 児童福祉司としておおむね５年以上の職務経験を有する職員 

日 数 5.5 日間（前期 3 日間、後期 2.5 日間） 

日 程 令和 2 年 6 月 1 日（月）、11 日（木）、29 日（月）、12 月 10 日（木）、24 日（木）、 

12 月 25 日（金） 

定 員 40 名程度 

負担金 【5.5 日間】48,800 円（予定） 

〇 特別区職員受入後、定員に空きがある場合は、他自治体職員を受入いたします。研修受託申請手続等につきましては、 

  特別区職員研修所ホームページにて「特別区職員研修所研修受託要綱」をご参照ください。 

  〔http://www.tokyo23city.or.jp/kensyujo/index.html〕 

〇 問合せ先：特別区職員研修所教務課専門研修係 電話 03-5298-3922 
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別紙１

日程 教科目番号/教科目 主な内容 講師
任用前
講習会

指定
講習会

1　子どもの権利擁護
子どもの権利の考え方、子どもの権利条約、児童福
祉法の理念

弁護士 ◎ ◎

３　子ども家庭相談援助制度及び実施体制
子ども家庭の問題に関する現状と課題、子ども家庭
福祉に関する法令及び制度、児童相談所の役割

児童福祉関係職員 ◎ ◎

２　子ども家庭福祉における倫理的配慮
個人情報の取扱い、記録の取り方・管理、エビデン
スの必要性と得るための倫理的配慮

児童福祉関係職員 ◎ ◎

５　ソーシャルワークの基本
ソーシャルワークの歴史・方法、ソーシャルワーク
の方法論に基づいた家庭支援のあり方

学識者 ◎ ◎

８－１　社会的養護による自立支援【★】
社会的養護、養子縁組制度、ファミリーソーシャル
ワーク及び家庭復帰支援のあり方

学識者 ◎ ◎

８－２　社会的養護による自立支援【★】
移行期ケアのあり方、年長児童の自立支援のあり
方、生活支援と治療的養育

学識者 ◎ ◎

１１－１　子ども虐待対応の基本  ～心理【★】
虐待・ネグレクトが子どもに与える心理・行動的影
響、子ども虐待事例の心理療法

学識者 ◎ ◎

１２　非行対応の基本【★】
非行相談事例のケースマネジメント、非行ケースへ
の介入のあり方、警察・司法などとの連携のあり方

児童福祉関係職員 ◎ ◎

６－３　子ども家庭支援のためのケースマネジメント 子どもの面接・家族面接（ロールプレイ） 学識者 ◎ 任意

６－４　子ども家庭支援のためのケースマネジメント ケースの進行管理・再評価 学識者 ◎ 任意

７　児童相談所における方針決定の過程
チームアプローチ、スーパービジョン、ケースカン
ファレンス（事例検討）、方針決定のあり方

児童福祉関係職員 ◎ ◎

１３　障害相談・支援の基本
障害種別と障害支援区分、障害に関する法令と制
度、精神保健福祉法

児童福祉関係職員 ◎ ◎

１１－５　子ども虐待対応の基本～基礎知識Ⅲ【★】
子ども虐待における保護・支援（在宅支援・分離保
護・養育・家庭支援）、通告の受理、安全確認

学識者 ◎ ◎

１１－６　子ども虐待対応の基本～事例検討Ⅱ【★】
子ども虐待事例のケースマネジメント（アセスメン
ト・プランニング）

学識者 ◎ ◎

１１－４　子ども虐待対応の基本～事例検討Ⅰ【★】
子ども虐待の重大な被害を受けた事例（死亡事例を
含む）の検証の理解

学識者 ◎ ◎

１０　行政権限の行使と司法手続き【★】
行政権限の行使と司法手続、親権停止・喪失、未成
年後見人、無戸籍児童への対応等

弁護士 ◎ ◎

６－１　子ども家庭支援のためのケースマネジメント
ケースに関する調査のあり方、ケースの問題の評価
の方法、子ども・親・家族・地域のアセスメント

学識者 ◎ 任意

６－２　子ども家庭支援のためのケースマネジメント
支援計画の立て方、子ども・保護者や関係機関など
への支援計画の説明の仕方

学識者 ◎ 任意

４－１　子どもの成長・発達と生育環境
子どもの発達・成長、子どもの発達の特性、生育環
境とその影響、母子健康手帳の活用

学識者 ◎ ◎

４－２　子どもの成長・発達と生育環境
子ども及び保護者の精神や発達等の状況、保護者の
特性

学識者 ◎ ◎

１４－３　児童福祉論 生活保護法、母子及び父子並びに寡婦福祉法 児童福祉関係職員 任意 ◎

１５　障害者福祉論
障害福祉の動向、障害相談の流れ、障害をもつ子へ
の対応

児童福祉関係職員 任意 ◎

９－１　関係機関（市区町村を含む）との連携・協働
　　　と在宅支援【★】

関係機関の特徴と役割、関係機関との適切な連携・
協働の取り方・あり方

児童福祉関係職員 ◎ ◎

９－２　関係機関（市区町村を含む）との連携・協働
　　　と在宅支援【★】

区市町村子ども家庭相談と児童相談所との協働、要
保護児童対策協議会と児童相談所との協働

児童福祉関係職員 ◎ ◎

１４－１　児童福祉論 児童福祉法、虐待防止法、少年法、民法（家族法） 弁護士 任意 ◎

１４－２　児童福祉論 刑法、児童買春・児童ポルノ禁止法、DV防止法 弁護士 任意 ◎

１１－２　子ども虐待対応の基本 ～基礎知識Ⅰ【★】
子ども虐待対応の基本原則、子ども虐待における早
期発見・早期対応

医師 ◎ ◎

１１－３　子ども虐待対応の基本 ～基礎知識Ⅱ【★】
性的虐待への対応、乳児揺さぶられ症候群、虐待に
よる頭部外傷への対応

医師 ◎ ◎

【★】…児童福祉司任用後研修において、受講免除が認められている教科目

10月6日
（火）

令和２年度　第１回　児童福祉司任用前講習会/指定講習会日程表
◎は必須

9月28日
（月）

8：45～9：00（初日のみ）
　　オリエンテーション　（開講にあたり・事務連絡）

◎ ◎

８：４５～
１７：００

９：００～
１７：００

９：００～
１７：００

10月7日
（水）

９：００～
１７：００

10月12日
（月）

９：００～
１７：００

10月13日
（火）

9月29日
（火）

９：００～
１７：００

10月2日
（金）

９：００～
１７：００

特別区職員研修所教務課
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別紙２

日程 教科目番号/教科目 主な内容 講師
任用前
講習会

指定
講習会

1　子どもの権利擁護
子どもの権利の考え方、子どもの権利条約、児童福
祉法の理念

弁護士 ◎ ◎

３　子ども家庭相談援助制度及び実施体制
子ども家庭の問題に関する現状と課題、子ども家庭
福祉に関する法令及び制度、児童相談所の役割

児童福祉関係職員 ◎ ◎

２　子ども家庭福祉における倫理的配慮
個人情報の取扱い、記録の取り方・管理、エビデン
スの必要性と得るための倫理的配慮

児童福祉関係職員 ◎ ◎

５　ソーシャルワークの基本
ソーシャルワークの歴史・方法、ソーシャルワーク
の方法論に基づいた家庭支援のあり方

学識者 ◎ ◎

４－１　子どもの成長・発達と生育環境
子どもの発達・成長、子どもの発達の特性、生育環
境とその影響、母子健康手帳の活用

学識者 ◎ ◎

４－２　子どもの成長・発達と生育環境
子ども及び保護者の精神や発達等の状況、保護者の
特性

学識者 ◎ ◎

７　児童相談所における方針決定の過程
チームアプローチ、スーパービジョン、ケースカン
ファレンス（事例検討）、方針決定のあり方

児童福祉関係職員 ◎ ◎

１３　障害相談・支援の基本
障害種別と障害支援区分、障害に関する法令と制
度、精神保健福祉法

児童福祉関係職員 ◎ ◎

６－１　子ども家庭支援のためのケースマネジメント
ケースに関する調査のあり方、ケースの問題の評価
の方法、子ども・親・家族・地域のアセスメント

学識者 ◎ 任意

６－２　子ども家庭支援のためのケースマネジメント
支援計画の立て方、子ども・保護者や関係機関など
への支援計画の説明の仕方

学識者 ◎ 任意

６－３　子ども家庭支援のためのケースマネジメント 子どもの面接・家族面接（ロールプレイ） 学識者 ◎ 任意

６－４　子ども家庭支援のためのケースマネジメント ケースの進行管理・再評価 学識者 ◎ 任意

１１－５　子ども虐待対応の基本～基礎知識Ⅲ【★】
子ども虐待における保護・支援（在宅支援・分離保
護・養育・家庭支援）、通告の受理、安全確認

学識者 ◎ ◎

１１－６　子ども虐待対応の基本～事例検討Ⅱ【★】
子ども虐待事例のケースマネジメント（アセスメン
ト・プランニング）

学識者 ◎ ◎

１１－４　子ども虐待対応の基本～事例検討Ⅰ【★】
子ども虐待の重大な被害を受けた事例（死亡事例を
含む）の検証の理解

学識者 ◎ ◎

１０　行政権限の行使と司法手続き【★】
行政権限の行使と司法手続、親権停止・喪失、未成
年後見人、無戸籍児童への対応等

弁護士 ◎ ◎

８－１　社会的養護による自立支援【★】
社会的養護、養子縁組制度、ファミリーソーシャル
ワーク及び家庭復帰支援のあり方

学識者 ◎ ◎

８－２　社会的養護による自立支援【★】
移行期ケアのあり方、年長児童の自立支援のあり
方、生活支援と治療的養育

学識者 ◎ ◎

１１－１　子ども虐待対応の基本  ～心理【★】
虐待・ネグレクトが子どもに与える心理・行動的影
響、子ども虐待事例の心理療法

学識者 ◎ ◎

１２　非行対応の基本【★】
非行相談事例のケースマネジメント、非行ケースへ
の介入のあり方、警察・司法などとの連携のあり方

児童福祉関係職員 ◎ ◎

１４－１　児童福祉論 児童福祉法、虐待防止法、少年法、民法（家族法） 弁護士 任意 ◎

１４－２　児童福祉論 刑法、児童買春・児童ポルノ禁止法、DV防止法 弁護士 任意 ◎

１４－３　児童福祉論 生活保護法、母子及び父子並びに寡婦福祉法 児童福祉関係職員 任意 ◎

１５　障害者福祉論
障害福祉の動向、障害相談の流れ、障害をもつ子へ
の対応

児童福祉関係職員 任意 ◎

１１－２　子ども虐待対応の基本 ～基礎知識Ⅰ【★】
子ども虐待対応の基本原則、子ども虐待における早
期発見・早期対応

医師 ◎ ◎

１１－３　子ども虐待対応の基本 ～基礎知識Ⅱ【★】
性的虐待への対応、乳児揺さぶられ症候群、虐待に
よる頭部外傷への対応

医師 ◎ ◎

９－１　関係機関（市区町村を含む）との連携・協働
　　　と在宅支援【★】

関係機関の特徴と役割、関係機関との適切な連携・
協働の取り方・あり方

児童福祉関係職員 ◎ ◎

９－２　関係機関（市区町村を含む）との連携・協働
　　　と在宅支援【★】

区市町村子ども家庭相談と児童相談所との協働、要
保護児童対策協議会と児童相談所との協働

児童福祉関係職員 ◎ ◎

【★】…児童福祉司任用後研修において、受講免除が認められている教科目

９：００～
１７：００

９：００～
１７：００

12月21日
（月）

９：００～
１７：００

12月22日
（火）

９：００～
１７：００

12月23日
（水）

特別区職員研修所教務課

12月16日
（水）

令和２年度　第２回　児童福祉司任用前講習会/指定講習会日程表
◎は必須

12月3日
（木）

8：45～9：00（初日のみ）
　　オリエンテーション　（開講にあたり・事務連絡）

◎ ◎

８：４５～
１７：００

12月4日
（金）

９：００～
１７：００

12月15日
（火）

９：００～
１７：００
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別紙３

特別区職員研修所　教務課

日程 教科目番号/教科目 主な内容 講師

１－１　子ども家庭支援のためのケースマネジメント
ケースに関する調査のあり方、子ども・親・家族・地域
のアセスメント

学識者

１－２　子ども家庭支援のためのケースマネジメント
支援計画の立て方、子ども・保護者や関係機関などへの
支援計画の説明の仕方

学識者

１－３　子ども家庭支援のためのケースマネジメント ケースの進行管理・再評価 学識者

６－２　行政権限の行使と司法手続き 司法関与に関する講義と演習、２８条ケースの留意点 児童福祉関係者

１－４　子ども家庭支援のためのケースマネジメント 子どもの面接・家族面接（ロールプレイ） 学識者

２　子どもの面接・家族面接に関する技術 子どもの面接・家族面接（ロールプレイ） 学識者

３　児童相談所における方針決定の過程
チームアプローチ、スーパービジョン、ケースカンファ
レンス（事例検討）

児童福祉関係者

８－２　非行対応
非行相談事例のケースマネジメント（アセスメントと支
援プラン）

児童福祉関係者

※一部受講免除者は上記２日間を受講。５日間受講者は、上記２日間に加え、以下の【A日程】【B日程】いずれか計３日間を受講。

【A日程】

日程 教科目番号/教科目 主な内容 講師

４－１　社会的養護による自立支援【任用前8-1】
社会的養護、養子縁組制度、ファミリーソーシャルワー
ク及び家庭復帰支援のあり方

学識者

４－２　社会的養護による自立支援【任用前8-2 】
移行期ケアのあり方、年長児童の自立支援のあり方、生
活支援と治療的養育

学識者

７－１　子ども虐待対応の基本～心理【任用前11-1】
虐待・ネグレクトが子どもに与える心理・行動的影響、
子ども虐待事例の心理療法

学識者

９：００～
１７：００ ８－１　非行対応の基本【任用前12】

非行相談事例のケースマネジメント、非行ケースへの介
入のあり方、警察・司法などとの連携のあり方

児童福祉関係職員

７－５　子ども虐待対応の基本～基礎知識Ⅲ
【任用前11-5】

子ども虐待における保護・支援（在宅支援・分離保護・
養育・家庭支援）、通告の受理、安全確認

学識者

７－６　子ども虐待対応の基本～事例検討Ⅱ
【任用前11-6】

子ども虐待事例のケースマネジメント（アセスメント・
プランニング）

学識者

７－４　子ども虐待対応の基本～事例検討Ⅰ
【任用前11-4】

子ども虐待の重大な被害を受けた事例（死亡事例を含
む）の検証の理解

学識者

９：００～
１７：００ ６－１　行政権限の行使と司法手続き【任用前10】

行政権限の行使と司法手続、親権停止・喪失、未成年後
見人、無戸籍児童への対応等

弁護士

10月12日（月）
５－１　関係機関（市区町村を含む）との連携・協働と
　　　　在宅支援【任用前9-1】

関係機関の特徴と役割、関係機関との適切な連携・協働
の取り方・あり方

児童福祉関係職員

１３：３０～
１７：００

５－２　関係機関（市区町村を含む）との連携・協働と
　　　　在宅支援【任用前9-2】

区市町村子ども家庭相談と児童相談所との協働、要保護
児童対策協議会と児童相談所との協働

児童福祉関係職員

10月13日（火）
７ー２　子ども虐待対応の基本～基礎知識Ⅰ
【任用前11-2】

子ども虐待対応の基本原則、子ども虐待における早期発
見・早期対応

医師

１３：３０～
１７：００

７－３　子ども虐待対応の基本～基礎知識Ⅱ
【任用前11-3】

性的虐待への対応、乳児揺さぶられ症候群、虐待による
頭部外傷への対応

医師

【B日程】

日程 教科目番号/教科目 主な内容 講師

７－５　子ども虐待対応の基本～基礎知識Ⅲ
【任用前11-5】

子ども虐待における保護・支援（在宅支援・分離保護・
養育・家庭支援）、通告の受理、安全確認

学識者

７－６　子ども虐待対応の基本～事例検討Ⅱ
【任用前11-6】

子ども虐待事例のケースマネジメント（アセスメント・
プランニング）

学識者

７－４　子ども虐待対応の基本～事例検討Ⅰ
【任用前11-4】

子ども虐待の重大な被害を受けた事例（死亡事例を含
む）の検証の理解

学識者

９：００～
１７：００ ６－１　行政権限の行使と司法手続き【任用前10】

行政権限の行使と司法手続、親権停止・喪失、未成年後
見人、無戸籍児童への対応等

弁護士

４－１　社会的養護による自立支援【任用前8-1】
社会的養護、養子縁組制度、ファミリーソーシャルワー
ク及び家庭復帰支援のあり方

学識者

４－２　社会的養護による自立支援【任用前8-2 】
移行期ケアのあり方、年長児童の自立支援のあり方、生
活支援と治療的養育

学識者

７－１　子ども虐待対応の基本～心理【任用前11-1】
虐待・ネグレクトが子どもに与える心理・行動的影響、
子ども虐待事例の心理療法

学識者

９：００～
１７：００ ８－１　非行対応の基本【任用前12】

非行相談事例のケースマネジメント、非行ケースへの介
入のあり方、警察・司法などとの連携のあり方

児童福祉関係職員

７ー２　子ども虐待対応の基本～基礎知識Ⅰ
【任用前11-2】

子ども虐待対応の基本原則、子ども虐待における早期発
見・早期対応

医師

７－３　子ども虐待対応の基本～基礎知識Ⅱ
【任用前11-3】

性的虐待への対応、乳児揺さぶられ症候群、虐待による
頭部外傷への対応

医師

５－１　関係機関（市区町村を含む）との連携・協働と
　　　　在宅支援【任用前9-1】

関係機関の特徴と役割、関係機関との適切な連携・協働
の取り方・あり方

児童福祉関係職員

９：００～
１７：００

５－２　関係機関（市区町村を含む）との連携・協働と
　　　　在宅支援【任用前9-2】

区市町村子ども家庭相談と児童相談所との協働、要保護
児童対策協議会と児童相談所との協働

児童福祉関係職員

９：００～
１７：００

令和２年度　児童福祉司任用後研修日程表

5月14日
（木）

8：45～9：00（初日のみ）
　　オリエンテーション　　（開講にあたり・事務連絡）

８：４５～
１７：００

5月15日
（金）

9月29日
（火）

10月6日
（火）

12月16日
（水）

12月21日
（月）

12月23日
（水）
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日程 教科目番号/教科目 主な内容 講師

１　子どもの権利擁護と子ども家庭福祉の現状・課題
子どもの権利擁護、子ども家庭相談援助制度及び
実施体制

学識者

12　ソーシャルワークとケースマネジメント
子ども家庭支援のためのケースマネジメント、児
童相談所における方針決定の課程

学識者

３－１　子ども家庭支援のためのケースマネジメント
ケースに関する情報把握のあり方、子ども、親、
家族、地域のアセスメント

児童福祉関係者

３－２　子ども家庭支援のためのケースマネジメント
ケースの問題の見立ての方法、支援計画の立て
方、ケースの進行管理・再評価

児童福祉関係者

6月11日
（木）

７－３　子ども虐待対応
子ども虐待事例のケースマネージメント（アセス
メント・プランニング）、子ども虐待事例の心理
療法

学識者

９：００～
１７：００

７－４　子ども虐待対応
模擬事例による性的虐待への対応検討、子ども虐
待の重大な被害を受けた事例（死亡事例を含む）
の検証・検討

学識者

７－１　子ども虐待対応
子ども虐待の一般的知識、虐待・ネグレクトが子
どもに与える心理・行動的影響

学識者

７－２　子ども虐待対応
通告の受理、安全確認、通告時の聞き取り方、調
査、被害事実確認面接についての理解

学識者

２　スーパービジョンの基本
スーパービジョンの目的・基本、スーパーバイズ
を受ける職員のメンタルヘルス

児童福祉関係者

10ー１　スーパービジョンの基本
スーパービジョンの目的・基本、スーパーバイズ
を受ける職員のメンタルヘルス

児童福祉関係者

11　子どもの発達と虐待の影響、子どもの諸問題
子どもの成長･発達と生育環境、子ども虐待対
応、非行対応、障害相談･支援

児童福祉関係者

8　非行対応
非行相談事例のケースマネジメント、非行ケース
への介入のあり方

児童福祉関係者

５　関係機関（区市町村を含む）との連携・協働と在宅支援
関係機関との適切な連携・協働、要保護児童対策
地域協議会と児童相談所との協働

学識者

９　社会的養護の自立支援とファミリーソーシャルワーク
年長児童の自立支援のあり方、生活支援と治療的
養育、社会的養護における権利擁護

学識者

４－１　子どもの面接・家族面接に関する技術 子どもの面接・家族面接（ロールプレイ） 学識者

４－２　子どもの面接・家族面接に関する技術 子どもの面接・家族面接（ロールプレイ） 学識者

９　社会的養護の自立支援とファミリーソーシャルワーク
社会的養護制度、養子縁組制度、社会的養護と児
童相談所などの関係機関との連携

学識者

６　行政権限の行使と司法手続き
行政権限の行使と司法手続、親権停止・喪失、未
成年後見人、無戸籍児童への対応等

弁護士

12月25日
（金）

１０－２　スーパービジョンの基本 スーパーバイズを受ける職員の逆転移への対応 学識者

１３：３０～
１７：００

１０－３　スーパービジョンの基本
児童相談所内外のチームマネジメント、スーパー
バイズを受ける職員のケースの管理

児童福祉関係者

特別区職員研修所　教務課

12月24日
（木）

９：００～
１７：００

12月10日
（木）

令和２年度　児童福祉司スーパーバイザー研修日程表

６月１日
（月）

8：45～9：00（初日のみ）
　　オリエンテーション　　（開講にあたり・事務連絡）

８：４５～
１７：００

6月29日
（月）

９：００～
１７：００

９：００～
１７：００
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・
平
成

2
8年

児
童
福
祉
法
等
改
正
法
附
則
及
び
令
和
元
年
度
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
の
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
に
お
い
て
、

中
核
市
及
び
特
別
区
が
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
国
は
設
置
に
係
る
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

現
状

中
核
市
・
特
別
区
等
に
お
け
る
児
童
相
談
所
設
置
に
必
要
な
支
援
の
実
施

対
応
方
針

財
政
面
に
お
け
る
支
援

◆
人
材
確
保
・
育
成
支
援

①
各
都
道
府
県
等
に
対
し
、
中
核
市
や
特
別
区
へ
の
人
材
派
遣
を
含
め
た
児
童
相
談
所
設
置
自
治
体
の
拡
大
に
向
け
た
協
力
依
頼
を
実
施

②
児
童
福
祉
司
の
任
用
資
格
要
件
を
見
直
し
、
資
格
取
得
に
必
要
な
実
務
経
験
の
対
象
に
市
町
村
等
に
お
け
る
児
童
家
庭
相
談
業
務
を
追
加

③
児
童
福
祉
司
等
の
義
務
化
さ
れ
た
研
修
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等
の
作
成

◆
手
続
き
面
の
整
理

①
児
童
相
談
所
の
設
置
準
備
か
ら
開
設
ま
で
に
必
要
な
事
項
を
ま
と
め
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

②
児
童
相
談
所
設
置
市
の
政
令
指
定
の
標
準
的
な
手
続
き
の
提
示

制
度
・
運
用
面
に
お
け
る
支
援

児
童
相
談
所
の
設
置
を
目
指
す
中
核
市
・
特
別
区
に
対
し
、

2
02

0
（
令
和
２
）
年
度
予
算
案
に
お
い
て
、
以
下
の
費
用
へ
の
補
助
を
行
う
。

◆
人
材
確
保
・
育
成
支
援

①
市
区
の
職
員
が
、
都
道
府
県
等
の
児
童
相
談
所
の
業
務
を
学
ぶ
間
の
代
替
職
員
の
配
置

《
令
和
２
年
度
予
算
案
拡
充
》

②
都
道
府
県
等
職
員

(
Ｓ
Ｖ
等

)を
市
区
へ
派
遣
し
た
場
合
の
代
替
職
員
（
都
道
府
県
等
）
の
配
置
（
都
道
府
県
等
に
対
す
る
補
助
）

③
児
童
相
談
所
設
置
準
備
に
係
る
補
助
職
員
の
配
置

◆
施
設
整
備
へ
の
支
援

①
児
童
相
談
所
整
備
に
係
る
一
般
財
源
化
前
の
国
庫
補
助
金
相
当
額
（
総
事
業
費
の

1／
2）

が
地
方
債
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
、

地
方
交
付
税
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
残
余
の

1
/2
部
分
に
つ
い
て
も
地
方
債
充
当
率
及
び
そ
の
元
利
償
還
金
に
か
か
る
地
方
交
付
税
措
置
を

拡
充
《
令
和
２
年
度
拡
充
》

②
一
時
保
護
所
の
創
設
（
定
員
１
人
当
た
り

約
1,
23
8 
万
円
（
国
：
1/
2、

設
置
者
：
1/
2）

、
定
員

20
人
の
場
合

2億
4,
75
6万

円
）
《
令
和
２
年
度
予
算
案
拡
充
》

③
一
時
保
護
所
の
個
々
の
子
ど
も
の
特
性
に
配
慮
し
た
処
遇
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
②
に
加
算

《
令
和
２
年
度
予
算
案
拡
充
》

（
定
員
１
人
当
た
り

27
0万

円
加
算
（
国
：
1/
2、

設
置
者
：
1/
2）

、
定
員

20
人
の
場
合

5,
40
0万

円
加
算
）
（
心
理
療
法
室
整
備
１
施
設
当
た
り
3,
35
8万

円
）

④
一
時
保
護
所
整
備
に
係
る
自
治
体
負
担
分
（
1/
2）

に
お
け
る
地
方
債
充
当
率
及
び
そ
の
元
利
償
還
金
に
係
る
地
方
交
付
税
措
置
を
拡
充
《
令
和
２
年
度
拡
充
》
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児
童
相
談
所
の
設
置
に
関
す
る
取
組
事
例

○
平
成
2
8
年
５
月
に
成
立
し
た
「
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（平
成
2
8年
法
律
第
63
号
）」
に
お
い
て
、
児
童
相
談
所
の
設
置
主
体

と
し
て
新
た
に
「
政
令
で
定
め
る
特
別
区
」
が
追
加
さ
れ
、
平
成
29
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。

○
改
正
法
を
受
け
て
、
特
別
区
に
お
い
て
、
児
童
相
談
所
設
置
が
検
討
さ
れ
、
令
和
２
年
４
月
に
世
田
谷
区
及
び
江
戸
川
区
、
同
年
７
月
に
荒
川
区

が
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
予
定
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
以
下
の
自
治
体
が
児
童
相
談
所
の
設
置
に
向
け
た
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

【
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
方
向
の
自
治
体
】
（
17
自
治
体
）

奈
良
市
、
千
代
田
区
、
港
区
、
新
宿
区
、
文
京
区
、
墨
田
区
、
江
東
区
、
品
川
区
、
目
黒
区
、
大
田
区
、
世
田
谷
区
、
中
野
区
、
豊
島
区
、
荒
川
区
、
板
橋
区
、

葛
飾
区
、
江
戸
川
区

【
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
方
向
で
検
討
中
の
自
治
体
】
（
11
自
治
体
）

旭
川
市
、
船
橋
市
、
柏
市
、
豊
橋
市
、
鹿
児
島
市
、
中
央
区
、
台
東
区
、
渋
谷
区
、
杉
並
区
、
北
区
、
足
立
区

＜
児
童
相
談
所
設
置
に
向
け
た
検
討
会
議
＞

※
外
部
有
識
者
を
含
む
会
議

平
成
２
９
年
１
月
～
現
在

効
果
的
な
児
童
相
談
行
政
の
推
進
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
会
議

平
成
２
９
年
５
月
～
平
成
３
１
年
１
月

効
果
的
な
児
童
相
談
行
政
の
推
進
検
討
委
員
会

＜
準
備
組
織
の
設
置
＞

平
成
２
９
年
４
月

子
ど
も
・
若
者
部
内
に
副
参
事
（児
童
相
談
所
開
設
推
進
担
当
）
設
置

平
成
３
０
年
４
月

子
ど
も
・
若
者
部
内
に
児
童
相
談
所
開
設
準
備
担
当
課
設
置

平
成
３
１
年
４
月

児
童
相
談
所
開
設
準
備
担
当
部
設
置

＜
児
童
相
談
所
及
び
一
時
保
護
所
配
置
予
定
職
員
の
事
前
派
遣
実
習
＞

児
童
福
祉
司

：
平
成
２
９
年
４
月
か
ら
他
の
自
治
体
の
児
童
相
談
所
へ
派
遣

児
童
心
理
司

：
平
成
２
９
年
４
月
か
ら
他
の
自
治
体
の
児
童
相
談
所
へ
派
遣

一
時
保
護
所
職
員

：
平
成
３
０
年
４
月
か
ら
他
の
自
治
体
の
一
時
保
護
所
へ
の
派
遣
開
始

＜
児
童
相
談
所
及
び
一
時
保
護
所
の
整
備
＞

児
童
相
談
所

：
平
成
３
０
年
４
月
工
事
開
始
、
令
和
２
年
２
月
工
事
終
了

一
時
保
護
所

：
平
成
３
０
年
４
月
工
事
開
始
、
令
和
元
年
１
２
月
工
事
終
了

＜
児
童
相
談
所
及
び
一
時
保
護
所
設
置
予
定
地
域
周
辺
住
民
へ
の
説
明
＞

児
童
相
談
所

：
平
成
２
９
年
１
０
月
、
平
成
３
０
年
１
０
月

一
時
保
護
所

：
平
成
３
０
年
５
月
（
対
象
は
近
隣
住
民
の
み
に
限
定
）

世
田
谷
区
の
取
組
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○
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
短
縮
等
を
実
施
し
、
18
9
に
か
け
て
か
ら
児
童
相
談
所
に
電
話
が
つ
な
が
る
ま
で
の
平
均
時
間
が
約
70
秒
か
ら
約
30
秒
へ
短

縮
。
接
続
率
も
改
善
前
（
平
成
28
年
３
月
以
前
）
と
比
較
し
て
向
上
。

※
平
成
27
年
７
月
～
平
成
28
年
３
月
ま
で
の
平
均
接
続
率
：
11
.4
％

→
平
成
28
年
４
月
～
平
成
30
年
１
月
の
平
均
接
続
率
：
19
.9
％

児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル
（
１
８
９
）
に
つ
い
て

平
成
2
8
年
４
月
の
改
正
内
容

○
発
信
者
の
利
便
性
向
上
を
図
る
た
め
、
郵
便
番
号
等
の
入
力
が
必
要
な
携
帯
電
話
等
か
ら
の
発
信
に
つ
い
て
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
方
式
を
導
入

し
、
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
代
わ
り
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
対
応
す
る
仕
組
み
を
運
用
開
始
。

平
成
3
0
年
２
月
の
改
正
内
容

○
平
成
2
1年

10
月
１
日

児
童
虐
待
の
通
告
や
子
育
て
に
関
す
る
悩
み
相
談
な
ど
に
幅
広
く
対
応
す
る
た
め
の
全
国
共
通
の
電
話
番
号
1
0桁

(0
5
70
-

06
4
-0
00
)
で
運
用
開
始

○
平
成
2
7年

７
月
１
日

虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
を
見
つ
け
た
時
や
子
育
て
に
悩
ん
だ
時
な
ど
に
、
た
め
ら
わ
ず
に
児
童
相
談
所
に
通

告
・
相
談
で
き
る
よ
う
、
覚
え
や
す
い
３
桁
番
号
（
１
８
９

い
ち
・
は
や
・
く
）
に
し
、
広
く
一
般
に
周
知
。
新
た
な

３
桁
番
号
と
し
て
は
15
年
振
り
。

○
平
成
2
8年

４
月
１
日

児
童
相
談
所
に
つ
な
が
る
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
時
間
を
大
幅
に
短
縮
（
約
70
秒
→
約
30
秒
）

○
平
成
3
0年

２
月
１
日

郵
便
番
号
等
の
入
力
が
必
要
な
携
帯
電
話
等
か
ら
の
発
信
に
つ
い
て
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
方
式
を
導
入

○
令
和
元
年
12
月
３
日

午
前
８
時
30
分
か
ら
利
用
者
か
ら
の
通
話
料
を
無
料
化
、
児
童
相
談
所
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
05
70
-
78
3
-
18
9

な
や

み
・
い
ち
・
は
や
・
く
）
を
開
設

児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル
の
経
緯

①
児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル
の
通
話
料
の
無
料
化

・
こ
れ
ま
で
有
料
で
あ
っ
た
通
話
料
を
無
料
化

②
児
童
相
談
所
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
の
開
設

・
新
た
に
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
を
開
設
し
、
利
用
者
の

利
便
性
の
向
上
を
図
る
。

令
和
元
年
1
2
月
の
改
正
内
容

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル

「
１
８
９
」
（
有
料
）

「
１
８
９
」
（
無
料
）

い
ち
・
は
や
・
く

児
童
相
談
所
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

「
０
５
７
０
－
７
８
３
－
１
８
９
」
（
有
料
）

　
　
　
　
　
　
な
や
み
・
い
ち
・
は
や
・
く

※
12
月
３
日
午
前
８
時
30
分
か
ら
実
施
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1 
 

子 発 0 7 2 9 第 １ 号 

令 和 元 年 ７ 月 29 日 

 

  都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 市 長  殿 

  児童相談所設置市市長 

厚生労働省子ども家庭局長 

( 公 印 省 略 ) 

 

 

 

一時保護中の子どもの権利擁護について 

 

 

 

 児童福祉行政の推進については、平素よりご尽力いただき厚く御礼申し上げ

る。 

一時保護は、虐待を受けた子どもや非行の子ども、養護を必要とする子ども等

の最善の利益を守るため、子どもを一時的にその養育環境から離すものである

が、そうした中でも、子どもの権利擁護が図られ、安全・安心な環境で適切なケ

アが提供されることが重要である。 

今般、児童虐待防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護、児童相談所の体

制強化及び関係機関間の連携強化等の所要の措置を講じる「児童虐待防止対策

の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が６月 19 日に国会で

可決・成立し、６月 26 日に公布されました。 

本法律の附帯決議において、一時保護を必要とする子どもが一時保護中にお

いても従前の学校に通学できるようにするなど、子どもの生活環境に配慮した

一時保護所の環境改善に努めることとされたこと及び「児童虐待防止対策の抜

本的強化について」（平成 31 年３月 19 日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会

議決定）を踏まえ、一時保護中の子どもの権利擁護について、特に留意いただき

たい事項をまとめたので、改めて取組の徹底をお願いする。 

また、「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」（平成 30 年７月６日付け子

発 0706 第１号厚生労働省子ども家庭局長通知）に基づき、一時保護の見直しや

体制整備に向けた計画を策定する際には、下記にお示しした事項のほか、「一時

保護ガイドライン」（平成 30 年７月６日付け子発 0706 第４号厚生労働省子ども

家庭局長通知）にもご留意いただきたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１号の
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規定に基づく技術的助言である。 

 

 

記 

 

 

１ 一時保護の体制整備 

一時保護については、その目的を達成し、適切な支援が行われるよう、研修

などによる職員の専門性の向上と意識共有や、関係機関との連携などの体制

整備や環境整備を行う必要がある。 

この際、個々の子どもの状況に応じて、安全確保やアセスメントなどを適切

に行うことができる体制や環境を整えることが必要であるとともに、一時保

護を行う場は、家庭における養育環境と同様の養育環境あるいはできる限り

良好な家庭的環境にあって、個別性が尊重されるべきものである。 

このため、一時保護については、子どもの視点に立って、権利が保障され、

一時保護を必要とする子どもを適切な環境において保護できるよう、 

・ 一時保護所について、必要な一時保護に対応できる定員設定を行うととも

に、個室の整備や活用によって、子どもが個人として生活の確保が場面ごと

に選択できるような体制を整備すること 

・ 里親、児童福祉施設、医療機関等に対する委託一時保護の活用等により、

適切な支援を確保すること 

・ 管轄する一時保護所（複数ある場合には全ての一時保護所）における適切

な支援の確保が困難な場合には、他の都道府県等の管轄する一時保護所の

協力を仰ぐといった広域的な対応を行うこと 

により、その受け皿の適切な整備や確保を進められたい。 

 

２ 一時保護中の生活における子どもの権利擁護 

一時保護は、虐待を受けた子ども等の最善の利益を守るため一時的にその

養育環境から離すものであるが、この期間中においても、子どもの権利を守

ることは重要である。この子どもの権利擁護について、下記項目を踏まえ、

適切な支援体制を講じられたい。 

 

① 日課 

一時保護中の日課は、生活を構造化し、子どもにこれから先の見通しを持

たせることで、安心感を提供するための一つのツールであるが、それぞれの
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背景が全く異なるところから保護された子どもたちに対して、子どもの状態

や背景を踏まえず、一律に集団生活のルールを押し付けることは権利侵害に

当たると考えるべきであり、例えば、本人の安全を守るために外との連絡を

制限する場合などには、子どもに十分説明をして行うこと。 

このほか、子どもが個人として生活の確保が場面ごとに選択できるような

体制となっていないこと、子どもの状況や特性、学力に配慮した教育・学習

支援体制となっていないこと、子ども同士の会話を一切認めないこと、一時

保護中本人に所持させても子どもの福祉を損なうおそれがない物について

も一律に所持させないことなども、権利侵害と捉えること。 

とりわけ、ＬＧＢＴのような性的指向・性自認を持つ子どもについては、

当該特性に配慮した上で、本人の意思や人格を尊重した適切な措置が必要で

ある。 

 ② 教育 

虐待により一時保護された子どもについては、適切に教育を受けられる

よう、里親の活用を含め委託一時保護を積極的に検討するほか、次の場合を

除き、学校等に通園・通学させ、必要な支援を行うこと。 

・ 保護者が、一時保護に納得せず、連れ戻しのために学校に押しかける

など、子どもの安全が守られない場合 

・ 子どもが学校に通うことを拒否している場合 

また、通学できない場合にも、子どもの個々の学力等に応じた学習支援を

行うことが重要であることから、児童虐待・ＤＶ対策等支援事業の一時保護

機能強化事業を活用し、子どもの個々の学力に応じた学習指導や子どもの原

籍校との調整等を行う教員ＯＢ等の配置等の体制整備に積極的に取り組む

こと。 

③ 体制 

一時保護においても子どもの権利が守られることが重要であることから、

子どもの権利及び制限される内容並びに権利が侵害された時の解決方法に

関して子どもの年齢や理解に応じて説明を行うほか、児童福祉審議会を活用

した相談窓口の設置や子どもの権利擁護に関する第三者機関を設置するな

ど子どもの意見が適切に表明されるような配慮を行うこと。 

④ 第三者評価 

一時保護された子どもの立場に立った保護や質の高い支援を行うため、

第三者評価を活用するなど自己評価及び外部評価を行うことが重要である。 
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一時保護所における子どもの権利擁護を図り、運営の透明性を高めるた

め、一時保護所が第三者評価を受けるための仕組みの全国展開に向けて、 

・ 一時保護所の外部評価に当たり、「一時保護所における第三者評価受

審費加算費の取扱いについて」に基づき一時保護所の第三者評価受審

費用への支弁を行っているほか、 

・ 平成 29 年度に実施した「一時保護された子どもの権利保障の実態等

に関する調査研究」に引き続き、平成 30 年度に実施した「一時保護の

第三者評価に関する調査研究」において、一時保護所の第三者評価基

準・項目・評価方法を策定したところである。 

各都道府県等におかれては、「一時保護の第三者評価に関する調査研究」

報告書に掲げる第三者評価基準等も活用いただき、一時保護所の運営に係る

自己評価及び第三者評価の積極的な受審をお願いする。 
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「
子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
新
た
に
取
り
組
む
自
治
体
に
と
っ
て

参
考
と
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
調
査
研
究
」
概
要
①

本
調
査
研
究
は
、
平
成
30
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
に
よ
り
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
行
っ
た
も
の
（
平
成
31
年
3月
）

平
成
2
8
年
の
「
新
た
な
子
ど
も
家
庭
福
祉
の
あ
り
方
に
関
す
る
専
門
委
員
会
報
告
（
提
言
）
」
や
児
童
福
祉
法
等
の
改
正
法
、
平
成
2
9
年
の
「
新
し
い
社
会
的
養
育
ビ
ジ
ョ
ン
」

等
を
踏
ま
え
た
上
で
、
子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
新
た
に
取
り
組
む
自
治
体
に
と
っ
て
参
考
と
な
る
よ
う
、
子
ど
も
が
意
見
を
申
し
立
て
る
環
境
整
備
や
、
子
ど
も
の
意
見
を
尊
重
し

て
子
ど
も
の
権
利
侵
害
の
問
題
の
調
査
や
調
整
を
行
う
取
り
組
み
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
を
行
う
た
め
、
本
調
査
研
究
を
実
施
。

調
査
研
究
の
目
的

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
検

討
・

作
成

、
報

告
書

の
取

り
ま

と
め

に
あ

た
っ

て
は

、
有

識
者

に
よ

る
検

討
委

員
会

を
設

置
し

た
。

ま
た

、
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
を

行
っ

た
。

(１
)検

討
委
員
会

の
設
置

・
運
営

本
調

査
研

究
で

策
定

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
構

成
や

項
目

、
範

囲
や

ヒ
ア

リ
ン

グ
調

査
項

目
等

、
本

調
査

研
究

全
般

に
関

し
専

門
的

な
見

地
か

ら
助

言
を

得
る

た
め

、
調

査
研

究
課

題
に

つ
い

て
知

見
を

有
す

る
有

識
者

８
名

を
構

成
員

と
す

る
検

討
委

員
会

を
設

置
し

、
計

３
回

の
検

討
委

員
会

を
開

催
し

た
。

(２
)イ

ン
タ
ビ
ュ

ー
調
査

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

案
の

策
定

に
際

し
、

以
下

の
自

治
体

及
び

児
童

福
祉

施
設

経
験

者
、

有
識

者
に

対
し

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

調
査

を
実

施
し

た
。

児
童

福
祉

審
議

会
活

用
に

よ
る

子
ど

も
権

利
擁

護
の

取
り

組
み

例
が

な
い

自
治

体
で

あ
っ

て
も

、
子

ど
も

の
権

利
に

関
わ

る
相

談
事

業
や

権
利

啓
発

・
普

及
活

動
を

実
施

し
て

い
る

自

治
体

に
は

そ
の

詳
細

を
ヒ

ア
リ

ン
グ

し
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

作
成

の
参

考
と

し
た

。
有

識
者

、
児

童
福

祉
施

設
経

験
者

へ
は

、
児

童
福

祉
審

議
会

の
部

会
設

置
に

よ

り
子

ど
も

の
権

利
擁

護
を

実
施

す
る

方
式

へ
の

意
見

、
課

題
、

実
施

可
能

性
を

中
心

に
聞

き
取

り
を

行
っ

た
。

＜
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
対

象
者

＞

調
査
の
手
法

東
京

都
東

京
都

児
童

相
談
セ

ン
タ
ー
事

業
課

東
京

都
福
祉

保
健
局

少
子
社

会
対

策
部

家
庭

支
援
課
、

計
画

課

大
阪

府
大

阪
府

福
祉

部
子
ど

も
室

家
庭

支
援
課

兵
庫

県
兵

庫
県

健
康

福
祉

部
少
子
高

齢
局

児
童

課
児

童
福
祉
班

横
浜

市
横

浜
市

こ
ど

も
青
少

年
局

こ
ど

も
福
祉

保
健
部

こ
ど
も

家
庭

課

神
奈

川
県

神
奈

川
県

福
祉
子

ど
も
み
ら

い
局

子
ど

も
み

ら
い
部

子
ど

も
家

庭
課

児
童

養
護

グ
ル
ー
プ

世
田

谷
区

世
田

谷
区
子

ど
も
・

若
者
部
子

ど
も

家
庭

課
職
員

児
童

相
談
専

門
指
導

担
当
職
員

児
童

福
祉
施

設
経

験
者

そ
だ

ち
と
す

だ
ち
運

営
者

川
瀬

信
一

氏
C
h
i
l
d
r
e
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s
 
V
i
ew
s
 
&
 
Vo
ic
e
s
 
副

代
表

中
村

み
ど
り

氏

有
識

者
熊

本
学

園
大

学
社

会
福
祉
学

部
堀

正
嗣

教
授

大
分

大
学

福
祉
健

康
科
学
部

栄
留

里
美

助
教

大
分

大
学

福
祉
健

康
科
学
部

相
澤

仁
教
授

1
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「
子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
新
た
に
取
り
組
む
自
治
体
に
と
っ
て

参
考
と
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
調
査
研
究
」
概
要
②

■
児

福
審

に
「

子
ど

も
の

権
利

擁
護

部
会

」
（

仮
称

）
の

設
置

○
委
員
選
定
：

子
ど
も
の
権
利
擁
護
は
じ
め
児
童
福
祉
全
般
に
精
通
し
た
者
（
学
識
経
験
者
、

弁
護
士
、
医
師
、
心
理
職
、
児
童
福
祉
職
、
児
童
福
祉
施
設
等
経
験
者
）

○
委
員
の
職
務
・
機
能
：

子
ど
も
の
意
見
表
明
や
関
係
機
関
か
ら
の
申
立
に
つ
い
て
調
査
、
審
議

○
子
ど
も
権
利
擁
護
調
査
員
（
仮
称
）
の
配
置
：

調
査
権
限
、
委
員
か
ら
の
業
務
の
監
督
指
示
等

○
事
務
局
：
部
会
の
庶
務

※
独
立
性
、
第
三
者
性
の
担
保

■
子

ど
も

の
意

見
表

明
を

支
援

す
る

「
子

ど
も

意
見

表
明

支
援

員
」

（
通

称
：

子
ど

も
ア

ド
ボ

ケ
イ

ト
）

の
配

置

○
役
割
：

施
設
等
を
巡
回
、
啓
発
、
意
見
聴
取
、
子
ど
も
の
意
見
表
明
の
支
援
、

子
ど
も
の
意
見
の
代
弁
等

○
配
置
の
方
法
（
法
人
・
個
人
）
：

独
立
性
確
保
の
た
め
外
部
委
託
を
基
本

○
支
援
員
へ
の
研
修

○
守
秘
性

※
子
ど
も
の
権
利
擁
護
調
査
委
員
と
は
併
任
し
な
い

子
ど
も
権
利
擁
護
部
会
の
設
置
（
第
２
章
）

子
ど
も
意
見
表
明
支
援
員
の
配
置
（
第
３
章
）

児
福
審
へ
の
子
ど
も
の
意
見
表
明
及
び
関
係
機
関
の
申
立
・
申
出
の
進
め
方
（
第
４
章
）
等 ■
関

係
機

関
が

児
福

審
へ

申
立

・
申

出
す

る
場

合
の

進
め

方

○
申
立
・
申
出
の
範
囲
：
特
定
の
児
童
の
措
置
等
へ
の
不
服
（
措
置
等
が
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
等
を
含
む
）

○
関
係
機
関
の
例
：
学
校
関
係
者
、
医
療
機
関
、
要
対
協
構
成
メ
ン
バ
ー
、
児
童

福
祉
施
設
、
里
親
、
親
族
等

○
進
め
方
：
関
係
機
関
に
よ
る
申
立
・
申
出
、
事
実
関
係
の
調
査
、
部
会
の
開
催
、

意
見
具
申
、
対
応
の
確
認
、
報
告
等

■
子

ど
も

に
よ

る
意

見
表

明
の

進
め

方

○
権
利
擁
護
の
対
象
：
児
童
相
談
所
の
支
援
に
関
わ
る
全
て
の
子
ど
も
（
支
援
・

保
護
を
行
っ
て
欲
し
か
っ
た
の
に
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
を
含
む
）

○
前
提
条
件
：
子
ど
も
の
意
見
表
明
権
に
つ
い
て
の
啓
発
、
地
方
自
治
体
の
理
解
、

体
制
整
備
等

○
意
見
表
明
の
受
付
窓
口
の
整
備
・
周
知
、
障
害
児
等
へ
の
合
理
的
配
慮

○
子
ど
も
に
よ
る
意
見
表
明
支
援
員
の
呼
び
寄
せ
、
支
援
員
に
よ
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

○
児
福
審
が
審
議
す
る
範
囲
：
措
置
等
へ
の
不
服
、
入
所
中
や
一
時
保
護
中
の

不
満
・
問
題
、
在
宅
指
導
中
の
支
援
へ
の
不
満
・
問
題

○
受
付
か
ら
の
流
れ
：
受
付
、
事
前
調
査
、
部
会
の
準
備
・
審
議
・
意
見
具
申
、
対

応
の
確
認
、
報
告
等

■
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
、

活
動

評
価

○
活
動
報
告
書
の
作
成
と
公
表
、
事
業
評
価

2

（
Ｐ
３
左
図
参
照
）

（
Ｐ
３
右
図
参
照
）
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１
．
子
ど
も
の
意
見
表
明

意
見
表
明
が
で
き
る
窓
口
を
設
置
・
周
知
。

子
ど
も
が
意
義
と
仕
組
み
を
理
解
。

２
．
受
付

３
．
意
見
表
明
が
あ
っ
た
連
絡
等

４
．
意
見
表
明
支
援
員
に
よ
る
意
見
聴
取

子
ど
も
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
て
る
外
部

の
場
所
で
面
会
す
る
等
の
工
夫
が
必
要
。

５
．
事
前
調
査

調
査
員
は
、
支
援
員
や
関
係
機
関
に
調
査
。

子
ど
も
に
調
査
を
行
う
場
合
、
支
援
員
同

席
の
も
と
で
実
施
。

６
．
子
ど
も
権
利
擁
護
部
会
の
開
催

原
則
非
公
開
。
子
ど
も
に
意
見
聴
取
す
る

場
合
は
、
支
援
員
が
、
子
ど
も
の
発
言
を
補

足
し
た
り
、
助
言
す
る
等
補
助
。

７
．
意
見
具
申
・
検
討
結
果
の
伝
達

審
議
の
結
果
を
子
ど
も
が
納
得
で
き
る
よ

う
丁
寧
に
説
明
。

８
．
児
相
等
の
対
応
結
果
の
説
明

子
ど
も
に
対
応
結
果
を
報
告
。

９
．
子
ど
も
権
利
擁
護
部
会
へ
の
報
告

子
ど
も
へ
の
報
告
と
そ
の
反
応
を
報
告
。

＜
児
福
審
を
活
用
し
た
子
ど
も
の
意
見
表
明
モ
デ
ル
の
例
＞

※
電
話
・
は
が
き
等
で
意
見
表
明
す
る
場
合

１
．
関
係
機
関
の
申
立
て

学
校
関
係
者
、
医
療
機
関
、
要
対
協
メ
ン

バ
ー
、
児
童
福
祉
施
設
、
親
族
等
が
申
立
。

２
．
受
付

３
．
申
立
が
あ
っ
た
連
絡
等

４
．
事
前
調
査

調
査
員
は
、
関
係
機
関
や
子
ど
も
等
に
調

査
。
支
援
員
同
席
・
代
弁
に
よ
り
、
子
ど

も
に
意
見
聴
取
を
行
う
こ
と
が
原
則
。

５
．
子
ど
も
権
利
擁
護
部
会
の
開
催

６
．
意
見
具
申
・
検
討
結
果
の
伝
達

７
．
児
相
等
の
対
応
結
果
の
説
明

８
．
子
ど
も
権
利
擁
護
部
会
へ
の
報
告

※
申
立
の
範
囲
：
児
相
の
措
置
等
に
関
す
る
不
服
（
子
ど
も
が
不
利
益
を
被
る
場
合
）

「
子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
新
た
に
取
り
組
む
自
治
体
に
と
っ
て

参
考
と
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
調
査
研
究
」
概
要
③

3

＜
児
福
審
を
活
用
し
た
関
係
機
関
の
申
立
て
・
申
出
モ
デ
ル
の
例
＞

※
子
ど
も
の
意
見
表
明
の
流
れ
と
し
て
は
、
上
記
の
ほ
か
、
施
設
職
員
等
に
依
頼
し
て
意
見

表
明
支
援
員
を
呼
び
寄
せ
る
モ
デ
ル
が
あ
る
。

※
意
見
表
明
支
援
員
は
、
定
期
的
に
施
設
や
一
時
保
護
所
を
巡
回
し
、
児
福
審
の
意
見
表
明

窓
口
や
意
見
表
明
の
仕
組
み
に
つ
い
て
啓
発
活
動
を
行
う
。
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【
現
状
・
課
題
】

児
童
相
談
所
の
一
時
保
護
等
の
措
置
に
対
し
て
親
権
者
等
は
異
議
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
子
ど
も
自
ら
異
議
申
立
て
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

ま
た
、
児
童
相
談
所
の
支
援
を
受
け
る
子
ど
も
た
ち
が
、
自
ら
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
の
権
利
擁
護
の
仕
組
み
の
構
築
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

※
平
成
28
年
度
児
童
福
祉
法
等
改
正
法
の
参
議
院
附
帯
決
議

「
自
分
か
ら
声
を
上
げ
ら
れ
な
い
子
ど
も
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
、
子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
係
る
第
三
者
機
関
の
設
置
を
含
め
た
実
効
的
な
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
」

※
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
に
向
け
た
緊
急
総
合
対
策
」
（
平
成

30
年
7月

20
日
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
決
定
）

「
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
活
用
な
ど
に
よ
り
、
子
ど
も
の
声
を
受
け
止
め
る
体
制
や
子
ど
も
の
声
を
代
弁
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
年
度
内
に

作
成
し
、
子
ど
も
の
権
利
擁
護
を
推
進
す
る
。
」

【
事
業
内
容
】

電
話
や
ハ
ガ
キ
に
よ
る
相
談
、
第
三
者
の
訪
問
に
よ
る
聴
取
等
の
方
法
に
よ
り
、
子
ど
も
の
意
見
表
明
を
受
け
止
め
る
体
制
の
構
築
を
図
る
た
め
の
モ
デ
ル

事
業
を
創
設
す
る
。
事
業
実
施
後
、
子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
係
る
体
制
構
築
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
す
る
。

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補
助
基
準
額
】
１
自
治
体
当
た
り
：

8,
17

5
千
円

【
補

助
率
】
定
額
（
国
：

10
/1

0
相
当
）

子
ど
も

訴
え
・
通
報

調
査

関
係
機
関
（
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
、
児
童
委
員
等
）

必
要
に
応
じ
、

事
案
の
付
議

児
童
福
祉
審
議
会

他
機
関
紹
介

＜
取
組
例
＞

協
力

事
例
の
協
議
、

対
応
結
果
報
告

○
子
ど
も
の
権
利
擁
護
専
門
員
に
よ
る

子
ど
も
と
の
面
接

権
利
侵
害
の
事
実
の
調
査
、

助
言
・
調
整
の
実
施

○
子
ど
も
の
権
利
擁
護
電
話
相
談

子
ど
も
か
ら
の
相
談
に
対
し
て
相
談

内
容
に
応
じ
た
ア
ド
バ
イ
ス
を
実
施
。

必
要
に
応
じ
て
権
利
擁
護
専
門
員
に

よ
る
面
接
相
談
に
引
き
継
ぎ
。

助
言
・
調
整

施
設

家
庭

行
政

全
国
的
に
子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
係
る
体
制
の
構
築
を
進
め
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
仕
組
み
の
モ
デ
ル
的
な
実
施
を
支
援

・
児
童
相
談
所
に
保
護
を

求
め
た
が
、
手
続
き
を

進
め
て
く
れ
な
い
。

・
一
時
保
護
中
に
、
指
導

員
の
不
適
切
な
言
動
が

あ
っ
た
。

（
例
）

子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
係
る
実
証
モ
デ
ル
事
業

【令
和
２
年
度
予
算
案
】
1
8
3
億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・
D
V
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

資料25
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子 発 0 2 2 1 第 ４ 号 

令 和 ２ 年 ２ 月 2 1 日 

 

   都 道 府 県 知 事 

各  指 定 都 市 市 長  殿 

   児童相談所設置市市長 

 

厚生労働省子ども家庭局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

児童相談所における適切な介入及び支援マネジメントに向けた 

体制整備の推進について 

 

 「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」

（令和元年法律第 46号。以下「改正法」という。）については、令和元年６月 19

日に国会で可決・成立し、６月 26日に公布されたところである。改正の趣旨及

び概要は「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正す

る法律の公布について」（府共第 98号・子発 0626第１号、内閣府男女共同参画

局長・厚生労働省子ども家庭局長通知）のとおりである。 

 本改正法においては、児童相談所が児童の保護機能のみならず、その後の保護

者等への支援機能を適切に果たすことができるよう、児童虐待の防止等に関す

る法律（平成 12年法律第 82号）を改正し、一時保護等の介入的対応を行う職員

と保護者支援を行う職員を分けるなどの措置を講じることとしている。 

 各自治体におかれましては、下記を参照の上、介入担当部署と支援担当部署を

分けて対応するなど、地域の実情に応じた体制の検討をお願いする。 

 なお、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の

規定に基づく技術的助言である。 

  

資料26
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記 

 

１．改正法の趣旨 

  児童相談所は、家庭からの相談ニーズに基づく支援のみならず、被虐待児童

及び保護者に対する家庭への調査や、一時保護、里親委託・児童養護施設への

入所措置、在宅指導等の業務を実施しており、一時保護や立入調査等の介入機

能と、家族の再統合へ向けた親子関係再構築支援などの支援マネジメント機

能の両方の側面をもっている。 

  これまで、児童相談所の中には、個別のケースを担当する児童福祉司が、一

時保護などの介入機能と、保護者に対する支援マネジメント機能を担うこと

で、保護者との関係を考慮するあまり必要な保護が躊躇されてしまうこと、親

の意向に反する一時保護を行った結果、その後の支援が進まないことが指摘

されてきた。 

  改正法では、これらを踏まえて、児童相談所の児童虐待相談対応件数が増加

し続ける中で、児童相談所において介入機能及び支援マネジメント機能を効

果的に発揮できるよう、必要な措置を講ずることとした。 

 

２．体制整備の在り方 

  児童相談所における介入機能と支援マネジメント機能の分化は、上記の趣

旨のとおり、子どもの最善の利益を考慮した保護等の介入を躊躇することを

なくすとともに、親子関係再構築などの支援マネジメント機能の適切な推進

するために行うものであり、例えば 

  ・ 既存の虐待対応を行う部署とは別に、主に介入を行う専門部署を設置し、

当該部署において介入機能、既存の部署において支援マネジメント機能

を担う方法 

  ・ 組織を分化せずに、担当課・係のなかで、「介入機能」担当の児童福祉

司、「支援マネジメント機能」担当の児童福祉司を分けて対応を行う方法 

 などの対応が考えられる。 

  一方、規模の小さい児童相談所などでは、機械的に担当者を分化することで、

かえって一時保護等の介入機能の機動的な対応に支障を来す場合も想定され

る。このため、例えば、一律に組織を分化せずに、チームで対応するなど、地

域の実情を踏まえつつ、柔軟な対応が必要な場合もあると考えている。 

  いずれにしても、躊躇無く一時保護等の介入的対応を行うとともに、親子関

係再構築支援などの支援マネジメントを適切に行うことができる体制を整備

することが重要であり、各自治体においては、地域の実情を踏まえつつ、これ

らの趣旨を踏まえた体制の検討をお願いする。 
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  機能を分化することについては、単に組織体制を見直すだけではなく、児童

相談所の職員個々の技術を高め、異動を含め多くの経験を積むこと、職員同士

が有機的に連携する方策や職員のメンタルヘルスに関する方策も含め検討す

る必要がある。 

 

３．国の支援策 

  介入機能と支援マネジメント機能の強化や連携を支援するために、国とし

ては、 

  ・ 実際の事例を基に、初期アセスメント、介入的対応、ケースマネジメン

トに重点をおいた研修をブロック単位で実施 

  ・ 「西日本こども研修センターあかし」が児童相談所におけるケースワー

クに精通した者をアドバイザーとして派遣し、助言などを行う事務を担う

ことができるよう事業を拡充する 

 こととしていることから、こうした事業も活用されたい。 

以上 
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1 

 ○
 

児
童

相
談

所
運

営
指

針
に

つ
い

て
（

平
成

２
年

３
月

５
日

付
け

児
発

第
１

３
３

号
厚

生
労

働
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
の

一
部

改
正

（
案

）

【
令

和
２

年
４

月
１

日
適

用
予

定
】

 

 
※

 
以

下
は

、
民

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
元

年
法

律
第

3
4
号

）
に

よ
る

特
別

養
子

制
度

の
見

直
し

に
関

す
る

現
時

点
の

改
正

案
で

あ
る

。

こ
の

ほ
か

、
児

童
虐

待
防

止
対

策
の

強
化

を
図

る
た

め
の

児
童

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
元

年
法

律
第

4
6
号

）
に

よ
る

児
童

福
祉

法
等

の
改

正
に

係
る

改
正

等
を

予
定

し
て

い
る

。
 

（
下

線
部

分
は

改
正

部
分

）
 

改
正

後
（

案
）

 
現

行
 

児
童

相
談

所
運

営
指

針
 

 第
１

章
～

第
３

章
 

（
略

）
 

 第
４

章
 

援
助

 

第
１

節
・

第
２

節
 

（
略

）
 

 第
３

節
 
養

子
縁

組
 

１
．

養
子

縁
組

の
意

義
 

(
1
)
 
児

童
福

祉
に

お
け

る
養

子
縁

組
の

意
義

は
、
保

護
者

の
な

い
子

ど
も

又
は

家

庭
に

恵
ま

れ
な

い
子

ど
も

に
温

か
い

家
庭

を
与

え
、
か

つ
、
そ

の
子

ど
も

の
養

育
に

法
的

安
定

性
を

与
え

る
こ

と
に

よ
り

、
子

ど
も

の
健

全
な

育
成

を
図

る

も
の

で
あ

る
。

 

(
2
)
 
平

成
2
8
年

児
童

福
祉

法
等

改
正

法
に

お
い

て
は

、
第

３
条

の
２

に
お

い
て

、

「
国

及
び

地
方

公
共

団
体

は
、

児
童

が
家

庭
に

お
い

て
心

身
と

も
に

健
や

か

に
養

育
さ

れ
る

よ
う

、
児

童
の

保
護

者
を

支
援

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ

し
、
児

童
及

び
そ

の
保

護
者

の
心

身
の

状
況

、
こ

れ
ら

の
者

の
置

か
れ

て
い

る

環
境

そ
の

他
の

状
況

を
勘

案
し

、
児

童
を

家
庭

に
お

い
て

養
育

す
る

こ
と

が

困
難

で
あ

り
又

は
適

当
で

な
い

場
合

に
あ

つ
て

は
児

童
が

家
庭

に
お

け
る

養

育
環

境
と

同
様

の
養

育
環

境
に

お
い

て
継

続
的

に
養

育
さ

れ
る

よ
う

、
（

中

略
）

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
」

と
規

定
し

て
い

る
こ

と
を

児
童

相
談

所
運

営
指

針
 

 第
１

章
～

第
３

章
 

（
略

）
 

 第
４

章
 

援
助

 

第
１

節
・

第
２

節
 

（
略

）
 

 第
３

節
 
養

子
縁

組
 

１
．

養
子

縁
組

の
意

義
 

(
1
)
 
児

童
福

祉
に

お
け

る
養

子
縁

組
の

意
義

は
、
保

護
者

の
な

い
子

ど
も

又
は

家
庭

に
恵

ま
れ

な
い

子
ど

も
に

温
か

い
家

庭
を

与
え

、
か

つ
、

そ
の

子
ど

も
の

養
育

に
法

的
安

定
性

を
与

え
る

こ
と

に
よ

り
、

子
ど

も
の

健
全

な
育

成
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

 

(
2
)
 
平

成
2
8
年

児
童

福
祉

法
等

改
正

法
に

お
い

て
は

、
第

３
条

の
２

に
お

い
て

、

「
国

及
び

地
方

公
共

団
体

は
、
児

童
が

家
庭

に
お

い
て

心
身

と
も

に
健

や
か

に
養

育
さ

れ
る

よ
う

、
児

童
の

保
護

者
を

支
援

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、
児

童
及

び
そ

の
保

護
者

の
心

身
の

状
況

、
こ

れ
ら

の
者

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
そ

の

他
の

状
況

を
勘

案
し

、
児

童
を

家
庭

に
お

い
て

養
育

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
り

又

は
適

当
で

な
い

場
合

に
あ

つ
て

は
児

童
が

家
庭

に
お

け
る

養
育

環
境

と
同

様
の

養
育

環
境

に
お

い
て

継
続

的
に

養
育

さ
れ

る
よ

う
、
（

中
略

）
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
」
と

規
定

し
て

い
る

こ
と

を
十

分
に

踏
ま

え
、
家

庭
に

資料27
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十
分

に
踏

ま
え

、
家

庭
に

お
け

る
養

育
環

境
と

同
様

の
養

育
環

境
を

提
供

す

る
特

別
養

子
縁

組
を

含
む

養
子

縁
組

や
里

親
、

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

へ
の

委

託
を

優
先

し
て

取
り

組
ん

で
い

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

ま
た

、
同

法
第

1
1
条

第
１

項
第

２
号

チ
に

、
都

道
府

県
の

業
務

と
し

て
、

養
子

縁
組

に
よ

り
養

子
と

な
る

児
童

等
へ

の
支

援
を

行
う

こ
と

が
規

定
さ

れ

て
い

る
。
児

童
相

談
所

は
、
要

保
護

児
童

対
策

の
一

環
と

し
て

、
保

護
に

欠
け

る
子

ど
も

の
養

育
に

つ
い

て
法

的
安

定
性

を
与

え
る

観
点

か
ら

、
恒

久
的

な
養

育
環

境
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

に
つ

い
て

は
、
当

該
子

ど
も

が
適

合
す

る
養

親

を
見

出
し

、
養

子
縁

組
を

結
べ

る
よ

う
積

極
的

に
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

。
 

(
3
)
 
さ

ら
に

、
平

成
2
8
年

1
2
月

に
成

立
し

た
民

間
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
法

で

は
、

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
よ

る
適

正
な

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
の

促
進

を

図
る

と
と

も
に

、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
及

び
児

童
相

談
所

が
相

互
に

連
携

及

び
協

力
す

る
こ

と
に

つ
い

て
規

定
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
た

め
、

児
童

相
談

所

は
、
同

法
第

４
条

の
規

定
に

基
づ

き
、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
に

よ
る

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
に

つ
い

て
も

、
子

ど
も

の
最

善
の

利
益

に
資

す
る

観
点

か
ら

、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
と

連
携

を
図

り
つ

つ
協

力
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

(
4
)
 
養

子
縁

組
に

つ
い

て
は

、
民

法
第

7
9
2
条

以
下

に
お

い
て

規
定

す
る

養
子

縁

組
（

以
下

「
普

通
養

子
縁

組
」

と
い

う
。
）

と
同

法
第

8
1
7
条

の
２

以
下

に
お

い
て

規
定

す
る

特
別

養
子

縁
組

の
２

種
類

が
あ

る
。

特
別

養
子

縁
組

に
つ

い

て
は

、
令

和
元

年
６

月
に

成
立

し
た

民
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

元
年

法
律

第
3
4
号

）
に

お
い

て
、

制
度

の
利

用
を

促
進

す
る

た
め

、
養

子
と

な
る

べ
き

者
の

年
齢

上
限

が
原

則
６

歳
未

満
か

ら
1
5
歳

未
満

に
引

き
上

げ
ら

れ
る

と
と

も
に

、
特

別
養

子
縁

組
成

立
の

手
続

が
見

直
さ

れ
、
特

別
養

子
適

格

の
確

認
の

審
判

及
び

児
童

相
談

所
長

の
申

立
て

に
よ

る
特

別
養

子
適

格
の

確

認
の

審
判

（
以

下
「

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

審
判

等
」

と
い

う
。
）

の
導

入

や
、

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

審
判

等
の

手
続

に
お

け
る

実
方

の
父

母
の

同

意
の

撤
回

制
限

及
び

児
童

相
談

所
長

の
申

立
人

又
は

参
加

人
と

し
て

の
関

与

が
新

設
さ

れ
た

。
 

お
け

る
養

育
環

境
と

同
様

の
養

育
環

境
を

提
供

す
る

特
別

養
子

縁
組

を
含

む
養

子
縁

組
や

里
親

、
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
へ

の
委

託
を

優
先

し
て

取
り

組
ん

で
い

か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

ま
た

、
同

法
第

1
1
条

第
１

項
第

２
号

ト
に

、
都

道
府

県
の

業
務

と
し

て
、
養

子

縁
組

に
よ

り
養

子
と

な
る

児
童

等
へ

の
支

援
を

行
う

こ
と

が
規

定
さ

れ
て

い
る

。

児
童

相
談

所
は

、
要

保
護

児
童

対
策

の
一

環
と

し
て

、
保

護
に

欠
け

る
子

ど
も

の

養
育

に
つ

い
て

法
的

安
定

性
を

与
え

る
観

点
か

ら
、
恒

久
的

な
養

育
環

境
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

に
つ

い
て

は
、
当

該
子

ど
も

が
適

合
す

る
養

親
を

見
出

し
、
養

子

縁
組

を
結

べ
る

よ
う

積
極

的
に

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
。

 

(
3
)
 
さ

ら
に

、
平

成
2
8
年

1
2
月

に
成

立
し

た
民

間
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
法

で
は

、

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
よ

る
適

正
な

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
の

促
進

を
図

る
と

と
も

に
、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
及

び
児

童
相

談
所

が
相

互
に

連
携

及
び

協
力

す
る

こ
と

に
つ

い
て

規
定

さ
れ

て
い

る
。
こ

の
た

め
、
児

童
相

談
所

は
、
同

法
第

４
条

の
規

定
に

基
づ

き
、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
に

よ
る

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
に

つ
い

て
も

、
子

ど
も

の
最

善
の

利
益

に
資

す
る

観
点

か
ら

、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
と

連

携
を

図
り

つ
つ

協
力

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

(
4
)
 
養

子
縁

組
に

つ
い

て
は

、
民

法
第

7
9
2
条

以
下

に
お

い
て

規
定

す
る

養
子

縁
組

（
以

下
「

普
通

養
子

縁
組

」
と

い
う

。
）
と

同
法

8
1
7
条

の
２

以
下

に
お

い
て

規

定
す

る
特

別
養

子
縁

組
の

２
種

類
が

あ
る

。
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①
 
普

通
養

子
縁

組
 

ア
 

未
成

年
者

を
養

子
と

す
る

に
は

、
原

則
と

し
て

、
養

子
と

な
る

べ
き

者

の
住

所
地

の
家

庭
裁

判
所

の
許

可
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

イ
 

後
見

人
が

被
後

見
人

を
養

子
と

す
る

に
は

、
家

庭
裁

判
所

の
許

可
を

得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

ウ
 

養
子

と
な

る
者

が
1
5
 
歳

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
法

定
代

理
人

が
、

こ
れ

に
代

わ
っ

て
、
縁

組
の

承
諾

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
場

合
、
養

子
と

な
る

者
の

父
母

で
そ

の
監

護
を

す
べ

き
者

が
他

に
あ

る
と

き
は

、
そ

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

養
子

と
な

る
者

の
父

母
で

親
権

を
停

止
さ

れ
て

い
る

者
が

あ
る

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

 

エ
 

尊
属

又
は

年
長

者
を

養
子

と
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

オ
 

配
偶

者
の

あ
る

者
が

未
成

年
者

を
養

子
と

す
る

に
は

、
原

則
と

し
て

配

偶
者

と
と

も
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

②
 
特

別
養

子
縁

組
 

ア
 

家
庭

裁
判

所
の

審
判

に
よ

り
、

養
親

子
関

係
を

強
固

な
も

の
と

し
て

、

養
子

が
安

定
し

た
家

庭
で

養
育

さ
れ

る
よ

う
に

す
る

制
度

で
あ

り
、
養

子
と

な
る

者
に

対
す

る
実

方
の

父
母

に
よ

る
監

護
が

著
し

く
困

難
又

は
不

適
当

で
あ

る
こ

と
そ

の
他

特
別

の
事

情
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
子

の
利

益
の

た

め
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

に
、

こ
れ

を
成

立
さ

せ
る

も
の

で
あ

る
。
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

の
審

判
が

確
定

す
れ

ば
、
養

子
と

実
方

の
父

母

及
び

そ
の

血
族

と
の

親
族

関
係

が
終

了
し

、
原

則
と

し
て

離
縁

す
る

こ
と

は

で
き

な
い

。
 

イ
 

家
庭

裁
判

所
の

審
判

は
二

段
階

で
行

わ
れ

、
ま

ず
、

養
親

と
な

る
べ

き

者
（

以
下

「
養

親
候

補
者

」
と

い
う

。
）

の
申

立
て

に
よ

る
「

特
別

養
子

適

格
の

確
認

の
審

判
」
又

は
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る
「

児
童

相
談

所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

審
判

」
に

お
い

て
、
養

子
と

な
る

べ
き

者
の

実
方

の
父

母
に

よ
る

養
育

の
状

況
や

実
方

の
父

母
の

同
意

の
有

無
等

を
判

断
す

る
。
次

に
、
養

親
候

補
者

の
申

立
て

に
よ

っ
て

そ
の

養
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育
能

力
や

養
子

と
な

る
べ

き
者

と
の

相
性

等
に

つ
い

て
判

断
す

る
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

の
審

判
が

な
さ

れ
、
審

判
が

確
定

す
る

こ
と

に
よ

り
、
養

子

と
な

る
べ

き
者

と
実

方
の

父
母

及
び

そ
の

血
族

と
の

親
族

関
係

は
終

了
す

る
。

 

な
お

、
養

親
候

補
者

が
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
申

立
て

を
行

う
場

合

に
は

、
養

親
候

補
者

の
住

所
地

の
家

庭
裁

判
所

に
対

し
て

、
特

別
養

子
縁

組

の
成

立
の

申
立

て
と

同
時

に
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
ず

、
両

者
の

審
判

は
同

時
に

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
児

童
相

談
所

長
が

児
童

相
談

所
長

の
申

立
て

に
よ

る
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
申

立
て

を
行

う
場

合
に

は
、

養
子

と
な

る
べ

き
者

の
住

所
地

を
管

轄
す

る
家

庭
裁

判
所

に
対

し
て

申
立

て
を

行

う
。

 

ま
た

、
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

の
審

判
に

当
た

っ
て

は
、

養
親

候
補

者

が
養

子
と

な
る

者
を

６
か

月
以

上
の

期
間

監
護
（

試
験

養
育

）
し

た
状

況
を

考
慮

す
る

。
 

ウ
 

特
別

養
子

縁
組

の
成

立
に

は
、

原
則

と
し

て
養

子
と

な
る

べ
き

者
の

実

方
の

父
母

の
同

意
が

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
実

方
の

父
母

が
そ

の

意
思

を
表

示
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

又
は

実
方

の
父

母
に

よ
る

虐
待

、

悪
意

の
遺

棄
そ

の
他

養
子

と
な

る
者

の
利

益
を

著
し

く
害

す
る

事
由

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
な

お
、
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
審

判
等

の
手

続
に

お
い

て
、
こ

の
実

方
の

父
母

の
同

意
が

さ
れ

た
場

合
に

は
、
次

の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
場

合
に

は
、
そ

の
同

意
を

し
た

日
か

ら
２

週
間

を
経

過
し

た
後

に
は

同
意

を
撤

回
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

 
 

(
ア

)
 

養
子

と
な

る
べ

き
者

の
出

生
の

日
か

ら
２

か
月

を
経

過
し

た
後

に

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 
 

(
イ

)
 

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 
 

 
・
家

庭
裁

判
所

調
査

官
に

よ
る

事
実

の
調

査
を

経
た

上
で

家
庭

裁
判

所
に

書
面

を
提

出
し

て
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

 
 

 
・

審
問

の
期

日
に

お
い

て
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
。
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ま
た

、
こ

の
実

方
の

父
母

の
同

意
に

係
る

要
件

に
つ

い
て

は
特

別
養

子

適
格

の
確

認
の

審
判

等
に

お
い

て
判

断
さ

れ
る

も
の

で
あ

り
、

第
二

段
階

の
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

の
審

判
は

あ
く

ま
で

養
親

候
補

者
と

養
子

と
な

る
べ

き
者

と
の

適
合

性
に

つ
い

て
の

判
断

を
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か

ら
、

特
別

養
子

縁
組

の
成

立
の

審
判

に
実

方
の

父
母

は
関

与
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

エ
 

養
子

と
な

る
べ

き
者

は
、

家
庭

裁
判

所
に

対
す

る
特

別
養

子
縁

組
の

成

立
の

審
判

の
申

立
て

の
と

き
に

1
5
歳

未
満

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、
そ

の
者

が
1
8
歳

未
満

で
あ

っ
て

、
1
5
歳

に
達

す
る

前
か

ら
引

き
続

き

養
親

候
補

者
に

監
護

さ
れ

て
い

る
場

合
に

お
い

て
、

監
護

開
始

か
ら

1
5
歳

に
達

す
る

ま
で

の
期

間
が

短
い

こ
と

に
よ

り
そ

の
間

に
特

別
養

子
縁

組
を

行
う

か
否

か
に

つ
い

て
判

断
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

っ
た

場
合

等
、

1
5

歳

に
達

す
る

ま
で

に
申

立
て

が
さ

れ
な

か
っ

た
こ

と
に

つ
い

て
や

む
を

得
な

い
事

由
が

あ
る

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

オ
 

養
子

と
な

る
べ

き
者

が
特

別
養

子
縁

組
成

立
の

審
判

の
確

定
前

に
1
8

歳
に

達
し

た
場

合
に

は
、

特
別

養
子

縁
組

の
成

立
の

審
判

が
さ

れ
て

い
る

場
合

や
、

即
時

抗
告

さ
れ

て
抗

告
審

係
属

中
で

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

も
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

の
審

判
は

確
定

し
な

い
。
こ

の
場

合
、
審

判
は

家
庭

裁

判
所

の
職

権
で

取
り

消
さ

れ
る

こ
と

と
な

る
。

 

カ
 

養
子

と
な

る
べ

き
者

が
1
5
歳

に
達

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

は
、
特

別

養
子

縁
組

の
成

立
に

は
、

そ
の

者
の

同
意

が
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

キ
 

養
親

と
な

る
者

は
、
配

偶
者

の
あ

る
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
ま

た
、

夫
婦

の
一

方
は

、
他

の
一

方
が

養
親

と
な

ら
な

い
場

合
は

、
原

則
と

し
て

養

親
と

な
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

ク
 

2
5
 
歳

に
達

し
な

い
者

は
、

養
親

と
な

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
た

だ
し

、

養
親

と
な

る
夫

婦
の

一
方

が
2
5
 
歳

に
達

し
て

い
な

い
場

合
に

お
い

て
も

、

そ
の

者
が

2
0
 
歳

に
達

し
て

い
る

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

ケ
 

試
験

養
育

に
お

い
て

、
児

童
相

談
所

が
相

談
援

助
し

て
い

る
場

合
は

、
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原
則

と
し

て
里

親
委

託
を

行
う

。
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
が

相
談

支
援

し
て

い
る

場
合

は
、
養

親
候

補
者

が
住

民
基

本
台

帳
法
（

昭
和

4
2
年

法
律

第
8
1

号
）

の
規

定
に

基
づ

く
子

ど
も

の
住

所
の

異
動

に
係

る
届

出
及

び
児

童
福

祉
法

第
3
0
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

同
居

児
童

の
届

出
を

市
町

村
長

経

由
で

都
道

府
県

知
事

に
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 ２
．

調
査

、
認

定
等

 

(
1
)
 
自

己
の

養
子

と
す

る
子

ど
も

の
あ

っ
せ

ん
を

希
望

す
る

者
（

以
下
「

養
子

縁

組
希

望
者

」
と

い
う

。
）
、
自

己
の

子
を

他
の

者
の

養
子

と
す

る
こ

と
を

希
望

す

る
者

等
か

ら
の

相
談

を
受

け
た

場
合

に
は

、
受

理
会

議
で

検
討

し
調

査
、
認

定

等
を

行
う

。
こ

の
場

合
に

は
、

原
則

と
し

て
里

親
の

場
合

に
準

ず
る

。
 

(
2
)
 
調

査
等

を
行

っ
た

後
、
援

助
方

針
会

議
で

検
討

し
、
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

を
行

う
こ

と
が

適
格

と
判

断
さ

れ
る

者
が

あ
る

場
合

に
は

、
養

子
縁

組
の

あ

っ
せ

ん
に

関
し

必
要

な
援

助
を

行
う

。
 

(
3
)
 
里

親
が

委
託

さ
れ

て
い

る
子

ど
も

と
養

子
縁

組
を

希
望

す
る

場
合

に
は

、
事

情
を

十
分

調
査

し
た

後
、
援

助
方

針
会

議
で

検
討

し
、
適

当
と

判
断

さ
れ

る
場

合
に

は
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 

 ３
．

あ
っ

せ
ん

手
続

 

子
ど

も
の

最
善

の
利

益
を

確
保

す
る

観
点

か
ら

、
養

子
縁

組
を

子
ど

も
に

提

供
す

る
前

に
、

子
ど

も
が

実
親

に
よ

っ
て

育
て

ら
れ

る
可

能
性

に
つ

い
て

十
分

に
検

討
し

、
実

親
が

養
育

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

と
い

っ
た

要
保

護
性

に
つ

い
て

確
認

し
た

上
で

あ
っ

せ
ん

を
行

う
こ

と
が

大
切

で
あ

る
。

な
お

、
児

童
相

談
所

は
、

民
間

養
子

縁
組

あ
っ

せ
ん

法
の

規
制

を
直

接
受

け
る

も
の

で
は

な
い

が
、

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
を

行
う

に
際

し
て

は
、

同
法

の
規

定
の

趣
旨

に
則

り
、

1
0
(
2
)
①

か
ら

⑥
ま

で
の

通
知

等
を

準
用

す
る

こ
と

。
 
 

(
1
)
 
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

を
行

う
場

合
に

は
、
で

き
る

限
り

子
ど

も
や

保
護

者

等
か

ら
養

子
縁

組
に

つ
い

て
の

同
意

を
得

て
お

く
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

ま

      ２
．

調
査

、
認

定
等

 

(
1
)
 
自

己
の

養
子

と
す

る
子

ど
も

の
あ

っ
せ

ん
を

希
望

す
る

者
（

以
下
「

養
子

縁
組

希
望

者
」

と
い

う
。

）
、

自
己

の
子

を
他

の
者

の
養

子
と

す
る

こ
と

を
希

望
す

る

者
等

か
ら

の
相

談
を

受
け

た
場

合
に

は
、
受

理
会

議
で

検
討

し
調

査
、
認

定
等

を

行
う

。
こ

の
場

合
に

は
、

原
則

と
し

て
里

親
の

場
合

に
準

ず
る

。
 

(
2
)
 
調

査
等

を
行

っ
た

後
、
援

助
方

針
会

議
で

検
討

し
、
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

を

行
う

こ
と

が
適

格
と

判
断

さ
れ

る
者

が
あ

る
場

合
に

は
、
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
関

し
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 

(
3
)
 
里

親
が

委
託

さ
れ

て
い

る
子

ど
も

と
養

子
縁

組
を

希
望

す
る

場
合

に
は

、
事

情

を
十

分
調

査
し

た
後

、
援

助
方

針
会

議
で

検
討

し
、
適

当
と

判
断

さ
れ

る
場

合
に

は
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 

 ３
．

あ
っ

せ
ん

手
続

 

子
ど

も
の

最
善

の
利

益
を

確
保

す
る

観
点

か
ら

、
養

子
縁

組
を

子
ど

も
に

提
供

す
る

前
に

、
子

ど
も

が
実

親
に

よ
っ

て
育

て
ら

れ
る

可
能

性
に

つ
い

て
十

分
に

検

討
し

、
実

親
が

養
育

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

と
い

っ
た

要
保

護
性

に
つ

い
て

確

認
し

た
上

で
あ

っ
せ

ん
を

行
う

こ
と

が
大

切
で

あ
る

。
な

お
、

児
童

相
談

所
は

、

民
間

養
子

縁
組

あ
っ

せ
ん

法
の

規
制

を
直

接
受

け
る

も
の

で
は

な
い

が
、

養
子

縁

組
の

あ
っ

せ
ん

を
行

う
に

際
し

て
は

、
同

法
の

規
定

の
趣

旨
に

則
り

、
９

(
2
)
①

か

ら
⑥

ま
で

の
通

知
等

を
準

用
す

る
こ

と
。

 
 

(
1
)
 
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

を
行

う
場

合
に

は
、

で
き

る
限

り
子

ど
も

や
保

護
者

等
か

ら
養

子
縁

組
に

つ
い

て
の

同
意

を
得

て
お

く
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

ま
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た
、
特

別
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

を
行

う
場

合
に

は
、
各

段
階
（

養
子

縁
組

希

望
者

の
選

定
、
養

親
候

補
者

と
子

ど
も

の
面

会
、
縁

組
成

立
前

の
養

育
）
に

お

い
て

、
保

護
者

の
同

意
を

得
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
こ

れ
ら

の
同

意
に

つ
い

て
は

、
書

面
に

よ
り

確
認

し
て

お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

な
お

、
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

に
係

る
民

法
第

8
1
7
条

の
６

の
父

母
の

同
意

に
つ

い
て

は
、
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
審

判
の

手
続

に
お

い
て

、
養

子
と

な

る
べ

き
者

の
出

生
の

日
か

ら
２

か
月

を
経

過
し

た
後

に
、
家

庭
裁

判
所

調
査

官

に
よ

る
事

実
の

調
査

を
経

た
上

で
家

庭
裁

判
所

に
書

面
を

提
出

し
て

さ
れ

た

も
の

又
は

審
問

の
期

日
に

お
い

て
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、
そ

の
同

意
を

し
た

日

か
ら

２
週

間
を

経
過

し
た

場
合

に
は

、
撤

回
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、
こ

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
あ

っ
せ

ん
の

各
段

階
に

お
い

て
、
改

め
て

子
ど

も
の

実
方

の
父

母
に

対
し

て
丁

寧
に

説
明

し
、
そ

の
理

解
を

得
る

と

と
も

に
、

必
要

な
支

援
を

行
う

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
 

ま
た

、
特

別
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
当

た
っ

て
は

、
養

子
縁

組
希

望
者

の

選
定

に
先

立
っ

て
、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認

の
申

立
て

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
が

、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

審
判

は
、
確

定
し

て
か

ら
６

か
月

以
内

に
特

定
の

養
親

候

補
者

に
よ

っ
て

特
別

養
子

縁
組

の
成

立
の

申
立

て
が

行
わ

れ
な

け
れ

ば
そ

の

効
力

を
失

う
こ

と
と

な
る

こ
と

か
ら

、
速

や
か

に
里

親
や

養
子

縁
組

希
望

者
等

の
適

当
な

者
の

中
か

ら
養

親
候

補
者

の
選

定
を

行
う

べ
き

で
あ

る
こ

と
に

留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

(
2
)
 
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

を
行

う
こ

と
が

適
当

と
判

断
さ

れ
る

場
合

に
は

、
養

親
候

補
者

に
子

ど
も

を
少

な
く

と
も

６
か

月
以

上
里

親
と

し
て

養
育

す
る

こ

と
を

勧
め

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
。

 

(
3
)
 
里

親
名

簿
に

は
登

録
さ

れ
て

い
な

い
が

実
方

の
父

母
が

希
望

す
る

養
親

候

補
者

で
あ

る
場

合
な

ど
里

親
委

託
の

要
件

に
該

当
し

な
い

等
の

事
情

に
よ

り

里
親

委
託

を
行

わ
な

い
場

合
に

は
、

養
親

候
補

者
に

対
し

法
第

3
0
条

第
１

項

に
規

定
す

る
同

居
児

童
の

届
出

を
行

う
よ

う
指

導
し

、
法

第
2
7
条

第
１

項
第

た
、

特
別

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
を

行
う

場
合

に
は

、
各

段
階

（
養

子
縁

組
希

望
者

の
選

定
、

養
子

縁
組

希
望

者
と

子
ど

も
の

面
会

、
縁

組
成

立
前

の
養

育
）

に
お

い
て

、
保

護
者

の
同

意
を

得
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
 

     
 

             (
2
)
 
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

を
行

う
こ

と
が

適
当

と
判

断
さ

れ
る

場
合

に
は

、
養

子
縁

組
希

望
者

に
子

ど
も

を
少

な
く

と
も

６
か

月
以

上
里

親
と

し
て

養
育

す
る

こ
と

を
勧

め
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
 
 

(
3
)
 
里

親
委

託
の

要
件

に
該

当
し

な
い

等
の

事
情

に
よ

り
里

親
委

託
を

行
わ

な
い

場
合

に
は

、
養

子
縁

組
希

望
者

に
対

し
法

第
3
0
条

第
１

項
に

規
定

す
る

同
居

児

童
の

届
出

を
行

う
よ

う
指

導
し

、
法

第
2
7
条

第
１

項
第

２
号

に
基

づ
く

児
童

福

祉
司

指
導

を
行

う
等

、
里

親
の

場
合

と
同

等
の

指
導

体
制

を
と

る
。

 
 

-　182　-



8 

 

２
号

に
基

づ
く

児
童

福
祉

司
指

導
を

行
う

等
、

里
親

の
場

合
と

同
等

の
指

導

体
制

を
と

る
。

 

(
4
)
 
子

ど
も

の
戸

籍
が

な
い

か
又

は
判

明
し

な
い

場
合

は
、
民

法
及

び
戸

籍
法

の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
必

要
な

手
続

を
と

る
。

 

(
5
)
 
1
5
歳

未
満

で
法

定
代

理
人

が
い

な
い

子
ど

も
の

普
通

養
子

縁
組

を
行

う
場

合
は

、
子

ど
も

の
住

所
地

を
管

轄
す

る
家

庭
裁

判
所

に
対

し
未

成
年

後
見

人

選
任

の
手

続
を

と
る

。
な

お
、
施

設
に

在
籍

す
る

親
権

を
行

う
者

の
な

い
子

ど

も
の

普
通

養
子

縁
組

の
場

合
に

は
、

施
設

長
が

都
道

府
県

知
事

等
の

許
可

を

受
け

て
親

権
代

行
者

と
し

て
そ

の
縁

組
を

承
諾

す
る

。
（

法
第

3
3
条

の
８

、

法
第

4
7
条

、
民

法
第

8
4
0
条

）
 

(
6
)
 
６

か
月

以
上

の
期

間
の

養
育

状
況

を
調

査
し

、
援

助
方

針
会

議
で

検
討

し
、

養
子

縁
組

を
行

う
こ

と
が

適
当

と
判

断
さ

れ
る

場
合

に
は

、
養

親
候

補
者

に

対
し

、
家

庭
裁

判
所

に
申

立
て

等
を

行
う

よ
う

助
言

す
る

。
な

お
、
特

別
養

子

縁
組

の
場

合
は

、
こ

れ
に

よ
り

実
方

の
父

母
等

と
の

親
族

関
係

が
終

了
す

る

こ
と

、
離

縁
が

厳
し

く
制

限
さ

れ
て

い
る

こ
と

等
そ

の
特

徴
に

つ
い

て
養

親

候
補

者
に

対
し

て
丁

寧
に

説
明

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
特

徴
に

十
分

配
慮

し

て
対

応
す

る
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
養

子
と

な
る

者
の

年
齢

上
限

が
原

則
６

歳
未

満
か

ら
1
5
歳

未
満

に
引

き
上

げ
ら

れ
た

こ
と

を
踏

ま
え

、
養

親
候

補
者

側
が

申
立

て
の

時
期

を
先

延
ば

し
に

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

が
、

子
ど

も

の
養

育
の

法
的

安
定

性
は

で
き

る
限

り
早

期
に

確
定

す
る

こ
と

が
子

ど
も

の

最
善

の
利

益
の

観
点

か
ら

強
く

望
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
理

由
な

く
申

立
て

が

遅
れ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

、
定

期
的

に
養

育
状

況
を

確
認

し
、
養

親
候

補
者

を

指
導

す
る

こ
と

。
 

ま
た

、
特

別
養

子
縁

組
に

つ
い

て
の

子
ど

も
の

実
方

の
父

母
の

同
意

が
得

ら

れ
ず

、
実

方
の

父
母

と
養

親
候

補
者

と
の

対
立

が
予

想
さ

れ
る

場
合

や
実

方
の

父
母

の
不

適
切

な
養

育
状

況
に

つ
い

て
詳

細
な

立
証

が
必

要
と

な
る

場
合

等
、

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
を

行
い

、
必

要
な

立
証

を
行

う
こ

と
が

養
親

候
補

者
に

と
っ

て
大

き
な

負
担

に
な

る
場

合
に

は
、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て

  （
新

設
）

 

 (
4
)
 
子

ど
も

が
1
5
歳

未
満

で
法

定
代

理
人

が
い

な
い

場
合

は
、

子
ど

も
の

住
所

地

を
管

轄
す

る
家

庭
裁

判
所

に
対

し
未

成
年

後
見

人
選

任
の

手
続

を
と

る
。

な

お
、

施
設

に
在

籍
す

る
親

権
を

行
う

者
の

な
い

子
ど

も
の

普
通

養
子

縁
組

の
場

合
に

は
、

施
設

長
が

都
道

府
県

知
事

等
の

許
可

を
受

け
て

親
権

代
行

者
と

し
て

そ
の

縁
組

を
承

諾
す

る
。

（
法

第
3
3
条

の
８

、
法

第
4
7
条

、
民

法
第

8
4
0
条

）
 
 

(
5
)
 
６

か
月

以
上

の
期

間
の

養
育

状
況

を
調

査
し

、
援

助
方

針
会

議
で

検
討

し
、

養
子

縁
組

を
行

う
こ

と
が

適
当

と
判

断
さ

れ
る

場
合

に
は

、
養

子
縁

組
希

望
者

に
対

し
、

家
庭

裁
判

所
に

申
立

て
等

を
行

う
よ

う
助

言
す

る
。

な
お

、
特

別
養

子
縁

組
の

場
合

は
、

こ
れ

に
よ

り
実

方
の

父
母

等
と

の
親

族
関

係
が

終
了

す
る

こ
と

、
離

縁
が

厳
し

く
制

限
さ

れ
て

い
る

こ
と

等
そ

の
特

徴
に

つ
い

て
養

子
縁

組
希

望
者

に
対

し
て

丁
寧

に
説

明
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

特
徴

に
十

分
配

慮
し

て
対

応
す

る
。
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に
よ

る
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
申

立
て

を
行

う
こ

と
を

検
討

す
る

。
ま

た
、

養
親

候
補

者
が

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
を

行
う

場
合

で
あ

っ
て

も
、

児
童

相
談

所
長

は
そ

の
審

判
手

続
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

か
ら

、
途

中
で

実
方

の
父

母
の

気
が

変
わ

り
特

別
養

子
縁

組
へ

の
同

意
が

見
込

め
な

く

な
っ

た
こ

と
に

よ
り

実
方

の
父

母
の

養
育

状
況

等
の

立
証

が
必

要
に

な
っ

た

場
合

等
に

は
、
参

加
人

と
し

て
の

立
場

で
主

張
立

証
を

行
う

こ
と

を
検

討
す

る

こ
と

。
な

お
、
こ

れ
ら

の
よ

う
な

場
合

で
あ

っ
て

も
、
実

方
の

父
母

に
対

し
て

は
、
可

能
な

限
り

申
立

て
又

は
参

加
人

と
し

て
の

参
加

の
前

に
丁

寧
に

説
明

を

行
う

こ
と

。
 

(
7
)
 
養

親
候

補
者

か
ら

家
庭

裁
判

所
へ

の
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
申

立
て

が

行
わ

れ
た

際
に

は
、
保

護
者

に
対

し
、
家

庭
裁

判
所

へ
申

立
て

の
手

続
が

開
始

し
た

こ
と

を
伝

え
、
併

せ
て

、
保

護
者

に
家

庭
裁

判
所

に
よ

る
調

査
が

あ
る

こ

と
を

伝
え

る
。

 
 

 

ま
た

、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
を

行
っ

て
い

る
場

合
に

お
い

て
も

、
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

の
申

立
て

が
行

わ
れ

た
際

に
は

、
そ

の
事

実
は

そ
の

後
の

法
的

な
親

子
関

係
の

変
更

に
つ

な
が

り
う

る
情

報
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

護
者

に
対

し
、
そ

の
旨

を
伝

え
る

こ
と

が

望
ま

し
い

。
 

 ４
．

特
別

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
手

続
を

行
う

上
で

の
留

意
点

 

 
特

別
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

を
行

う
場

合
に

は
、
次

の
ア

か
ら

ケ
に

掲
げ

る
事

項
に

留
意

す
る

こ
と

。
こ

の
と

き
、
実

方
の

父
母

の
同

意
が

得
ら

れ
な

い
等

の
理

由
に

よ
り

、
特

別
養

子
縁

組
に

向
け

た
試

験
養

育
を

行
う

こ
と

が
困

難
で

あ
る

場

合
に

は
、

特
に

次
の

カ
か

ら
ク

に
留

意
す

る
こ

と
。

 

ア
 

援
助

方
針

の
検

討
に

当
た

っ
て

は
、

現
在

の
子

ど
も

と
家

庭
の

状
況

の

み
な

ら
ず

、
1
8
歳

以
降

の
自

立
生

活
を

含
め

て
、
子

ど
も

に
永

続
的

か
つ

安
定

し
た

養
育

環
境

を
保

障
す

る
視

点
で

検
討

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ

る
。

特
に

、
年

齢
ご

と
に

留
意

す
べ

き
点

に
つ

い
て

は
、

表
－

５
を

参
照

         (
6
)
 
家

庭
裁

判
所

へ
の

申
立

て
が

行
わ

れ
た

際
に

は
、

保
護

者
に

対
し

、
家

庭
裁

判
所

へ
申

立
て

の
手

続
が

開
始

し
た

こ
と

を
伝

え
、

併
せ

て
、

保
護

者
に

家
庭

裁
判

所
に

よ
る

調
査

が
あ

る
こ

と
を

伝
え

る
。
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す
る

こ
と

。
 

イ
 

子
ど

も
が

1
8

歳
に

な
っ

た
時

点
に

お
い

て
も

親
子

関
係

再
構

築
が

達

成
さ

れ
る

見
込

み
が

極
め

て
低

い
場

合
に

は
、

援
助

方
針

を
検

討
す

る
項

目
の

一
つ

と
し

て
特

別
養

子
縁

組
を

積
極

的
に

組
み

入
れ

る
こ

と
。

 

ウ
 

特
に

、
棄

児
、

保
護

者
が

死
亡

し
又

は
養

育
を

望
め

ず
他

に
養

育
で

き

る
親

族
等

が
い

な
い

子
ど

も
や

新
生

児
・

乳
幼

児
で

あ
っ

て
長

期
的

に
実

方
の

父
母

の
養

育
が

望
め

な
い

子
ど

も
、

長
期

間
に

わ
た

り
親

と
の

交
流

が
な

い
子

ど
も

、
虐

待
等

の
理

由
で

親
子

分
離

さ
れ

た
後

の
経

過
か

ら
み

て
家

族
再

統
合

が
極

め
て

困
難

と
判

断
さ

れ
た

子
ど

も
な

ど
が

想
定

さ

れ
る

。
 

エ
 

特
別

養
子

縁
組

に
対

す
る

子
ど

も
の

意
思

を
確

認
す

る
際

に
は

、
現

在

の
状

況
や

特
別

養
子

縁
組

の
法

的
効

果
（

子
ど

も
の

実
方

の
父

母
や

そ
の

親
族

、
兄

弟
と

の
法

律
上

の
親

族
関

係
が

終
了

す
る

こ
と

、
養

親
と

の
離

縁
が

原
則

的
に

禁
止

さ
れ

て
い

る
こ

と
等

）
、
今

後
の

見
通

し
に

つ
い

て
、

本
人

が
適

切
に

理
解

で
き

る
よ

う
に

丁
寧

に
説

明
す

る
と

と
も

に
、

援
助

方
針

の
決

定
は

児
童

相
談

所
が

行
う

こ
と

を
伝

え
る

こ
と

。
こ

の
と

き
、

子
ど

も
が

既
に

同
居

し
て

い
る

者
と

の
特

別
養

子
縁

組
を

検
討

し
て

い

る
場

合
に

は
、

子
ど

も
が

自
由

に
意

見
を

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

そ
の

者
が

同
席

し
な

い
場

で
説

明
・

意
思

確
認

を
行

う
等

の
配

慮
を

検
討

す
る

こ
と

。
ま

た
、
子

ど
も

の
意

向
が

十
分

に
聴

取
で

き
な

い
場

合
に

は
、

児
童

福
祉

審
議

会
に

意
見

聴
取

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。
子

ど
も

が
一

定
の

年
齢

に
達

し
て

い
る

の
に

「
真

実
告

知
」

が
さ

れ
て

い
な

い
場

合
に

つ
い

て
は

、
児

童
相

談
所

と
し

て
、

養
親

候
補

者
に

真
実

告
知

の
重

要
性

を
伝

え
る

と
と

も
に

必
要

な
支

援
を

行
う

。
特

に
子

ど
も

が
1
5

歳
以

上

で
あ

る
場

合
は

、
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

に
は

そ
の

者
の

同
意

が
要

件
と

な
る

こ
と

か
ら

、
そ

の
同

意
の

前
提

と
し

て
、

「
真

実
告

知
」

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

必
要

と
な

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。
 

オ
 

決
定

し
た

援
助

方
針

に
つ

い
て

は
、

子
ど

も
、

そ
の

実
方

の
父

母
、

養
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親
候

補
者

に
対

し
、
決

定
に

至
っ

た
経

過
、
児

童
相

談
所

の
判

断
の

根
拠

、

今
後

の
見

通
し

を
丁

寧
に

説
明

す
る

こ
と

に
よ

り
、

取
組

に
つ

い
て

理
解

を
得

る
よ

う
努

め
る

こ
と

。
 

カ
 

実
方

の
父

母
が

、
養

育
の

見
込

み
が

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

特
別

養

子
縁

組
に

同
意

し
な

い
場

合
や

そ
の

意
思

が
た

び
た

び
変

わ
る

場
合

、
意

思
を

示
さ

な
い

場
合

な
ど

に
は

、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
を

検
討

す
る

こ
と

。
 

キ
 

児
童

相
談

所
長

の
申

立
て

に
よ

る
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
申

立
て

を

行
う

こ
と

と
し

た
場

合
に

は
、

実
方

の
父

母
に

対
し

て
、

判
断

し
た

根
拠

や
今

後
の

見
通

し
を

伝
え

、
併

せ
て

、
家

庭
裁

判
所

に
よ

る
調

査
や

審
問

が
あ

る
こ

と
を

伝
え

る
こ

と
。

 

ク
 

子
ど

も
が

す
で

に
養

育
里

親
に

委
託

さ
れ

て
い

る
等

に
よ

り
、

実
方

の

父
母

と
養

親
候

補
者

と
な

り
得

る
者

と
の

間
に

交
流

が
あ

っ
た

場
合

に
、

児
童

相
談

所
長

の
申

立
て

に
よ

る
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
申

立
て

を

行
う

際
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
児

童
相

談
所

か
ら

実
親

や
里

親
等

へ
説

明
し

理
解

を
求

め
て

お
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
具

体
的

に
は

、
実

親
か

ら
の

問
い

合
わ

せ
先

は
児

童
相

談
所

に
統

一
す

る
こ

と
や

仮
に

実
方

の
父

母

が
里

親
等

と
の

接
触

を
希

望
す

る
と

き
に

は
事

前
に

児
童

相
談

所
が

必

ず
調

整
す

る
こ

と
な

ど
を

取
り

決
め

て
お

く
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

 

ケ
 

子
ど

も
の

年
齢

に
か

か
わ

ら
ず

、
市

町
村

、
学

校
や

保
育

所
等

の
所

属
、

児
童

委
員

そ
の

他
の

関
係

機
関

と
の

必
要

な
連

携
を

十
分

に
図

る
こ

と
。

ど
う

い
っ

た
連

携
が

必
要

で
あ

る
か

に
つ

い
て

チ
ー

ム
で

協
議

し
、

連
携

の
目

的
や

内
容

、
必

要
性

を
子

ど
も

や
養

親
候

補
者

（
成

立
し

た
後

の
養

親
を

含
む

）
へ

丁
寧

に
説

明
す

る
こ

と
。

 

 

５
．

養
子

縁
組

成
立

後
の

支
援

 

(
1
)
 
平

成
2
8
年

児
童

福
祉

法
等

改
正

法
に

よ
り

、
法

第
1
1
条

第
１

項
第

２
号

チ

に
、

都
道

府
県

等
の

業
務

と
し

て
、

養
子

縁
組

に
よ

り
養

子
と

な
っ

た
児

童
、

                         ４
．

養
子

縁
組

成
立

後
の

支
援

 
 

(
1
)
 
平

成
2
8
年

児
童

福
祉

法
等

改
正

法
に

よ
り

、
法

第
1
1
条

第
１

項
第

２
号

ト

に
、

都
道

府
県

等
の

業
務

と
し

て
、

養
子

縁
組

に
よ

り
養

子
と

な
っ

た
児

童
、
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そ
の

養
親

と
な

っ
た

者
等

へ
の

支
援

が
規

定
さ

れ
て

い
る

。
児

童
相

談
所

は
、

養
子

縁
組

の
成

立
後

に
お

い
て

も
、

そ
の

求
め

に
応

じ
、

必
要

な
情

報
の

提

供
、

助
言

そ
の

他
の

援
助

を
行

う
。

 

(
2
)
 
特

に
、
養

子
縁

組
の

場
合

、
「

育
て

の
親

」
で

あ
る

と
い

う
「

事
実

」
を

子

ど
も

に
い

つ
、

ど
の

よ
う

に
伝

え
る

か
が

大
き

な
悩

み
と

な
る

場
合

が
多

い
。

子
ど

も
に

と
っ

て
、
自

分
の

出
自

を
知

る
こ

と
は

大
切

な
権

利
で

あ
り

、
養

親

自
ら

が
自

分
の

言
葉

で
愛

情
を

持
っ

て
子

ど
も

に
伝

え
る

こ
と

が
非

常
に

重

要
で

あ
る

。
 

(
3
)
児

童
相

談
所

は
、

こ
の

「
真

実
告

知
」

の
重

要
性

と
と

も
に

、
伝

え
る

の
に

望
ま

し
い

時
期

や
具

体
的

な
方

法
に

つ
い

て
助

言
を

受
け

、
あ

る
い

は
告

知

を
経

験
し

た
先

輩
の

体
験

談
を

聞
く

こ
と

が
出

来
る

場
を

紹
介

す
る

な
ど

、

必
要

な
支

援
を

行
う

。
 

(
4
)
 
思

春
期

に
は

、
実

の
親

子
と

同
様

に
、
そ

れ
ま

で
の

親
子

関
係

の
変

化
や

反

抗
、

非
行

な
ど

行
動

上
の

問
題

も
起

こ
り

得
る

が
、

こ
の

よ
う

な
時

期
こ

そ
、

こ
れ

ま
で

の
養

育
を

振
り

返
る

良
い

機
会

で
も

あ
る

と
捉

え
、

子
ど

も
や

養

親
が

必
要

な
支

援
を

求
め

、
受

け
ら

れ
る

よ
う

、
支

援
体

制
を

整
え

て
お

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

(
5
)
 
特

別
養

子
縁

組
に

つ
い

て
は

、
縁

組
成

立
後

少
な

く
と

も
半

年
間

は
、
児

童

福
祉

司
指

導
等

に
よ

る
援

助
を

継
続

す
る

こ
と

と
し

、
定

期
的

に
子

ど
も

の
生

活
状

況
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
養

親
か

ら
相

談
に

応
じ

る
な

ど
の

援
助

を
行

う
。

 

な
お

、
児

童
福

祉
司

指
導

等
を

終
結

す
る

と
き

は
、
養

育
状

況
や

子
ど

も
の

状
態

、
学

校
や

地
域

と
の

関
わ

り
の

状
況

な
ど

を
改

め
て

把
握

し
、
チ

ー
ム

で

協
議

す
る

と
と

も
に

、
援

助
方

針
会

議
や

関
係

機
関

間
の

個
別

ケ
ー

ス
検

討
会

議
で

十
分

な
検

討
を

行
う

こ
と

。
ま

た
、
終

結
す

る
こ

と
を

子
ど

も
と

養
親

に

説
明

し
、
様

々
な

問
題

が
起

こ
り

得
る

こ
と

を
前

提
と

し
て

相
談

先
を

具
体

的

に
伝

え
て

お
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 

そ
の

養
親

と
な

っ
た

者
等

へ
の

支
援

が
規

定
さ

れ
て

い
る

。
児

童
相

談
所

は
、

養
子

縁
組

の
成

立
後

に
お

い
て

も
、

そ
の

求
め

に
応

じ
、

必
要

な
情

報
の

提

供
、

助
言

そ
の

他
の

援
助

を
行

う
。

 
 

(
2
)
 
特

に
、

養
子

縁
組

の
場

合
、

「
育

て
の

親
」

で
あ

る
と

い
う

「
事

実
」

を
子

ど
も

に
い

つ
、

ど
の

よ
う

に
伝

え
る

か
が

大
き

な
悩

み
と

な
る

場
合

が
多

い
。

子
ど

も
に

と
っ

て
、

自
分

の
出

自
を

知
る

こ
と

は
大

切
な

権
利

で
あ

り
、

養
親

自
ら

が
自

分
の

言
葉

で
愛

情
を

持
っ

て
子

ど
も

に
伝

え
る

こ
と

が
非

常
に

重
要

で
あ

る
。

 
 

(
3
)
児

童
相

談
所

は
、
こ

の
「

真
実

告
知

」
の

重
要

性
と

と
も

に
、
伝

え
る

の
に

望
ま

し
い

時
期

や
具

体
的

な
方

法
に

つ
い

て
助

言
を

受
け

、
あ

る
い

は
告

知
を

経
験

し

た
先

輩
の

体
験

談
を

聞
く

こ
と

が
出

来
る

場
を

紹
介

す
る

な
ど

、
必

要
な

支
援

を

行
う

。
 

(
4
)
 
思

春
期

に
は

、
実

の
親

子
と

同
様

に
、
そ

れ
ま

で
の

親
子

関
係

の
変

化
や

反
抗

、

非
行

な
ど

行
動

上
の

問
題

も
起

こ
り

得
る

が
、
こ

の
よ

う
な

時
期

こ
そ

、
こ

れ
ま

で
の

養
育

を
振

り
返

る
良

い
機

会
で

も
あ

る
と

捉
え

、
子

ど
も

や
養

親
が

必
要

な

支
援

を
求

め
、
受

け
ら

れ
る

よ
う

、
支

援
体

制
を

整
え

て
お

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

（
略

）
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 ６
．

離
縁

の
訴

え
 

子
ど

も
が

1
5
歳

未
満

で
あ

っ
て

、
普

通
養

子
縁

組
の

結
果

が
子

ど
も

に
と

っ

て
適

当
で

な
い

こ
と

を
発

見
し

養
親

が
協

議
上

の
離

縁
を

し
な

い
場

合
は

、
家

庭

裁
判

所
に

よ
り

離
縁

後
に

子
の

未
成

年
後

見
人

と
な

る
べ

く
選

任
さ

れ
た

児
童

相
談

所
長

は
、

離
縁

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

な
お

、
特

別
養

子
縁

組
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

離
縁

で
き

ず
、
養

子
、
実

方
の

父
母

又
は

検
察

官
の

申
立

て
に

よ
る

家
庭

裁
判

所
の

審
判

が
認

容
さ

れ
た

場
合

に
の

み
離

縁
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
た

め
、
児

童
相

談
所

長
は

離
縁

に
係

る
法

的
手

続
を

申
し

立
て

る
こ

と
は

で
き

な
い

が
、
養

親
に

よ
る

虐
待

、
悪

意
の

遺
棄

そ
の

他
子

の
利

益
を

著
し

く
害

す
る

事
由

が
あ

る
と

き
は

、

一
時

保
護

等
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

 

 ７
．

都
道

府
県

等
間

の
連

絡
 

２
つ

の
都

道
府

県
等

に
ま

た
が

る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
つ

い
て

は
、
各

都

道
府

県
等

は
相

互
に

緊
密

な
連

絡
を

と
り

必
要

な
協

力
を

行
う

。
こ

の
場

合
に

お

い
て

は
、

里
親

に
関

す
る

都
道

府
県

等
間

の
連

絡
の

場
合

に
準

ず
る

。
 

 ８
．

家
庭

裁
判

所
と

の
連

携
等

 

(
1
)
 
特

別
養

子
縁

組
に

つ
い

て
の

実
方

の
父

母
の

同
意

が
得

ら
れ

ず
、
実

方
の

父

母
と

養
親

候
補

者
と

の
対

立
が

予
想

さ
れ

る
場

合
や

実
方

の
父

母
の

不
適

切

な
養

育
状

況
に

つ
い

て
詳

細
な

立
証

が
必

要
と

な
る

場
合

等
、

特
別

養
子

適

格
の

確
認

の
申

立
て

を
行

い
、

必
要

な
立

証
を

行
う

こ
と

が
養

親
候

補
者

に

と
っ

て
大

き
な

負
担

に
な

る
場

合
に

は
、

児
童

相
談

所
長

の
申

立
て

に
よ

る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
を

行
う

こ
と

を
検

討
す

る
。
な

お
、
具

体
的

な
手

続
等

に
つ

い
て

は
第

４
章

第
1
0
節

３
を

参
照

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
養

親
候

補
者

が
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
申

立
て

を
行

う
場

合
で

あ
っ

て

も
、

児
童

相
談

所
長

は
そ

の
審

判
手

続
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

か

ら
、

途
中

で
実

方
の

父
母

の
気

が
変

わ
り

特
別

養
子

縁
組

へ
の

同
意

が
見

込

５
．

離
縁

の
訴

 

子
ど

も
が

1
5
歳

未
満

で
あ

っ
て

、
普

通
養

子
縁

組
の

結
果

が
子

ど
も

の
た

め
適

当
で

な
い

こ
と

を
発

見
し

養
親

が
協

議
上

の
離

縁
を

し
な

い
場

合
は

、
家

庭
裁

判
所

に
よ

り
離

縁
後

に
子

の
未

成
年

後
見

人
と

な
る

べ
く

選
任

さ
れ

た
児

童
相

談
所

長

は
、

離
縁

の
訴

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

な
お

、
特

別
養

子
縁

組
に

つ
い

て
は

、
児

童
相

談
所

長
は

離
縁

の
訴

を
提

起
す

る

こ
と

は
で

き
な

い
が

、
養

親
に

よ
る

虐
待

、
悪

意
の

遺
棄

そ
の

他
子

の
利

益
を

著
し

く
害

す
る

事
由

が
あ

る
と

き
は

、
一

時
保

護
等

の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

。
 

    

６
．

都
道

府
県

等
間

の
連

絡
 

２
つ

の
都

道
府

県
等

に
ま

た
が

る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
つ

い
て

は
、
各

都
道

府
県

等
は

相
互

に
緊

密
な

連
絡

を
と

り
必

要
な

協
力

を
行

う
。
こ

の
場

合
に

お
い

て

は
、

里
親

に
関

す
る

都
道

府
県

等
間

の
連

絡
の

場
合

に
準

ず
る

。
 

 

７
．

家
庭

裁
判

所
と

の
連

携
 

（
新

設
）

 

      （
新

設
）
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め
な

く
な

っ
た

こ
と

に
よ

り
実

方
の

父
母

の
養

育
状

況
等

の
立

証
が

必
要

に

な
っ

た
場

合
等

に
は

、
参

加
人

と
し

て
の

立
場

で
主

張
立

証
を

行
う

こ
と

を

検
討

す
る

こ
と

。
な

お
、

具
体

的
な

手
続

等
に

つ
い

て
は

第
４

章
第

1
0
節

３

を
参

照
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
を

行

う
又

は
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
審

判
事

件
の

手
続

に
参

加
す

る
場

合
以

外

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
養

子
縁

組
に

つ
い

て
、
例

え
ば

次
の

ア
か

ら
エ

に
掲

げ

る
事

項
に

つ
い

て
家

庭
裁

判
所

か
ら

調
査

等
を

嘱
託

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て

は
、
児

童
福

祉
の

観
点

か
ら

必
要

な
協

力
を

行
う

。
特

に
、
特

別
養

子
縁

組
に

関
し

て
、

家
事

事
件

手
続

法
（

平
成

2
3
年

法
律

第
5
2
号

）
第

6
2
条

に
基

づ

き
調

査
嘱

託
が

行
わ

れ
た

場
合

に
は

、
十

分
な

配
慮

が
必

要
で

あ
る

。
ま

た
、

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

が
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

を
行

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

当
該

あ
っ

せ
ん

を
行

っ
た

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

と
十

分
に

連
携

を
と

り

な
が

ら
、

調
査

嘱
託

に
対

し
て

適
切

に
対

応
さ

れ
た

い
。

 

 
ア

 
養

子
と

な
る

べ
き

者
の

要
保

護
性
（

養
子

と
な

る
べ

き
者

及
び

そ
の

家
庭

の
状

況
）

 

 
イ

 
養

親
候

補
者

の
適

格
性

（
養

親
候

補
者

及
び

そ
の

家
庭

の
状

況
）

 

 
ウ

 
養

親
候

補
者

と
養

子
と

な
る

べ
き

者
の

適
合

性
（

縁
組

成
立

後
に

お
け

る

児
童

福
祉

司
指

導
等

に
よ

る
援

助
の

予
定

を
含

む
。

）
 

 
エ

 
養

子
と

な
る

べ
き

者
の

特
別

養
子

縁
組

以
外

の
児

童
福

祉
法

上
の

他
の

措
置

の
可

能
性

 

(
4
)
 
児

童
相

談
所

が
あ

っ
せ

ん
し

た
養

子
縁

組
又

は
里

親
に

委
託

し
た

子
ど

も

が
養

子
縁

組
を

行
う

場
合

に
は

、
当

該
養

子
縁

組
を

あ
っ

せ
ん

し
た

児
童

相

談
所

又
は

里
親

委
託

を
行

っ
た

児
童

相
談

所
が

中
心

と
な

っ
て

家
庭

裁
判

所

と
連

絡
を

行
う

。
こ

の
と

き
、
養

親
候

補
者

の
転

居
等

の
た

め
に

、
他

の
児

童

相
談

所
に

対
し

て
指

導
依

頼
を

行
っ

て
い

る
場

合
に

は
、

当
該

児
童

相
談

所

と
十

分
に

連
携

を
と

る
こ

と
。
な

お
、
里

親
に

委
託

し
た

子
ど

も
に

つ
き

、
あ

る
程

度
年

長
で

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

申
立

て
前

の
児

童
相

談
所

に
よ

る

    (
1
)
 
養

子
縁

組
に

つ
い

て
家

庭
裁

判
所

か
ら

調
査

等
を

嘱
託

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
児

童
福

祉
の

観
点

か
ら

必
要

な
協

力
を

行
う

。
特

に
、
特

別
養

子
縁

組
に

関
し

て
、

家
事

事
件

手
続

法
（

平
成

2
3
年

法
律

第
5
2
号

）
第

6
2
条

に
基

づ
き

調
査

委
嘱

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
、

十
分

な
配

慮
が

必
要

で
あ

る
。

 

             (
2
)
 
児

童
相

談
所

が
あ

っ
せ

ん
し

た
養

子
縁

組
又

は
里

親
に

委
託

し
た

子
ど

も
が

養
子

縁
組

を
行

う
場

合
に

は
、
当

該
養

子
縁

組
を

あ
っ

せ
ん

し
た

児
童

相
談

所
又

は
里

親
委

託
を

行
っ

た
児

童
相

談
所

が
中

心
と

な
っ

て
家

庭
裁

判
所

と
連

絡
を

行
う

。
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支
援

を
受

け
て

も
「

真
実

告
知

」
が

さ
れ

て
い

な
い

場
合

に
は

、
里

親
へ

の
対

応
に

つ
い

て
家

庭
裁

判
所

と
十

分
に

連
携

を
と

る
こ

と
。

 

(
5
)
 
児

童
相

談
所

又
は

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

の
あ

っ
せ

ん
を

経
ず

に
特

別
養

子

縁
組

の
申

立
て

が
行

わ
れ

た
場

合
、
家

庭
裁

判
所

は
、
調

査
の

結
果

、
養

子
と

な
る

べ
き

者
が

児
童

福
祉

法
上

の
保

護
を

要
す

べ
き

子
ど

も
で

あ
る

と
判

断

さ
れ

る
と

き
に

は
、

養
親

候
補

者
に

対
し

て
児

童
相

談
所

に
相

談
を

行
う

よ

う
助

言
す

る
と

と
も

に
、
引

き
続

き
調

査
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
、
児

童
相

談
所

に
対

し
て

も
調

査
結

果
を

添
付

し
て

調
査

嘱
託

を
行

う
こ

と
が

あ
る

。

こ
の

場
合

に
は

、
児

童
福

祉
の

観
点

か
ら

、
「

里
親

制
度

の
運

営
に

つ
い

て
」

（
平

成
1
4
年

９
月

５
日

付
け

雇
児

発
0
9
0
5
0
0
2
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
及

び
「

里
親

委
託

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（

平
成

2
3
年

３

月
3
0
日

付
け

雇
児

発
0
3
3
0
第

９
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局

長
通

知
）
に

し
た

が
っ

て
里

親
委

託
、
児

童
福

祉
司

に
指

導
さ

せ
る

な
ど

必
要

な
措

置
を

と
る

と
と

も
に

、
(
3
)
の

場
合

と
同

様
に

調
査

嘱
託

に
対

し
て

適
切

に
対

応
す

る
こ

と
。

 

(
6
)
 
(
4
)
以

外
の

場
合

に
つ

い
て

は
、

子
ど

も
の

居
住

地
を

管
轄

す
る

児
童

相
談

所
が

中
心

と
な

っ
て

家
庭

裁
判

所
と

連
絡

を
行

う
。

 

(
7
)
 
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

の
申

立
て

に
つ

い
て

の
審

判
が

確
定

し
た

と
き

は
、

家
庭

裁
判

所
か

ら
家

事
事

件
手

続
規

則
（

平
成

2
4
年

最
高

裁
判

所
規

則
第

８

号
）

第
9
3
条

第
４

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
特

別
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

を
行

っ
た

児
童

相
談

所
等
（

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

を
含

む
。
）
及

び
調

査
嘱

託
に

応

じ
た

児
童

相
談

所
に

対
し

て
そ

の
結

果
が

通
知

さ
れ

る
。

児
童

福
祉

法
上

の

保
護

を
要

す
べ

き
子

ど
も

に
つ

い
て

、
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

の
申

立
て

の

却
下

審
判

が
確

定
し

た
旨

の
通

知
を

受
け

た
と

き
は

、
適

切
に

対
応

を
行

う

こ
と

。
 

(
8
)
 
ま

た
、
特

別
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

等
に

児
童

相
談

所
が

関
わ

っ
て

い
な

い

場
合

等
で

も
、

家
庭

裁
判

所
か

ら
児

童
相

談
所

に
対

し
て

児
童

福
祉

法
2
5
条

の
規

定
に

基
づ

き
通

告
が

行
わ

れ
る

こ
と

が
あ

る
。

児
童

福
祉

法
上

の
保

護

  （
新

設
）

 

            (
3
)
 
(
2
)
以

外
の

場
合

に
つ

い
て

は
、

子
ど

も
の

居
住

地
を

管
轄

す
る

児
童

相
談

所

が
中

心
と

な
っ

て
家

庭
裁

判
所

と
連

絡
を

行
う

。
 

（
新

設
）

 

       （
新

設
）
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を
要

す
べ

き
子

ど
も

に
つ

い
て

、
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

の
審

判
が

却
下

さ

れ
た

と
き

に
、

児
童

福
祉

法
第

2
5
条

の
規

定
に

基
づ

く
通

告
を

受
け

た
場

合

に
は

、
適

切
に

対
応

を
行

う
こ

と
。

 

 ９
．

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
よ

る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

 

(
1
)
 
民

間
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
法

第
４

条
の

規
定

の
趣

旨
を

踏
ま

え
、
民

間
あ

っ

せ
ん

機
関

に
つ

い
て

、
そ

の
果

た
す

役
割

の
大

き
さ

を
認

識
し

、
日

頃
か

ら
養

子
縁

組
の

在
り

方
に

関
し

意
見

交
換

を
行

う
と

と
も

に
、

養
子

縁
組

関
係

業

務
に

関
す

る
役

割
分

担
の

可
能

性
等

、
積

極
的

な
連

携
を

検
討

す
る

よ
う

努

め
る

。
 

(
2
)
 
民

間
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
法

第
３

条
第

２
項

に
規

定
さ

れ
て

い
る

日
本

国

内
に

お
け

る
養

子
縁

組
の

優
先

に
関

し
、

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

か
ら

連
携

協

力
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
管

内
に

お
い

て
養

親
希

望
者

を
探

す
な

ど
、
可

能

な
限

り
日

本
国

内
に

お
い

て
児

童
が

養
育

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

よ
う

、
協

力

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
養

親
希

望
者

に
対

す
る

研
修

に
関

し
、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
か

ら
要

請
が

あ

っ
た

場
合

に
は

、
研

修
に

関
す

る
ノ

ウ
ハ

ウ
の

提
供
（

研
修

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

や

テ
キ

ス
ト

、
実

習
先

の
紹

介
等

）
等

の
協

力
を

講
ず

る
よ

う
努

め
る

。
 

(
4
)
 
民

間
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
法

第
2
6
条

に
規

定
さ

れ
て

い
る

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

養
親

希
望

者
の

要
件

に
関

し
、

民
間

あ

っ
せ

ん
機

関
か

ら
「

養
子

縁
組

あ
っ

せ
ん

事
業

の
許

可
等

の
適

正
な

実
施

に

つ
い

て
」
（

平
成

3
0
年

３
月

９
日

付
け

子
家

発
0
3
0
9
第

１
号

厚
生

労
働

省
子

ど
も

家
庭

局
家

庭
福

祉
課

長
通

知
）
に

基
づ

く
照

会
を

受
け

た
場

合
は

、
個

人

情
報

保
護

条
例

等
に

お
け

る
第

三
者

提
供

に
関

す
る

規
定

の
下

、
養

親
希

望

者
に

係
る

児
童

虐
待

に
関

す
る

情
報

等
、

必
要

な
情

報
の

提
供

を
行

う
。

 

(
5
)
 
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

の
申

込
み

又
は

同
意

に
関

し
葛

藤
し

て
い

る
実

親

か
ら

相
談

を
受

け
る

等
に

よ
り

、
児

童
相

談
所

が
子

ど
も

や
家

庭
の

状
況

を

確
認

し
た

結
果

、
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
係

る
子

ど
も

の
保

護
が

必
要

で

    ８
．

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
よ

る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

 

(
1
)
 
民

間
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
法

第
４

条
の

規
定

の
趣

旨
を

踏
ま

え
、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
に

つ
い

て
、
そ

の
果

た
す

役
割

の
大

き
さ

を
認

識
し

、
日

頃
か

ら
養

子
縁

組
の

在
り

方
に

関
し

意
見

交
換

を
行

う
と

と
も

に
、
養

子
縁

組
関

係
業

務
に

関
す

る
役

割
分

担
の

可
能

性
等

、
積

極
的

な
連

携
を

検
討

す
る

よ
う

努
め

る
。

 

 (
2
)
 
民

間
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
法

第
３

条
第

２
項

に
規

定
さ

れ
て

い
る

日
本

国
内

に
お

け
る

養
子

縁
組

の
優

先
に

関
し

、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
か

ら
連

携
協

力
を

求

め
ら

れ
た

場
合

は
、
管

内
に

お
い

て
養

親
希

望
者

を
探

す
な

ど
、

日
本

国
内

に
お

け
る

養
子

縁
組

の
可

能
性

の
模

索
に

協
力

す
る

。
 

 (
3
)
 
養

親
希

望
者

に
対

す
る

研
修

に
関

し
、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
か

ら
要

請
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、
研

修
に

関
す

る
ノ

ウ
ハ

ウ
の

提
供
（

研
修

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

や
テ

キ

ス
ト

、
実

習
先

の
紹

介
等

）
等

の
協

力
を

講
ず

る
よ

う
努

め
る

。
 

(
4
)
 
民

間
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
法

第
2
6
条

に
規

定
さ

れ
て

い
る

養
子

縁
組

の
あ

っ

せ
ん

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
養

親
希

望
者

の
要

件
に

関
し

、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
か

ら
「

養
子

縁
組

あ
っ

せ
ん

事
業

の
許

可
等

の
適

正
な

実
施

に
つ

い

て
」

（
平

成
3
0
年

３
月

９
日

付
け

子
家

発
0
3
0
9
第

１
号

厚
生

労
働

省
子

ど
も

家

庭
局

家
庭

福
祉

課
長

通
知

）
に

基
づ

く
照

会
を

受
け

た
場

合
は

、
個

人
情

報
保

護
条

例
等

に
お

け
る

第
三

者
提

供
に

関
す

る
規

定
の

下
、

養
親

希
望

者
に

係
る

児
童

虐
待

に
関

す
る

情
報

等
、

必
要

な
情

報
の

提
供

を
行

う
。

 
 

(
5
)
 
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

の
申

込
み

又
は

同
意

に
関

し
葛

藤
し

て
い

る
実

親
か

ら
相

談
を

受
け

る
等

に
よ

り
、

児
童

相
談

所
が

子
ど

も
や

家
庭

の
状

況
を

確
認

し
た

結
果

、
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
係

る
子

ど
も

の
保

護
が

必
要

で
あ

る
と
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あ
る

と
判

断
し

た
場

合
に

は
、

一
時

保
護

に
よ

り
子

ど
も

の
安

全
を

確
保

す

る
。
そ

の
上

で
、
実

親
が

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
よ

る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

を
希

望
し

、
か

つ
、
当

該
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
が

あ
っ

せ
ん

す
る

予
定

の
養

親

希
望

者
が

子
ど

も
を

適
切

に
養

育
で

き
る

こ
と

が
児

童
相

談
所

に
お

い
て

確

認
で

き
た

場
合

に
は

、
一

時
保

護
を

解
除

す
る

と
と

も
に

、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
と

連
携

し
て

、
養

子
縁

組
に

向
け

た
実

親
へ

の
支

援
を

行
う

こ
と

。
 

(
6
)
 
法

第
3
0
条

第
１

項
に

規
定

す
る

同
居

児
童

の
届

出
又

は
民

間
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
法

第
3
2
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
に

よ
り

、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
が

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
を

し
た

子
ど

も
等

を
把

握
し

た
場

合
に

は
、

関

係
機

関
と

連
携

し
、

家
庭

訪
問

に
よ

り
子

ど
も

の
状

況
を

確
認

す
る

と
と

も

に
、

市
町

村
の

子
育

て
支

援
行

政
や

母
子

保
健

行
政

と
連

携
し

て
支

援
体

制

を
構

築
す

る
な

ど
、
必

要
に

応
じ

て
支

援
を

行
う

。
特

に
年

齢
が

高
い

子
ど

も

の
場

合
に

は
、

新
生

児
期

の
養

子
縁

組
と

は
異

な
る

支
援

が
必

要
で

あ
る

こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。
 

(
7
)
 
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
か

ら
、
実

方
の

父
母

の
失

踪
や

縁
組

成
立

前
養

育
の

中

止
等

に
伴

う
法

第
2
5
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
通

告
を

受
け

た
場

合
や

、
児

童
虐

待
防

止
法

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

通
告

を
受

け
た

場
合

に
は

、

第
３

章
第

２
節

５
の

と
お

り
管

轄
を

決
定

し
た

上
で

、
子

ど
も

の
状

況
を

確

認
す

る
と

と
も

に
、

子
ど

も
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講

ず
る

。
 

(
8
)
 
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
か

ら
子

ど
も

の
実

方
の

父
母

の
同

意
撤

回
等

に
よ

り
、

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

審
判

へ
の

児
童

相
談

所
長

の
関

与
に

係
る

相
談

が

あ
っ

た
場

合
に

は
、
第

３
章

第
２

節
５

の
と

お
り

管
轄

を
決

定
し

た
上

で
、
子

ど
も

の
状

況
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
と

連
携

し
て

対

応
す

る
こ

と
。
こ

の
と

き
、
実

方
の

父
母

、
養

親
希

望
者

及
び

子
ど

も
に

対
し

、

審
判

の
見

通
し

等
に

つ
い

て
の

説
明

を
ど

ち
ら

の
機

関
が

ど
の

よ
う

に
行

う

か
等

に
つ

い
て

、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
と

十
分

打
ち

合
わ

せ
る

こ
と

。
 

(
9
)
 
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
か

ら
、
遠

隔
地

の
養

親
等

に
対

す
る

養
子

縁
組

成
立

後

判
断

し
た

場
合

に
は

、
一

時
保

護
に

よ
り

子
ど

も
の

安
全

を
確

保
す

る
。

そ
の

上
で

、
実

親
が

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
よ

る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

を
希

望

し
、

か
つ

、
当

該
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
が

あ
っ

せ
ん

す
る

予
定

の
養

親
希

望
者

が
子

ど
も

を
適

切
に

養
育

で
き

る
こ

と
が

児
童

相
談

所
に

お
い

て
確

認
で

き
た

場
合

に
は

、
一

時
保

護
を

解
除

す
る

と
と

も
に

、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
と

連
携

し
て

、
養

子
縁

組
に

向
け

た
実

親
へ

の
支

援
を

行
う

こ
と

。
 
 

(
6
)
 
法

第
3
0
条

第
１

項
に

規
定

す
る

同
居

児
童

の
届

出
又

は
民

間
養

子
縁

組
あ

っ

せ
ん

法
第

3
2
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
に

よ
り

、
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
が

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
を

し
た

子
ど

も
等

を
把

握
し

た
場

合
に

は
、

関
係

機
関

と
連

携
し

、
家

庭
訪

問
に

よ
り

子
ど

も
の

状
況

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

市
町

村
の

子
育

て
支

援
行

政
や

母
子

保
健

行
政

と
連

携
し

て
支

援
体

制
を

構
築

す
る

な
ど

、
必

要
に

応
じ

て
支

援
を

行
う

。
 
 

  (
7
)
 
実

親
の

失
踪

や
縁

組
成

立
前

養
育

の
中

止
等

に
伴

い
、

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

か
ら

法
第

2
5
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
通

告
を

受
け

た
場

合
に

は
、

第
３

章
第

２
節

５
の

と
お

り
管

轄
を

決
定

し
た

上
で

、
子

ど
も

の
状

況
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
子

ど
も

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

。
 
 

  （
新

設
）

 

      (
8
)
 
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
か

ら
、

遠
隔

地
の

養
親

等
に

対
す

る
養

子
縁

組
成

立
後
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の
支

援
体

制
に

関
し

、
協

力
を

求
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、
関

係
機

関
と

連
携

を

図
り

な
が

ら
、

５
と

同
等

の
支

援
が

行
え

る
よ

う
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 

(
1
0
)
 
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
事

業
を

廃
止

し
よ

う
と

す
る

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

か

ら
、

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
よ

る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
係

る
児

童
の

保

護
等

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
平

成
2
9
年

厚
生

労
働

省
令

第
1
2
5
号

）
第

６
条

第
１

項
の

報
告

を
受

け
た

都
道

府
県

等
は

、
当

該
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関

が
行

っ
て

い
る

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
の

状
況

に
加

え
、

事
業

廃
止

後
の

子

ど
も

の
安

全
確

保
や

支
援

の
体

制
に

つ
い

て
、

実
親

の
居

住
地

を
管

轄
す

る

児
童

相
談

所
又

は
養

親
希

望
者

の
居

住
地

を
管

轄
す

る
児

童
相

談
所

と
の

調

整
状

況
等

の
確

認
を

行
う

。
ま

た
、
第

３
章

第
２

節
５

の
と

お
り

管
轄

を
決

定

し
た

上
で

、
必

要
に

応
じ

て
、
子

ど
も

の
保

護
や

関
係

者
へ

の
支

援
等

の
措

置

を
講

ず
る

。
 

(
1
1
)
 
民

間
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
法

第
1
9
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
事

業
を

廃
止

し
よ

う
と

す
る

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

が
他

の
民

間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
帳

簿
を

引
き

継
ぐ

場
合

、
引

継
ぎ

先
の

民
間

あ
っ

せ
ん

機

関
に

帳
簿

が
適

切
に

引
き

継
が

れ
た

こ
と

の
確

認
を

行
う

。
 

 1
0
．

そ
の

他
 

(
1
)
 
国

際
養

子
縁

組
に

つ
い

て
は

、
児

童
の

権
利

に
関

す
る

条
約
（

平
成

６
年

条

約
第

２
号

）
第

2
1
条

（
ｂ

）
の

規
定

に
よ

り
、

子
ど

も
は

、
出

身
国

内
に

お

い
て

里
親

若
し

く
は

養
家

に
託

さ
れ

又
は

適
切

な
方

法
で

監
護

を
受

け
る

こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
限

り
、

こ
れ

に
代

わ
る

子
ど

も
の

監
護

の
手

段
と

し

て
国

際
的

な
養

子
縁

組
を

考
慮

す
る

こ
と

が
認

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
。

 

(
2
)
 
養

子
縁

組
に

つ
い

て
は

、
本

指
針

に
定

め
る

ほ
か

次
の

通
知

等
に

よ
る

。
 

①
 
民

間
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
法

 

②
 
平

成
2
9
年

政
令

第
2
9
0
号

「
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
に

よ
る

養
子

縁
組

の

あ
っ

せ
ん

に
係

る
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
施

行
令

」
 

③
 
平

成
2
9
年

厚
生

労
働

省
令

第
1
2
5
号

「
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
に

よ
る

養

の
支

援
体

制
に

関
し

、
協

力
を

求
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、

関
係

機
関

と
連

携
を

図
り

な
が

ら
、

４
と

同
等

の
支

援
が

行
え

る
よ

う
必

要
な

援
助

を
行

う
。

 
 

(
9
)
 
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
事

業
を

廃
止

し
よ

う
と

す
る

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

か

ら
、

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
よ

る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
係

る
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（

平
成

2
9
年

厚
生

労
働

省
令

第
1
2
5
号

）
第

６
条

第

１
項

の
報

告
を

受
け

た
都

道
府

県
等

は
、

当
該

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

が
行

っ
て

い
る

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
の

状
況

に
加

え
、

事
業

廃
止

後
の

子
ど

も
の

安
全

確
保

や
支

援
の

体
制

に
つ

い
て

、
実

親
の

居
住

地
を

管
轄

す
る

児
童

相
談

所
又

は
養

親
希

望
者

の
居

住
地

を
管

轄
す

る
児

童
相

談
所

と
の

調
整

状
況

等
の

確
認

を
行

う
。

ま
た

、
第

３
章

第
２

節
５

の
と

お
り

管
轄

を
決

定
し

た
上

で
、

必
要

に
応

じ
て

、
子

ど
も

の
保

護
や

関
係

者
へ

の
支

援
等

の
措

置
を

講
ず

る
。

 
 

 (
1
0
)
 
民

間
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
法

第
1
9
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
養

子
縁

組

あ
っ

せ
ん

事
業

を
廃

止
し

よ
う

と
す

る
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
が

他
の

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
帳

簿
を

引
き

継
ぐ

場
合

、
引

継
ぎ

先
の

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
帳

簿

が
適

切
に

引
き

継
が

れ
た

こ
と

の
確

認
を

行
う

。
 

 ９
．

そ
の

他
 
 

(
1
)
 
国

際
養

子
縁

組
に

つ
い

て
は

、
児

童
の

権
利

に
関

す
る

条
約

（
平

成
６

年
条

約
第

２
号

）
第

2
1
条

（
ｂ

）
の

規
定

に
よ

り
、

子
ど

も
は

、
出

身
国

内
に

お
い

て
里

親
若

し
く

は
養

家
に

託
さ

れ
又

は
適

切
な

方
法

で
監

護
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
限

り
、

こ
れ

に
代

わ
る

子
ど

も
の

監
護

の
手

段
と

し
て

国
際

的
な

養
子

縁
組

を
考

慮
す

る
こ

と
が

認
め

ら
れ

る
も

の
で

あ
る

。
 
 

(
2
)
 
養

子
縁

組
に

つ
い

て
は

、
本

指
針

に
定

め
る

ほ
か

次
の

通
知

等
に

よ
る

。
 
 

①
 
民

間
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
法

 
 

②
 
平

成
2
9
年

政
令

第
2
9
0
号

「
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
に

よ
る

養
子

縁
組

の
あ

っ

せ
ん

に
係

る
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
施

行
令

」
 
 

③
 
平

成
2
9
年

厚
生

労
働

省
令

第
1
2
5
号

「
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
に

よ
る

養
子

縁
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子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
係

る
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
」

 

④
 
平

成
2
9
年

厚
生

労
働

大
臣

告
示

第
3
4
1
号

「
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
が

適

切
に

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
に

係
る

業
務

を
行

う
た

め
の

指
針

」
 

⑤
 
平

成
2
9
年

厚
生

労
働

大
臣

告
示

第
3
4
2
号

「
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
に

よ

る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
係

る
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
施

行

規
則

第
十

二
条

の
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
」

 

⑥
 
平

成
2
9
年

1
1
月

2
7
日

付
け

子
発

1
1
2
7
第

４
号
「

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
よ

る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
係

る
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律

等
の

施
行

に
つ

い
て

（
通

知
）

」
 

⑦
 
平

成
3
0
年

３
月

９
日

付
け

子
家

発
0
3
0
9
第

１
号
「

養
子

縁
組

あ
っ

せ
ん

事
業

の
許

可
等

の
適

正
な

実
施

に
つ

い
て

」
 

（
削

る
）

 

 ⑧
 
昭

和
2
3
年

厚
生

省
令

第
1
1
号

「
児

童
福

祉
法

施
行

規
則

」
 

⑨
 
平

成
1
4
年

厚
生

労
働

省
令

第
1
1
6
号

「
里

親
が

行
う

養
育

に
関

す
る

最

低
基

準
」

 

⑩
 
平

成
1
4
年

９
月

５
日

付
け

雇
児

発
第

0
9
0
5
0
0
2
号

「
里

親
制

度
の

運
営

に
つ

い
て

」
 

（
削

る
）

 

 ⑪
 
平

成
2
9
年

３
月

3
1
日

付
け

雇
児

発
0
3
3
1
第

4
4
号
「

里
親

支
援

事
業

の

実
施

に
つ

い
て

」
 

⑫
 
平

成
1
4
年

９
月

５
日

付
け

雇
児

発
第

0
9
0
5
0
0
6
号

「
里

親
の

一
時

的
な

休
息

の
た

め
の

援
助

の
実

施
に

つ
い

て
」

 

 第
４

節
～

第
９

節
 

（
略

）
 

 第
1
0
節

 
家

庭
裁

判
所

に
対

す
る

家
事

審
判

の
申

立
て

 

組
の

あ
っ

せ
ん

に
係

る
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
」

 
 

④
 
平

成
2
9
年

厚
生

労
働

大
臣

告
示

第
3
4
1
号

「
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
が

適
切

に

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
に

係
る

業
務

を
行

う
た

め
の

指
針

」
 
 

⑤
 
平

成
2
9
年

厚
生

労
働

大
臣

告
示

第
3
4
2
号

「
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
に

よ
る

養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
係

る
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
第

十

二
条

の
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
」

 
 

⑥
 
平

成
2
9
年

1
1
月

2
7
日

付
け

子
発

1
1
2
7
第

４
号

「
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
に

よ

る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
係

る
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
等

の
施

行

に
つ

い
て

（
通

知
）

」
 
 

⑦
 
平

成
3
0
年

３
月

９
日

付
け

子
家

発
0
3
0
9
第

１
号

「
養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
事

業
の

許
可

等
の

適
正

な
実

施
に

つ
い

て
」

 
 

⑧
 
昭

和
6
2
年

1
1
月

1
8
日

付
け

児
育

第
2
7
号

「
特

別
養

子
制

度
に

お
け

る
家

庭

裁
判

所
と

の
協

力
に

つ
い

て
」

 
 

⑨
 
昭

和
2
3
年

厚
生

省
令

第
1
1
号

「
児

童
福

祉
法

施
行

規
則

」
 
 

⑩
 
平

成
1
4
年

厚
生

労
働

省
令

第
1
1
6
号

「
里

親
が

行
う

養
育

に
関

す
る

最
低

基

準
」

 
 

⑪
 
平

成
1
4
年

９
月

５
日

付
け

雇
児

発
第

0
9
0
5
0
0
2
号

「
里

親
制

度
の

運
営

に
つ

い
て

」
 
 

⑫
 
平

成
1
4
年

９
月

５
日

付
け

雇
児

発
第

0
9
0
5
0
0
4
号

「
養

子
制

度
等

の
運

用
に

つ
い

て
」

 
 

⑬
 
平

成
2
9
年

３
月

3
1
日

付
け

雇
児

発
0
3
3
1
第

4
4
号

「
里

親
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
 
 

⑭
 
平

成
1
4
年

９
月

５
日

付
け

雇
児

発
第

0
9
0
5
0
0
6
号

「
里

親
の

一
時

的
な

休

息
の

た
め

の
援

助
の

実
施

に
つ

い
て

」
 

 第
４

節
～

第
９

節
 

（
略

）
 

 第
1
0
節

 
家

庭
裁

判
所

に
対

す
る

家
事

審
判

の
申

立
て
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 １
．

法
第

2
8
条

の
規

定
に

基
づ

く
承

認
に

関
す

る
審

判
の

申
立

て
 

(
1
)
～

(
3
)
 

（
略

）
 

(
4
)
 
家

庭
裁

判
所

へ
の

承
認

の
申

立
て

 

ア
 
承

認
の

位
置

付
け

 

こ
の

承
認
（

措
置

の
期

間
の

更
新

に
際

し
て

の
承

認
を

含
む

。
）
は

家
事

事

件
手

続
法

別
表

第
一

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

の
審

判
事

項
と

し
て

、
同

法

第
2
3
4
条

か
ら

第
2
3
8
条

ま
で

（
第

2
3
6
条

第
３

項
、

第
2
3
7
条

第
２

項
及

び
第

2
3
8
条

第
２

項
を

除
く

。
）

に
基

づ
き

手
続

を
行

う
。

 

イ
・

ウ
 

（
略

）
 

(
5
)
～

(
9
)
 

（
略

）
 

 ２
．

 
（

略
）

 

 ３
．
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
及

び
養

親
候

補
者

が
申

し
立

て
た

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

審
判

事
件

の
手

続
へ

の

参
加

 

(
1
)
 

児
童

相
談

所
長

に
よ

る
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
申

立
て

の
趣

旨
 

 
特

別
養

子
縁

組
に

つ
い

て
は

、
民

法
第

8
1
7
条

の
７

に
お

い
て

、
そ

の
成

立
要

件
と

し
て

、
父

母
に

よ
る

養
子

と
な

る
者

の
監

護
が

著
し

く
困

難
又

は
不

適
当

で

あ
る

こ
と

そ
の

他
特

別
の

事
情

が
あ

る
場

合
で

あ
る

こ
と

が
規

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
審

判
等

に
当

た
っ

て
は

、
申

立
人

の
側

で
、

実
方

の
父

母
に

よ
る

当
該

養
子

と
な

る
者

の
養

育
状

況
に

つ
い

て
の

立
証

を
求

め
ら

れ
る

こ
と

が
あ

る
。
ま

た
、
こ

の
審

判
に

当
た

っ
て

は
、
家

庭
裁

判
所

は
養

子
と

な
る

べ
き

者
の

実
方

の
父

母
の

陳
述

を
聴

か
な

け
れ

ば
な

ら
ず

、
実

方
の

父

母
は

審
判

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、
申

立
人

が
手

続
に

お
い

て
実

方
の

父
母

と
対

立
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

場
合

が
あ

る
こ

と
や

、
実

方
の

父
母

に
住

所
等

の
情

報
を

知
ら

れ
る

こ
と

に
な

る
場

合
が

あ
る

。

ま
た

、
養

親
候

補
者

が
申

立
て

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
、
実

方
の

父
母

に
よ

る
養

１
．

法
第

2
8
条

の
規

定
に

基
づ

く
承

認
に

関
す

る
審

判
の

申
立

て
 

(
1
)
～

(
3
)
 

（
略

）
 

(
4
)
 
家

庭
裁

判
所

へ
の

承
認

の
申

立
て

 
 

ア
 
承

認
の

位
置

付
け

 
 

こ
の

承
認
（

措
置

の
期

間
の

更
新

に
際

し
て

の
承

認
を

含
む

。
）
は

家
事

事
件

手
続

法
別

表
第

一
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
の

審
判

事
項

と
し

て
、
同

法
第

2
3
4

条
か

ら
第

2
3
8
条

ま
で

に
基

づ
き

手
続

を
行

う
。

 

 イ
・

ウ
 

（
略

）
 

(
5
)
～

(
9
)
 

（
略

）
 

 ２
．

 
（

略
）

 

 （
新

設
）
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 育
状

況
に

つ
い

て
の

資
料

を
有

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
そ

の
立

証
が

困
難

で
あ

る
こ

と
、
実

方
の

父
母

と
の

対
立

や
実

方
の

父
母

に
住

所
等

を
知

ら
れ

る
こ

と
が

精
神

的
に

大
き

な
負

担
に

な
り

う
る

こ
と

等
の

課
題

が
あ

る
。
そ

の
た

め
、
実

方

の
父

母
が

特
別

養
子

縁
組

に
同

意
し

な
い

場
合

等
、
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
を

行
い

、
実

方

の
父

母
と

対
峙

し
な

が
ら

実
方

の
父

母
に

よ
る

養
育

状
況

を
主

張
立

証
す

る
こ

と
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。
た

だ
し

、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

審
判

に
お

い
て

は
、

特
定

の
養

親
候

補
者

を
前

提
と

せ
ず

、

養
子

と
な

る
べ

き
者

に
つ

い
て

、
養

親
と

し
て

の
適

格
性

を
有

す
る

者
一

般
と

の

間
に

お
け

る
特

別
養

子
の

適
格

性
の

確
認

を
求

め
る

こ
と

に
な

る
。
な

お
、
子

ど

も
の

出
生

の
日

か
ら

２
か

月
を

経
過

す
る

日
ま

で
及

び
子

ど
も

が
1
8
歳

に
達

し

た
日

以
後

は
、
家

庭
裁

判
所

は
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
審

判
等

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

こ
と

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。
特

に
、
年

齢
が

高
い

子
ど

も
に

つ
い

て
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
を

行
う

場
合

に
は

、
1
8
歳

に
達

す
る

ま
で

に
審

判
を

確
定

さ
せ

る
と

と
も

に
、
そ

れ
に

続

く
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

の
審

判
を

確
定

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
充

分
に

時
間

的
な

余
裕

を
持

っ
て

申
立

て
を

行
う

こ
と

。
 

 
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

審
判

の
確

定
後

は
、
養

親
候

補
者

は
６

か
月

以
内

に
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

の
申

立
て

を
行

う
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
速

や
か

に
申

立
て

を
行

う
よ

う
、
養

親
候

補
者

を
指

導
す

る
こ

と
。
ま

た
、
養

親
候

補
者

は
、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

審
判

の
確

定
の

旨
等

を
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

の
申

立
書

に
記

載
す

る
な

ど
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
養

親
候

補
者

に
対

し
、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

審
判

事
件

の
係

属
裁

判
所

や
審

判
事

件
の

表
示

、
確

定
し

た
場

合
は

そ
の

旨
等

に
つ

き
、
速

や
か

に
教

示
し

、
申

立
書

へ
の

記
載

か
裁

判
所

へ
の

届
出

を
す

る
よ

う
促

す
こ

と
（

特
別

養
子

縁
組

の

成
立

の
審

判
事

件
の

係
属

す
る

裁
判

所
を

把
握

し
て

い
る

場
合

に
は

、
当

該
裁

判

所
に

対
し

、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
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 に
つ

い
て

の
審

判
の

確
定

に
つ

い
て

情
報

提
供

す
る

こ
と

。
）

。
 

 
な

お
、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
を

行
う

時
点

に
お

い
て

当
該

子
ど

も
と

特
別

養
子

縁
組

を
行

う
こ

と
を

希
望

す
る

養
親

候
補

者
が

存
在

し
な

い
場

合
で

も
当

該
申

立
て

は
行

う
こ

と
が

で
き

る
が

、

特
別

養
子

縁
組

の
成

立
の

審
判

は
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

審
判

が
確

定
し

て
か

ら
６

か
月

以
内

に
養

親
候

補
者

に
よ

っ
て

申
立

て
が

行
わ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
か

ら
、
速

や
か

に
里

親
や

養
子

縁
組

希
望

者
等

の
適

当
な

者
の

中
か

ら
養

親
候

補
者

の
選

定
を

行
う

べ
き

で
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。
な

お
、
養

親
候

補
者

の
選

定
等

を
行

っ
て

い
る

間

に
６

か
月

を
超

過
し

た
も

の
の

、
引

き
続

き
特

別
養

子
縁

組
を

行
う

こ
と

が
適

当

と
判

断
す

る
場

合
に

は
、
再

度
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

 

 (
2
)
 

家
庭

裁
判

所
へ

の
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
 

ア
 

確
認

の
申

立
て

の
位

置
付

け
 

 
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
は

、
家

事
事

件
手

続
法

別
表

第
一

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

の
審

判
事

項
と

し
て

、
同

法
第

2
3
4
条

、
第

2
3
5
条

及
び

第
2
3
9
条

並
び

に
第

2
3
6
条

第
３

項
、

第
2
3
7

条
第

２
項

、
第

2
3
8
条

第
２

項
及

び
第

2
3
9
条

第
２

項
で

準
用

す
る

第
1
6
4
条

の
２

（
第

１
項

か
ら

第
４

項
ま

で
、

第
７

項
及

び
第

1
4
項

を
除

く
。

）
に

基

づ
き

手
続

を
行

う
。

 

イ
 

申
立

先
の

家
庭

裁
判

所
及

び
家

事
手

続
案

内
 

 
家

事
事

件
手

続
法

第
2
3
4
条

の
規

定
に

従
い

、
子

ど
も

の
住

所
地

を
管

轄
す

る
家

庭
裁

判
所

に
対

し
て

申
立

て
を

行
う

。
 

 
申

立
て

を
行

う
場

合
に

は
、
必

要
に

応
じ

て
、
事

前
に

家
庭

裁
判

所
の

家
事

手
続

案
内

（
手

続
に

つ
い

て
の

一
般

的
な

説
明

案
内

）
を

利
用

す
る

。
 

ま
た

、
参

考
と

な
る

情
報

と
し

て
子

ど
も

の
状

況
（

居
所

、
連

絡
先

、
面

接
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可
能

な
場

所
、
心

身
の

状
況

、
申

立
て

に
つ

い
て

の
認

識
等

）
、
実

方
の

父
母

や
現

に
子

ど
も

を
監

護
し

て
い

る
者

の
状

況
（

申
立

て
に

つ
い

て
の

認
識

、
連

絡
方

法
等

）
の

ほ
か

、
今

後
心

配
さ

れ
る

事
項

、
今

後
の

児
童

相
談

所
の

関
与

の
予

定
等

を
整

理
し

て
お

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

な
お

、
家

事
審

判
に

お
い

て
は

、
管

轄
の

な
い

裁
判

所
が

事
件

を
自

庁
処

理

す
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る

の
で

（
家

事
事

件
手

続
法

第
９

条
第

１
項

た
だ

し

書
）
、
子

ど
も

の
住

所
地

を
管

轄
す

る
家

庭
裁

判
所

に
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
審

判
を

申
し

立
て

る
こ

と
に

つ
い

て
、
子

ど
も

の
居

所
等

が
探

知
さ

れ
、
子

ど
も

の
生

活
妨

害
等

の
事

態
が

予
測

さ
れ

る
な

ど
不

都
合

が
あ

る
と

考
え

ら

れ
る

場
合

に
は

、
他

の
家

庭
裁

判
所

に
自

庁
処

理
を

求
め

る
こ

と
も

検
討

す

る
。

 

ウ
 

申
立

て
の

提
出

書
類

 

申
立

て
に

当
た

っ
て

は
、
家

庭
裁

判
所

に
お

い
て

適
正

か
つ

迅
速

な
判

断
が

可
能

と
な

る
よ

う
に

、
必

要
か

つ
十

分
な

情
報

を
提

供
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

り
、
こ

の
よ

う
な

観
点

か
ら

、
申

立
書

、
証

拠
書

類
等

を
整

理
し

て
提

出
す

る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

(
ｱ
)
 
申

立
書

 

家
事

事
件

手
続

法
第

4
9
条

並
び

に
家

事
事

件
手

続
規

則
第

3
7
条

第
１

項

及
び

第
9
3
条

の
２

第
１

項
に

基
づ

き
、
申

立
書

に
申

立
て

の
趣

旨
及

び
子

ど

も
の

実
方

の
父

母
の

縁
組

同
意

の
有

無
等

を
記

載
す

る
ほ

か
、

申
立

て
の

理

由
と

し
て

申
立

て
の

動
機

、
経

緯
、

養
子

と
な

る
者

の
出

生
の

状
況

、
生

活

歴
、
心

身
の

状
況

及
び

縁
組

に
つ

い
て

の
意

向
等

を
記

載
す

る
。
こ

の
と

き
、

子
ど

も
と

の
特

別
養

子
縁

組
を

希
望

す
る

特
定

の
養

親
希

望
者

が
存

在
す

る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

当
該

者
の

個
人

情
報

に
つ

い
て

記
載

す
る

必
要

は
な

い

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

ま
た

、
子

ど
も

が
既

に
当

該
養

親
希

望
者

の
住

所

地
に

居
住

し
て

い
る

場
合

に
、

そ
の

住
所

地
を

子
ど

も
の

実
方

の
父

母
が

知

る
こ

と
に

差
し

支
え

が
あ

る
場

合
に

は
、

申
立

書
に

お
け

る
養

子
と

な
る

者

の
住

所
の

記
載

方
法

等
に

つ
い

て
、

当
該

審
判

を
管

轄
す

る
家

庭
裁

判
所

に
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確
認

す
る

こ
と

。
詳

細
に

つ
い

て
は

、
別

添
1
8（

様
式

例
）
を

参
考

と
さ

れ

た
い

。
 

(
ｲ
)
 
証

拠
書

類
 

家
事

事
件

手
続

規
則

第
3
7
条

第
２

項
に

基
づ

き
、
申

立
書

と
と

も
に

証
拠

書
類

を
提

出
す

る
。

証
拠

書
類

と
し

て
は

申
立

て
の

趣
旨

に
応

じ
て

、
次

の

も
の

を
添

付
す

る
ほ

か
、

申
立

て
の

理
由

等
を

明
ら

か
に

す
る

た
め

に
必

要

な
も

の
を

添
付

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。
な

お
、
証

拠
の

標
目

、
作

成
者

、

作
成

日
時

、
立

証
趣

旨
等

を
簡

潔
に

記
載

し
た

証
拠

説
明

書
を

作
成

し
て

家

庭
裁

判
所

に
提

出
す

る
こ

と
が

有
益

で
あ

る
。

具
体

的
な

書
式

等
に

つ
い

て

疑
義

が
生

じ
た

場
合

は
、

各
家

庭
裁

判
所

に
確

認
す

る
こ

と
。

 

①
 
子

ど
も

の
状

況
（

一
時

保
護

中
の

生
活

状
況

等
を

含
む

。
）

、
実

方
の

父
母

の
監

護
態

度
等

の
問

題
点
（

虐
待

、
飲

酒
、
健

康
状

態
等

）
及

び
児

童
相

談
所

と
の

関
わ

り
に

つ
い

て
、

児
童

記
録

票
、

行
動

観
察

記
録

等

か
ら

必
要

部
分

を
抜

粋
し

て
ま

と
め

た
も

の
 

②
 
子

ど
も

を
施

設
等

で
預

か
っ

た
以

降
に

、
実

方
の

父
母

と
連

絡
が

と
れ

ず
面

会
等

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

こ
と

を
明

ら
か

に
す

る
、

実
方

の
父

母

と
の

連
絡

状
況

等
に

つ
い

て
経

過
記

録
か

ら
必

要
部

分
を

抜
粋

し
て

ま

と
め

た
も

の
 

③
 
虐

待
等

が
あ

る
場

合
に

は
そ

の
状

況
を

明
ら

か
に

す
る

写
真
（

撮
影

者
、

日
時

、
場

所
を

記
載

し
た

写
真

撮
影

報
告

書
）
等

の
資

料
、
子

ど
も

の
身

体
的

発
育
（

低
身

長
、
低

体
重

）
、
知

能
、
情

緒
面

に
つ

い
て

児
童

記
録

票
、

行
動

観
察

記
録

等
か

ら
必

要
部

分
を

抜
粋

し
て

ま
と

め
た

も
の

 

④
 
子

ど
も

の
身

体
的

発
育

等
や

虐
待

等
に

関
す

る
医

師
の

診
断

書
（

必
要

に
応

じ
て

カ
ル

テ
、

レ
ン

ト
ゲ

ン
写

真
等

）
、

意
見

書
等

 

⑤
 
援

助
指

針
（

援
助

方
針

）
 

(
ｳ
)
 
添

付
書

類
 

①
 
子

ど
も

の
戸

籍
謄

本
（

戸
籍

全
部

事
項

証
明

書
）

 

②
 
子

ど
も

の
実

父
母

の
戸

籍
謄

本
（

戸
籍

全
部

事
項

証
明

書
）
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③
 
児

童
相

談
所

長
の

在
職

証
明

書
の

写
し

 

④
 
委

任
状

（
手

続
代

理
人

が
い

る
場

合
）

 

⑤
 
申

立
て

に
係

る
報

告
書

（
別

添
1
9
（

様
式

例
）

参
照

）
 

(
ｴ
)
 
申

立
書

等
の

提
出

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

 

家
事

事
件

手
続

法
に

お
い

て
は

、
家

庭
裁

判
所

は
当

事
者

に
つ

い
て

は
原

則
と

し
て

記
録

の
閲

覧
謄

写
を

許
可

し
な

け
れ

ば
な

ら
ず

、
利

害
関

係
を

疎

明
し

た
第

三
者

に
つ

い
て

は
、

相
当

と
認

め
る

と
き

に
記

録
の

閲
覧

謄
写

を

許
可

す
る

こ
と

が
で

き
る
（

家
事

事
件

手
続

法
第

4
7
条

）
。
子

ど
も

の
実

方

の
父

母
又

は
養

親
候

補
者

等
に

利
害

関
係

参
加

が
認

め
ら

れ
る

と
、

実
方

の

父
母

又
は

養
親

候
補

者
等

が
申

立
書

、
提

出
書

類
等

の
記

録
の

閲
覧

謄
写

の

許
可

の
申

立
て

を
し

た
場

合
に

、
家

庭
裁

判
所

は
、

家
事

事
件

手
続

法
第

4
7

条
第

４
項

の
不

許
可

事
由

が
な

い
限

り
許

可
す

る
こ

と
に

な
る

。
 

こ
の

た
め

、
子

ど
も

の
実

方
の

父
母

又
は

養
親

候
補

者
等

に
よ

っ
て

閲
覧

謄
写

が
さ

れ
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

を
前

提
と

し
て

、
申

立
書

を
は

じ
め

関

係
記

録
を

整
理

す
る

必
要

が
あ

る
。

具
体

的
に

は
、

申
立

書
等

の
記

述
は

客

観
的

な
事

実
の

記
述

を
中

心
と

す
る

こ
と

や
、

経
過

を
報

告
す

る
資

料
と

し

て
既

存
の

資
料

を
そ

の
ま

ま
提

出
す

る
の

で
は

な
く

、
審

理
に

必
要

な
情

報

の
み

を
抽

出
し

た
経

過
報

告
書

を
作

成
す

る
こ

と
、

閲
覧

謄
写

さ
れ

る
べ

き

で
は

な
い

部
分

を
マ

ス
キ

ン
グ

し
た

上
で

資
料

を
提

出
す

る
こ

と
（

こ
の

場

合
、

マ
ス

キ
ン

グ
し

た
部

分
は

審
判

の
資

料
と

な
ら

な
い

。
）

等
に

よ
り

対

応
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

 

ま
た

、
子

ど
も

の
実

方
の

父
母

等
に

閲
覧

謄
写

さ
れ

る
べ

き
で

な
い

が
裁

判
所

の
審

理
に

お
い

て
考

慮
し

て
ほ

し
い

と
考

え
る

資
料

に
つ

い
て

は
、

提

出
す

る
書

面
の

全
部

又
は

一
部

の
非

開
示

を
希

望
す

る
と

し
て

、
「

非
開

示

の
希

望
に

関
す

る
申

出
書

」
を

提
出

す
る

と
と

も
に

、
非

開
示

を
希

望
す

る

理
由

が
家

事
事

件
手

続
法

第
4
7

条
第

４
項

の
う

ち
い

ず
れ

に
該

当
す

る
の

か
を

記
載

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
も

っ
と

も
、

非
開

示
を

希
望

し
た

場

合
で

あ
っ

て
も

、
家

事
事

件
手

続
法

の
不

許
可

事
由

に
該

当
す

る
か

を
判

断
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し
、

閲
覧

を
許

可
す

る
か

を
決

め
る

の
は

あ
く

ま
で

家
庭

裁
判

所
で

あ
る

た

め
、

な
お

閲
覧

謄
写

が
な

さ
れ

る
可

能
性

が
あ

る
点

に
注

意
を

要
す

る
。

 

 エ
 

家
庭

裁
判

所
に

お
け

る
審

理
 

 
家

庭
裁

判
所

は
、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認

の
審

判
を

す
る

場
合

に
は

、
次

の
(
ｱ
)
か

ら
(
ｴ
)
ま

で
に

掲
げ

る
者

の
陳

述
を

聴

く
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。
な

お
、
養

子
と

な
る

べ
き

者
の

実
方

の
父

母
の

同
意

が
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

審
判

を
す

る
場

合
に

は
、
そ

の
者

の
陳

述
の

聴
取

は

審
問

の
期

日
に

お
い

て
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
（

家
事

事
件

手
続

法
第

2
3
9
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

1
6
4
条

の
２

第

５
項

）
 

(
ｱ
)
 

養
子

と
な

る
べ

き
者

（
1
5
歳

以
上

の
者

に
限

る
。

）
 

(
ｲ
)
 

養
子

と
な

る
べ

き
者

の
実

方
の

父
母

 

(
ｳ
)
 

養
子

と
な

る
べ

き
者

に
対

し
親

権
を

行
う

者
（

(
ｲ
)
に

掲
げ

る
者

を
除

く
。

）
 

(
ｴ
)
 

(
ｲ
)
に

掲
げ

る
者

に
対

し
親

権
を

行
う

者
及

び
(
ｲ
)
に

掲
げ

る
者

の
後

見
人

 

 

オ
 

実
方

の
父

母
の

同
意

の
撤

回
制

限
 

 
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

審
判

事
件

の

審
判

手
続

に
お

い
て

さ
れ

た
特

別
養

子
縁

組
の

成
立

に
係

る
養

子
と

な
る

者

の
実

方
の

父
母

の
同

意
は

、
次

の
(
ｱ
)
及

び
(
ｲ
)
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
場

合

に
は

、
撤

回
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
た

だ
し

、
そ

の
同

意
を

し
た

日
か

ら
２

週
間

を
経

過
す

る
日

ま
で

は
、
こ

の
限

り
で

な
い

。
（

家

事
事

件
手

続
法

第
2
3
6
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

1
6
4
条

の
２

第
５

項
）

 

(
ｱ
)
 

養
子

と
な

る
べ

き
者

の
出

生
の

日
か

ら
２

か
月

を
経

過
し

た
後

に
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
。
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(
ｲ
)
 

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 
①

 
家

庭
裁

判
所

調
査

官
に

よ
る

事
実

の
調

査
を

経
た

上
で

家
庭

裁
判

所

に
書

面
を

提
出

し
て

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 
②

 
審

問
の

期
日

に
お

い
て

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 

カ
 

審
判

の
告

知
 

 
家

庭
裁

判
所

が
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認

の
審

判
を

し
た

場
合

に
は

、
申

立
人

、
利

害
関

係
参

加
人

、
養

子
と

な
る

べ
き

者
及

び
そ

の
実

方
の

父
母

に
加

え
、
エ

(
ｳ
)
及

び
(
ｴ
)
に

掲
げ

る
者

に
告

知
さ

れ

る
が

、
養

子
と

な
る

べ
き

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
者

の
年

齢
及

び
発

達
の

程
度

そ
の

他
一

切
の

事
情

を
考

慮
し

て
そ

の
者

の
利

益
を

害
す

る
と

認
め

る
場

合

に
は

、
そ

の
者

に
告

知
す

る
こ

と
を

要
し

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
た

め
、
実

方
の

父
母

に
よ

る
虐

待
の

態
様

や
実

方
の

父
母

が
養

子
と

な
る

べ
き

者

を
監

護
す

る
こ

と
の

で
き

な
い

事
情

等
、
養

子
と

な
る

べ
き

者
に

伝
え

る
こ

と

で
当

該
子

ど
も

の
福

祉
を

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
情

報
が

審
判

書
に

記
載

さ

れ
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

場
合

等
、
審

判
を

告
知

す
る

こ
と

が
そ

の
者

の
利

益

を
害

す
る

こ
と

と
な

る
と

判
断

さ
れ

る
場

合
に

は
、
審

判
手

続
に

お
い

て
そ

の

旨
を

家
庭

裁
判

所
に

対
し

て
書

面
等

に
よ

り
主

張
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。
 

 

キ
 

即
時

抗
告

 

 
審

判
の

結
果

に
不

服
が

あ
る

場
合

に
は

、
申

立
て

を
認

容
す

る
審

判
に

対
し

て
は

養
子

と
な

る
べ

き
者

及
び

エ
(
ｲ
)
か

ら
(
ｴ
)
に

掲
げ

る
者

が
、
申

立
て

を
却

下
す

る
審

判
に

対
し

て
は

申
立

人
で

あ
る

児
童

相
談

所
長

が
、
即

時
抗

告
を

す

る
こ

と
が

で
き

る
。
即

時
抗

告
は

、
養

子
と

な
る

べ
き

者
以

外
の

者
が

審
判

の

告
知

を
受

け
た

日
（

２
以

上
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

日
の

う
ち

最
も

遅
い

日
）

か
ら

２
週

間
以

内
に

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
（

家
事

事
件

手
続

法
第

2
3
8
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
第

1
6
4
条

の
２

第
1
2
項

及
び

第
1
3
項

）
。
当

該

期
間

内
に

即
時

抗
告

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

に
は

、
審

判
が

確
定

す
る

こ
と
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と
な

る
。

 

 (
3
)
 

養
親

候
補

者
が

申
し

立
て

た
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
審

判
事

件
の

手
続

へ
の

参
加

の
趣

旨
 

 
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
審

判
を

申
し

立
て

る
こ

と
を

検
討

し
て

い
る

段
階

で
は

子
ど

も
の

実
方

の
父

母
が

協
力

的
で

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、
養

親
候

補
者

が
自

ら
特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
審

判
を

申
し

立
て

た
場

合
で

あ
っ

て
も

、
途

中
で

実

方
の

父
母

の
気

が
変

わ
っ

た
た

め
に

、
審

判
手

続
中

に
養

親
候

補
者

が
子

ど
も

の

実
方

の
父

母
と

対
立

し
、
実

方
の

父
母

に
よ

る
養

育
状

況
等

を
自

ら
主

張
立

証
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
な

っ
た

場
合

等
に

は
、
児

童
相

談
所

長
の

協
力

が
必

要
と

な
る

。
そ

の
た

め
、
養

親
候

補
者

が
申

し
立

て
た

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

審
判

事
件

の
手

続
に

つ
い

て
も

、
児

童
福

祉
法

第
3
3
条

の
６

の
３

第
１

項
に

基

づ
き

児
童

相
談

所
長

が
参

加
し

、
参

加
人

と
し

て
の

立
場

で
実

方
の

父
母

に
よ

る

養
育

状
況

を
主

張
立

証
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

と
き

、

児
童

相
談

所
長

は
家

事
事

件
手

続
法

第
4
2
条

第
７

項
に

規
定

す
る

利
害

関
係

参

加
人

と
み

な
さ

れ
る

の
で

、
審

判
の

手
続

に
関

与
し

て
自

ら
主

張
し

、
裁

判
資

料

を
提

出
す

る
な

ど
の

手
続

行
為

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
が

、
申

立
て

の
取

下
げ

及

び
変

更
、
審

判
に

対
す

る
不

服
申

立
て

の
取

下
げ

、
裁

判
所

書
記

官
の

処
分

に
対

す
る

異
議

の
取

下
げ

を
行

う
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

 
児

童
相

談
所

が
参

加
人

と
し

て
手

続
に

参
加

す
る

こ
と

が
適

当
と

判
断

す
る

場
合

に
は

、
当

該
審

判
を

管
轄

し
て

い
る

家
庭

裁
判

所
に

対
し

て
参

加
申

出
書

（
別

添
2
0
（

様
式

例
）

参
照

）
を

提
出

す
る

こ
と

。
 

 ４
．

未
成

年
後

見
人

選
任

・
解

任
の

請
求

 

（
略

）
 

 第
1
1
節

 
（

略
）

 

 

                       ３
．

未
成

年
後

見
人

選
任

・
解

任
の

請
求

 

（
略

）
 

 第
1
1
節

 
（

略
）
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 第
８

章
 

各
種

機
関

と
の

連
携

 

第
１

節
～

第
1
0
節

 
（

略
）

 

 第
1
1
節

 
家

庭
裁

判
所

と
の

関
係

 

１
．

家
庭

裁
判

所
の

位
置

付
け

 

(
1
)
 
（

略
）

 

(
2
)
 
家

庭
裁

判
所

は
、
法

第
2
7
条

第
１

項
第

４
号

又
は

第
2
7
条

の
３

に
よ

り
送

致
を

受
け

た
場

合
、

法
第

2
8
条

に
よ

り
施

設
入

所
等

の
措

置
の

承
認

を
求

め
ら

れ
た

場
合

、
法

第
3
3
条

第
５

項
に

よ
り

引
き

続
い

て
の

一
時

保
護

の

承
認

を
求

め
ら

れ
た

場
合

、
法

第
3
3
条

の
６

の
２

第
１

項
に

よ
り

児
童

相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特
別

養
子

適
格

の
確

認
の

申
立

て
が

あ
っ

た
場

合
、

法
第

3
3
条

の
７

等
に

よ
り

子
ど

も
の

親
権

者
の

親
権

喪
失

等
の

審
判

を
行

っ
て

保
護

す
る

必
要

が
あ

る
と

し
て

請
求

を
受

け
た

場
合

等
に

審
判

、

許
可

等
を

行
う

も
の

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 ２
～

４
 

（
略

）
 

 第
1
2
節

～
第

2
1
節

 

 第
９

章
 

児
童

相
談

所
の

設
備

、
器

具
、

必
要

書
類

 

第
1
節

・
第

２
節

 
（

略
）

 

 第
３

節
 
必

要
書

類
 

(
1
)
 
児

童
記

録
票

及
び

そ
の

他
子

ど
も

に
関

連
し

た
書

類
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

子
ど

も
ご

と
に

一
括

し
て

フ
ァ

イ
ル

に
収

録
し
「

児
童

記
録

票
綴

」
と

す
る

。
ま

た
、

一
時

保
護

を
行

っ
た

子
ど

も
に

つ
い

て
は

、
一

時
保

護
児

童
票

を
作

成
し

一

時
保

護
を

行
っ

た
子

ど
も

の
内

容
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

を
記

入
し

、
児

童

記
録

票
綴

に
フ

ァ
イ

ル
す

る
。

 

第
８

章
 

各
種

機
関

と
の

連
携

 

第
１

節
～

第
1
0
節

 
（

略
）

 

 第
1
1
節

 
家

庭
裁

判
所

と
の

関
係

 

１
．

家
庭

裁
判

所
の

位
置

付
け

 

(
1
)
 
（

略
）

 

(
2
)
 
家

庭
裁

判
所

は
、
法

第
2
7
条

第
１

項
第

４
号

又
は

第
2
7
条

の
３

に
よ

り
送

致

を
受

け
た

場
合

、
法

第
2
8
条

に
よ

り
施

設
入

所
等

の
措

置
の

承
認

を
求

め
ら

れ

た
場

合
、
法

第
3
3
条

第
５

項
に

よ
り

引
き

続
い

て
の

一
時

保
護

の
承

認
を

求
め

ら
れ

た
場

合
、
法

第
3
3
条

の
７

等
に

よ
り

子
ど

も
の

親
権

者
の

親
権

喪
失

等
の

審
判

を
行

っ
て

保
護

す
る

必
要

が
あ

る
と

し
て

請
求

を
受

け
た

場
合

等
に

審

判
、

許
可

等
を

行
う

も
の

と
さ

れ
て

い
る

。
 

   ２
～

４
 

（
略

）
 

 第
1
2
節

～
第

2
1
節

 

 第
９

章
 

児
童

相
談

所
の

設
備

、
器

具
、

必
要

書
類

 

第
1
節

・
第

２
節

 
（

略
）

 

 第
３

節
 
必

要
書

類
 

(
1
)
 
児

童
記

録
票

及
び

そ
の

他
子

ど
も

に
関

連
し

た
書

類
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

子
ど

も

ご
と

に
一

括
し

て
フ

ァ
イ

ル
に

収
録

し
「

児
童

記
録

票
綴

」
と

す
る

。
ま

た
、

一

時
保

護
を

行
っ

た
子

ど
も

に
つ

い
て

は
、
一

時
保

護
児

童
票

を
作

成
し

一
時

保
護

を
行

っ
た

子
ど

も
の

内
容

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

記
入

し
、
児

童
記

録
票

綴
に

フ
ァ

イ
ル

す
る

。
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 (
2
)
 
児

童
相

談
所

が
相

談
援

助
活

動
を

行
う

に
当

た
っ

て
、
保

護
者

、
関

係
機

関

等
に

交
付

す
る

書
類

に
は

次
の

も
の

が
あ

る
。
こ

れ
ら

の
書

類
は

、
逐

次
児

童

記
録

票
綴

に
フ

ァ
イ

ル
し

て
い

く
。

 

①
 
誓

約
書

 

②
 
措

置
決

定
通

知
書

（
保

護
者

用
、

関
係

機
関

用
）

（
別

添
５

）
 

③
 
措

置
解

除
、
停

止
、
変

更
、
延

長
決

定
通

知
書
（

保
護

者
用

、
関

係
機

関

用
）

 

④
 
一

時
保

護
決

定
通

知
書

（
保

護
者

用
）

、
同

解
除

通
知

書
（

保
護

者
用

）
 

⑤
 
委

託
一

時
保

護
決

定
通

知
書
（

保
護

者
用

、
関

係
機

関
用

）
、
同

解
除

通

知
書

（
保

護
者

用
）

 

⑥
 
関

係
機

関
に

対
す

る
協

力
依

頼
書

 

⑦
 
家

庭
裁

判
所

へ
の

送
致

書
（

法
第

2
7
条

第
１

項
第

４
号

、
第

2
7
条

の

３
）

（
別

添
1
2
）

 

⑧
 
家

庭
裁

判
所

、
警

察
等

通
告

児
童

の
援

助
結

果
通

知
書

 

⑨
 
警

察
か

ら
送

致
の

あ
っ

た
児

童
に

関
す

る
援

助
結

果
通

知
書

 

⑩
 
家

庭
裁

判
所

へ
の

申
立

書
等

（
法

第
2
8
条

、
第

3
3
条

第
５

項
、

第
3
3

条
の

６
の

２
第

１
項

、
第

3
3
条

の
７

、
第

3
3
条

の
８

、
第

3
3
条

の
９

）

（
別

添
1
4
、

1
5
、

1
6
、

1
8
、

1
9
及

び
2
0
）

 

⑪
 
家

庭
裁

判
所

調
査

嘱
託

回
答

書
 

⑫
 
同

意
書

 

⑬
 
判

定
意

見
書

、
証

明
書

 

⑭
 
１

歳
６

か
月

児
、

３
歳

児
精

密
健

康
診

査
受

診
票

 

⑮
 
出

頭
要

求
告

知
書

（
別

添
１

及
び

３
）

 

⑯
 
告

発
状

（
別

添
２

）
 

⑰
 
臨

検
・

捜
索

許
可

状
請

求
書

（
別

添
４

）
 

⑱
 
面

会
・

通
信

制
限

決
定

通
知

書
（

別
添

７
及

び
８

）
 

⑲
 
面

会
・

通
信

制
限

解
除

決
定

通
知

書
（

別
添

９
）

 

⑳
 
接

近
禁

止
命

令
書

（
別

添
1
0
）

 

(
2
)
 
児

童
相

談
所

が
相

談
援

助
活

動
を

行
う

に
当

た
っ

て
、
保

護
者

、
関

係
機

関
等

に
交

付
す

る
書

類
に

は
次

の
も

の
が

あ
る

。
こ

れ
ら

の
書

類
は

、
逐

次
児

童
記

録

票
綴

に
フ

ァ
イ

ル
し

て
い

く
。

 

①
 
誓

約
書

 

②
 
措

置
決

定
通

知
書

（
保

護
者

用
、

関
係

機
関

用
）

（
別

添
５

）
 

③
 
措

置
解

除
、

停
止

、
変

更
、

延
長

決
定

通
知

書
（

保
護

者
用

、
関

係
機

関
用

）
 

 ④
 
一

時
保

護
決

定
通

知
書

（
保

護
者

用
）

、
同

解
除

通
知

書
（

保
護

者
用

）
 

⑤
 
委

託
一

時
保

護
決

定
通

知
書
（

保
護

者
用

、
関

係
機

関
用

）
、
同

解
除

通
知

書

（
保

護
者

用
）

 

⑥
 
関

係
機

関
に

対
す

る
協

力
依

頼
書

 

⑦
 
家

庭
裁

判
所

へ
の

送
致

書
（

法
第

2
7
条

第
１

項
第

４
号

、
第

2
7
条

の
３

）

（
別

添
1
2
）

 

⑧
 
家

庭
裁

判
所

、
警

察
等

通
告

児
童

の
援

助
結

果
通

知
書

 

⑨
 
警

察
か

ら
送

致
の

あ
っ

た
児

童
に

関
す

る
援

助
結

果
通

知
書

 

（
新

設
）

 

  ⑩
 
家

庭
裁

判
所

調
査

嘱
託

回
答

書
 

⑪
 
同

意
書

 

⑫
 
判

定
意

見
書

、
証

明
書

 

⑬
 
１

歳
６

か
月

児
、

３
歳

児
精

密
健

康
診

査
受

診
票

 

⑭
 
出

頭
要

求
告

知
書

（
別

添
１

及
び

３
）

 

⑮
 
告

発
状

（
別

添
２

）
 

⑯
 
臨

検
・

捜
索

許
可

状
請

求
書

（
別

添
４

）
 

⑰
 
面

会
・

通
信

制
限

決
定

通
知

書
（

別
添

７
及

び
８

）
 

⑱
 
面

会
・

通
信

制
限

解
除

決
定

通
知

書
（

別
添

９
）

 

⑲
 
接

近
禁

止
命

令
書

（
別

添
1
0
）
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㉑
 
接

近
禁

止
命

令
取

消
書

（
別

添
1
1
）

 

㉒
 
児

童
虐

待
防

止
法

第
1
3
条

の
５

に
規

定
さ

れ
た

報
告

書
 

㉓
 
市

町
村

へ
の

送
致

書
（

法
第

2
6
条

第
１

項
第

３
号

）
（

別
添

1
7
）

 

㉔
 
そ

の
他

 

(
3
)
 

（
略

）
 

 第
４

節
・

第
５

節
 

（
略

）
 

  図
－

２
・

３
 

（
略

）
 

 表
－

１
～

４
 

（
略

）
 

⑳
 
接

近
禁

止
命

令
取

消
書

（
別

添
1
1
）

 

㉑
 
児

童
虐

待
防

止
法

第
1
3
条

の
５

に
規

定
さ

れ
た

報
告

書
 
 

㉒
 
市

町
村

へ
の

送
致

書
（

法
第

2
6
条

第
１

項
第

３
号

）
（

別
添

1
7
）

 
 

㉓
 
そ

の
他

 
 

(
3
)
 

（
略

）
 

 第
４

節
・

第
５

節
 

（
略

）
 

  図
－

２
・

３
 

（
略

）
 

 表
－

１
～

４
 

（
略

）
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  表
－

５
 

【
別

紙
１

参
照

】
 

 別
添

１
～

1
7
 

（
略

）
 

 別
添

1
8
 

【
別

紙
２

参
照

】
 

 別
添

1
9
 

【
別

紙
３

参
照

】
 

 別
添

2
0
 

【
別

紙
４

参
照

】
 

 （
参

考
１

）
児

童
福

祉
司

任
用

前
講

習
会

到
達

目
標

 

（
略

）
 

＜
個

別
到

達
目

標
(
S
p
e
c
i
f
i
c
 
B
e
h
a
v
i
o
r
a
l
 
O
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
[
S
B
O
s
]
)
＞

 

１
．

知
識

 

（
略

）
 

・
児

童
福

祉
法

第
 
2
8
 
条

に
基

づ
く

措
置

、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
申

立
て

、
親

権
停

止
・
喪

失
の

申
立

て
な

ど
、
家

庭
裁

判

所
へ

の
申

立
て

に
つ

い
て

理
解

し
、

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
児

童
福

祉
法

及
び

関
連

法
の

法
体

系
の

変
遷

や
背

景
を

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
民

法
に

お
け

る
親

権
の

理
念

及
び

そ
の

制
限

に
関

し
て

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
 

・
親

権
・
養

子
縁

組
・
特

別
養

子
縁

組
な

ど
子

ど
も

家
族

に
係

る
民

法
の

内
容

に

つ
い

て
説

明
す

る
こ

と
が

で
き

る
 

・
社

会
的

養
護
（

養
子

縁
組
・
特

別
養

子
縁

組
を

含
む

）
の

制
度

や
あ

り
方

及
び

子
ど

も
の

養
育

の
永

続
性

と
継

続
性

に
つ

い
て

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

（
略

）
 

 表
－

５
 

（
新

設
）

 

 別
添

１
～

1
7
 

（
略

）
 

 別
添

1
8
 

（
新

設
）

 

 別
添

1
9
 

（
新

設
）

 

 別
添

2
0
 

（
新

設
）

 

 （
参

考
１

）
児

童
福

祉
司

任
用

前
講

習
会

到
達

目
標

 

（
略

）
 

＜
個

別
到

達
目

標
(
S
p
e
c
i
f
i
c
 
B
e
h
a
v
i
o
r
a
l
 
O
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
[
S
B
O
s
]
)
＞

 

１
．

知
識

 

（
略

）
 

・
児

童
福

祉
法

第
 
2
8
 
条

に
基

づ
く

措
置

、
親

権
停

止
・

喪
失

の
申

立
て

な
ど

、
家

庭
裁

判
所

へ
の

申
立

て
に

つ
い

て
理

解
し

、
説

明
す

る
こ

と
が

で
き

る
 

 ・
児

童
福

祉
法

及
び

関
連

法
の

法
体

系
の

変
遷

や
背

景
を

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

 ・
民

法
に

お
け

る
親

権
の

理
念

及
び

そ
の

制
限

に
関

し
て

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
 

 ・
親

権
・

養
子

縁
組
・

特
別

養
子

縁
組

な
ど

子
ど

も
家

族
に

係
る

民
法

の
内

容
に

つ

い
て

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
社

会
的

養
護
（

養
子

縁
組

・
特

別
養

子
縁

組
を

含
む

）
の

制
度

や
あ

り
方

及
び

子

ど
も

の
養

育
の

永
続

性
と

継
続

性
に

つ
い

て
説

明
す

る
こ

と
が

で
き

る
 

（
略

）
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  ２
．

 
（

略
）

 

 （
参

考
２

）
児

童
福

祉
司

任
用

後
研

修
到

達
目

標
 

（
略

）
 

＜
個

別
到

達
目

標
(
S
p
e
c
i
f
i
c
 
B
e
h
a
v
i
o
r
a
l
 
O
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
[
S
B
O
s
]
)
＞

 

１
．

知
識

 

（
略

）
 

・
児

童
福

祉
法

第
 
2
8
 
条

に
基

づ
く

措
置

、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
申

立
て

、
親

権
停

止
・
喪

失
の

申
立

て
な

ど
、
家

庭
裁

判

所
へ

の
申

立
て

に
つ

い
て

理
解

し
、

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
児

童
福

祉
法

及
び

関
連

法
の

法
体

系
の

変
遷

や
背

景
を

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
民

法
に

お
け

る
親

権
の

理
念

及
び

そ
の

制
限

に
関

し
て

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
 

・
親

権
・
養

子
縁

組
・
特

別
養

子
縁

組
な

ど
子

ど
も

家
族

に
係

る
民

法
の

内
容

に

つ
い

て
説

明
す

る
こ

と
が

で
き

る
 

・
社

会
的

養
護
（

養
子

縁
組
・
特

別
養

子
縁

組
を

含
む

）
の

制
度

や
あ

り
方

及
び

子
ど

も
の

養
育

の
永

続
性

と
継

続
性

に
つ

い
て

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

（
略

）
 

 ２
・

３
 

（
略

）
 

 （
参

考
３

）
児

童
福

祉
司

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

研
修

等
到

達
目

標
 

（
略

）
 

＜
個

別
到

達
目

標
(
S
p
e
c
i
f
i
c
 
B
e
h
a
v
i
o
r
a
l
 
O
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
[
S
B
O
s
]
)
＞

 

１
．

知
識

 

（
略

）
 

 ２
．

 
（

略
）

 

 （
参

考
２

）
児

童
福

祉
司

任
用

後
研

修
到

達
目

標
 

（
略

）
 

＜
個

別
到

達
目

標
(
S
p
e
c
i
f
i
c
 
B
e
h
a
v
i
o
r
a
l
 
O
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
[
S
B
O
s
]
)
＞

 

１
．

知
識

 

（
略

）
 

・
児

童
福

祉
法

第
 
2
8
 
条

に
基

づ
く

措
置

、
親

権
停

止
・

喪
失

の
申

立
て

な
ど

、
家

庭
裁

判
所

へ
の

申
立

て
に

つ
い

て
理

解
し

、
説

明
す

る
こ

と
が

で
き

る
 

 ・
児

童
福

祉
法

及
び

関
連

法
の

法
体

系
の

変
遷

や
背

景
を

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

 ・
民

法
に

お
け

る
親

権
の

理
念

及
び

そ
の

制
限

に
関

し
て

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
 

 ・
親

権
・

養
子

縁
組
・

特
別

養
子

縁
組

な
ど

子
ど

も
家

族
に

係
る

民
法

の
内

容
に

つ

い
て

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
社

会
的

養
護
（

養
子

縁
組

・
特

別
養

子
縁

組
を

含
む

）
の

制
度

や
あ

り
方

及
び

子

ど
も

の
養

育
の

永
続

性
と

継
続

性
に

つ
い

て
説

明
す

る
こ

と
が

で
き

る
 

（
略

）
 

 ２
・

３
 

（
略

）
 

 （
参

考
３

）
児

童
福

祉
司

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

研
修

等
到

達
目

標
 

（
略

）
 

＜
個

別
到

達
目

標
(
S
p
e
c
i
f
i
c
 
B
e
h
a
v
i
o
r
a
l
 
O
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
[
S
B
O
s
]
)
＞

 

１
．

知
識

 

（
略

）
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34
 

 ・
児

童
福

祉
法

第
 
2
8
 
条

に
基

づ
く

措
置

、
児

童
相

談
所

長
の

申
立

て
に

よ
る

特

別
養

子
適

格
の

確
認

の
申

立
て

、
親

権
停

止
・
喪

失
の

申
立

て
な

ど
家

庭
裁

判
所

へ
の

申
立

て
に

つ
い

て
的

確
に

指
導

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
子

ど
も

家
庭

福
祉

に
関

す
る

最
新

の
政

策
と

サ
ー

ビ
ス

及
び

そ
の

背
景

に
つ

い
て

解
説

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
民

法
に

お
け

る
親

権
の

理
念

及
び

そ
の

制
限

に
関

し
て

解
説

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
家

族
機

能
の

評
価

の
方

法
を

指
導

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
社

会
的

養
護
（

養
子

縁
組
・
特

別
養

子
縁

組
を

含
む

）
の

あ
り

方
及

び
永

続
性

と
継

続
性

に
つ

い
て

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

（
略

）
 

 ２
・

３
 

（
略

）
 

・
児

童
福

祉
法

第
 
2
8
 
条

に
基

づ
く

措
置

、
親

権
停

止
・

喪
失

の
申

立
て

な
ど

家
庭

裁
判

所
へ

の
申

立
て

に
つ

い
て

的
確

に
指

導
す

る
こ

と
が

で
き

る
 

 ・
子

ど
も

家
庭

福
祉

に
関

す
る

最
新

の
政

策
と

サ
ー

ビ
ス

及
び

そ
の

背
景

に
つ

い
て

解
説

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
民

法
に

お
け

る
親

権
の

理
念

及
び

そ
の

制
限

に
関

し
て

解
説

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

 ・
家

族
機

能
の

評
価

の
方

法
を

指
導

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
社

会
的

養
護
（

養
子

縁
組

・
特

別
養

子
縁

組
を

含
む

）
の

あ
り

方
及

び
永

続
性

と

継
続

性
に

つ
い

て
説

明
す

る
こ

と
が

で
き

る
 

（
略

）
 

 ２
・

３
 

（
略

）
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表
―
５

 
 
 
特
別
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
手
続
に
お
け
る
子
ど
も
の
年
齢
ご
と
の
留
意
点
 

 

斜
字
体
は
試
験
養
育
に
踏
み
切
れ
な
い
事
例
へ
対
応
す
る
場
合
に
特
に
留
意
す
べ
き
点

 

子
ど
も
に
関
す
る
状
況

 

ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
全
般
に
関
す
る
留
意
点
 

養
親
候
補
者
と
の
愛
着
形
成
に
関
す
る
留
意
点

 
子
ど
も
の
年
齢
 

申
立
を
検
討
す
る
時
の

 

養
育
の
場
所

 
実
親
の
態
度

 

従
前
よ

り
対
象

で
あ
っ

た
年
齢

 

0
～
 

5
歳
 

・
施
設

 

・
養
親
候
補
者
以
外
の

養
育
里
親
ま
た
は
フ
ァ

ミ
リ
ー
ホ
ー
ム

 

・
特
別
養
子
縁
組
を
行

う
こ
と
を
想
定
し
て
養

育
す
る
里
親

 

・
医
療
機
関

 

・
親
族
な
ど
上
記
以
外

 

・
面
会
や
交
流
が
極
め

て
少
な
く
、
働
き
か
け

て
も
変
容
が
な
い
（
没

交
渉
）
。

 

・
養
育
の
見
込
み
が
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

特
別
養
子
縁
組
に
同
意

し
な
い
、
同
意
が
た
び

た
び
変
わ
る
、
意
思
を

示
さ
な
い
な
ど
。
 

・
施
設
か
ら
の
措
置
変
更
を
検
討
す
る
場
合
、
子
ど
も
に
と
っ

て
実
親
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う

観
点
か
ら
、
援
助
計
画
作
成
へ
向
け
た
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行

う
。
具
体
的
に
は
、
児
相
そ
の
他
の
関
係
機
関
の
支
援
者
か

ら
働
き
か
け
た
こ
と
に
対
す
る
実
親
の
態
度
お
よ
び
そ
の
変

容
の
状
況
を
評
価
し
、
長
期
間
変
容
し
な
い
場
合
は
、
特
別

養
子
縁
組
を
優
先
的
に
検
討
す
る
。

 

・
特
別
養
子
縁
組
の
援
助
方
針
に
対
し
実
親
が
同
意
し
な
い
場

合
や
意
向
が
不
明
で
あ
る
場
合
に
は
、
児
童
相
談
所
長
に
よ

る
特
別
養
子
適
格
の
確
認
の
審
判
の
申
立
て
や
手
続
へ
の
参

加
に
よ
っ
て
、
必
要
以
上
に
手
続
き
が
遅
れ
る
こ
と
が
な
い

よ
う
留
意
す
る
。
 

・
施
設
等
に
お
い
て
子
ど
も
が
生
活
し
て
い
る
場

合
に
は
、
特
定
の
大
人
と
関
係
性
を
構
築
で
き

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
心
理
診
断
に
加
え
、

生
活
の
様
子
を
観
察
す
る
な
ど
に
よ
っ
て
評
価

す
る
。
ま
た
、
施
設
等
の
意
見
も
参
考
に
す

る
。
 

・
特
別
養
子
縁
組
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
養
育

す
る
里
親
の
下
で
子
ど
も
が
生
活
し
て
い
る
場

合
に
は
、
養
親
候
補
者
に
対
す
る
子
ど
も
の
愛

着
形
成
の
状
況
に
つ
い
て
、
心
理
診
断
に
加

え
、
生
活
の
様
子
を
里
親
か
ら
丁
寧
に
聴
き
取

る
こ
と
や
養
育
の
様
子
を
観
察
す
る
こ
と
な
ど

に
よ
っ
て
評
価
す
る
。
 

・
子
ど
も
に
対
し
て
、
特
別
養
子
縁
組
を
行
う
こ

と
及
び
そ
の
結
果
生
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
子

ど
も
の
年
齢
や
発
達
状
況
に
応
じ
て
丁
寧
に
説

明
し
、
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
子

ど
も
自
身
の
希
望
を
評
価
す
る
。

 

新
た
に

対
象
と

な
っ
た

年
齢
 

6
～
 

9
歳
 

・
思
春
期
ま
で
の
期
間
が
比
較
的
短
い
た
め
、
養
親
候
補
者
と

児
童
と
の
関
係
性
お
よ
び
そ
の
変
化
に
留
意
す
る
。
 

・
養
親
候
補
者
に
対
し
て
は
、
子
ど
も
が
思
春
期
に
な
っ
て
混

乱
す
る
こ
と
が
起
こ
り
得
る
こ
と
や
実
際
に
混
乱
が
生
じ
た

場
合
に
は
適
切
に
支
援
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
研
修
や

マ
ッ
チ
ン
グ
等
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
伝
え
る
。

 

1
0
～
 

1
4
歳
 

・
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
へ
向
け
た
取
組
の
前
後
に
お
け
る
子

ど
も
の
生
活
状
況
や
他
者
と
の
関
係
性
に
関
す
る
ア
セ
ス
メ

ン
ト
に
留
意
す
る
。

 

・
特
に
、
子
ど
も
が
、
実
親
と
の
関
係
や
養
親
と
の
関
係
、
自

身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い

る
か
に
つ
い
て
、
面
接
等
で
確
認
す
る
。

 

別
紙
１
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1
5
歳
 

以
上
 

・
特
別
養
子
縁
組
を
行

う
こ
と
を
想
定
し
て
養

育
す
る
里
親
。
 

・
1
5
歳
以
前
か
ら
引
き

続
き
養
育
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
か
つ
、

15
歳

直
前
に
里
親
委
託
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
申
立

ま
で
の
熟
慮
期
間
が
短

か
っ
た
な
ど
や
む
を
得

な
い
事
由
に
よ
り
申
立

て
が
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
要
件
と
す
る
。
 

・
面
会
・
交
流
が
極
め

て
少
な
く
、
働
き
か
け

て
も
変
容
が
な
い
（
没

交
渉
）
。

 

・
養
育
の
見
込
み
が
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

特
別
養
子
縁
組
に
同
意

し
な
い
、
同
意
が
た
び

た
び
変
わ
る
、
意
思
を

示
さ
な
い
な
ど
。

 

・
子
ど
も
が
、
特
別
養
子
縁
組
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
思

い
迷
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
子
ど
も
が
実
親

に
対
す
る
感
情
面
の
整
理
や
養
親
と
の
関
係
性
を
構
築
で
き

て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
必
要
な
場
合
に
は
適
時
適
切

に
相
談
・
支
援
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
体
制
を
整
え
て
お
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

 

・
子
ど
も
と
里
親
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
心
理

診
断
に
加
え
、
生
活
の
様
子
を
子
ど
も
と
里
親

そ
れ
ぞ
れ
か
ら
丁
寧
に
聴
き
取
る
な
ど
に
よ
っ

て
評
価
す
る
。
 

・
子
ど
も
が
特
別
養
子
縁
組
を
行
う
こ
と
に
同
意

し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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別添18（様式例） 

                               受付印 
 
児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認申立書  

 

 
   

準口頭 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

関連事件番号 令和  年（家 ）第      号 
 

  予納郵便切手            円 

 

 

 

             家 庭 裁 判 所 

                         御 中 

 

     令和   年   月     日 

申  立  人 

(手続代理人など） 

の記名押印 

                                     

 

 印 

 

 

当 事 者 及 び 関 係 者 

別紙「当事者及び関係者目録」記載のとおり 

 

申    立    て    の    趣    旨 

養親としての適格性を有する者との間における特別養子縁組について，特別養子適格の確認の審判を求める。 

 

申    立    て    の    理    由   

（申 立 て の 動 機 ・ 事 情 等） 

 
別紙「申立ての理由」記載のとおり 

 

縁 組 同 意 の 有 無 等   
 

養
子
と
な
る
者
の
父 

 

（
実
父
） 

 

 

１ 有 

 

 

２ 無 

 

（同意を得られない／不要とする事情） 

 

 

養
子
と
な
る
者
の
母 

 

（
実
母
） 

 

１ 有 

 

 

２ 無 

 

（同意を得られない／不要とする事情） 

 

 

（注） 太枠の中だけ記入してください。 

 

 
 

（１） 

         添 付 資 料 

（同じ書類は１通で足ります。審理のために必要な場合は，追加書類の提出をお願いすることがあります。） 

□ 養子となる者の戸籍謄本（全部事項証明書） 

□ 養子となる者の実父母の戸籍謄本（全部事項証明書） 

□ 児童相談所長の在職証明書（写し） 

□ 申立てに係る報告書 

□ 

別紙２ 
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別添18（様式例） 

（別 紙）                    

当事者及び関係者目録 
 

申 

立 

人 

住  所 

連 絡 先 

 〒        －               電話    （     ） 
                                                               

 

氏  名 

 

手 

続 

代 

理 

人 

住  所 

連 絡 先 

〒        －               電話    （     ） 
                                                               

 

氏  名 

 

 

養 

子 

と 

な 

る 

者  

 

住  所 

 〒         －                                電話          （         ） 

                                                              

 （         方） 

 フ リ ガ ナ 

 氏  名 

  

 
 

平成    

 令和   年  月   日生 

     （      歳） 

 
 
 
 

養
子
と
な
る
者
の
父 

 
 
 

（
実
父
） 

住  所 

 〒         －                                電話          （         ） 

                                                               

（         方） 

 フ リ ガ ナ 

 氏  名 

 

 
昭和    

 平成   年   月   日生 

        

（      歳） 

 
 
 

養
子
と
な
る
者
の
母 

 
 
 

（
実
母
） 

 

住  所 
〒         －                                電話          （         ） 

                                                               

（         方） 

フ リ ガ ナ 

 氏  名 

 

 

 

 
昭和    

 平成   年   月   日生 

      

  （      歳） 

※１ 
 住  所 

〒         －                                電話          （         ） 

                                                               

（         方） 

フ リ ガ ナ 

 氏  名 

 

 昭和    

 平成   年   月   日生 

       （      歳） 

※１ 
 住  所 

〒         －                                電話          （         ） 

                                                               

（         方） 

フ リ ガ ナ 

 氏  名 

 

 昭和    

 平成   年   月   日生 

       （      歳） 

※１ 養子となる者に実父母のほかに養父母がある場合には，それぞれについて，養子となる者に未成年後見人，父

母以外で親権を行う者（父母が未成年であるときのその父母又は未成年後見人，審判前の保全処分によって選

任された親権者又は未成年後見人の職務代行者，児童福祉法第４７条第１項又は第２項の児童福祉施設の長等）

又は監護者がある場合には，これらの者（監護者について記載することに差し支えがある場合を除く。）につい

て，かっこ内に養子となる者との関係を特定した上，所要事項を記入してください。 

（２） 
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別添18（様式例） 

 

（別 紙） 

※２               申立ての理由 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 申立ての理由には，申立ての動機，経緯のほかに，ア 養子となる者の出生の経緯，生活歴及び心身の状況

（出生時の状況，これまでの家庭環境，監護状況等，病歴，健康状態，心身の発達状況等），イ 未成年後見人，

父母以外で親権を行う者の意向等を記入してください。 

なお，この申立書は，利害関係人が閲覧や謄写をする可能性がありますので，その点にご留意のうえ，簡潔に 

記載してください。 

 

 

（３） 
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別添 19（様式例） 

申立てに係る報告書 

 

令和 ○年 ○月 ○日 

○○児童相談所長     

 ○○ ○○ 私印 

 

申立ての概要 

 

  

 

 

 

 

指導援助の状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養子縁組についての意思確認の状況 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 
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別添20（様式例） 

 

令和  年（家ロ）第    号 特別養子適格の確認の審判事件 

申 立 人 ら  ○  ○  ○  ○ 外１名 

養子となる者  ○  ○  ○  ○ 

 

参 加 申 出 書 

 

                                   令和  年  月  日 

 ○○家庭裁判所      御 中 

 

            参加申出人 

（住 所）〒   －    

                                                       

 （氏 名）     児童相談所長           印 

 

            参加の趣旨及び理由      

 頭書事件について，参加申出人は，児童福祉法第３３条の６の３に基づき，本件

手続に参加する。 

 

添付資料  

 児童相談所長の在職証明書（写し） 

別紙４ 
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○
厚
生
労
働
省
告
示
第

号

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に

よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
三
十
七
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
が
適
切
に
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
業
務
を
行
う
た
め
の
指
針
（
平
成

二
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
二
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
が
適
切
に
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
業
務
を
行
う
た
め
の
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
案
）
（
特
別
養
子
制
度
の
見
直
し
を
踏
ま
え
た

現
時
点
の
改
正
案
）

資料28
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一

基
本
的
な
考
え
方

第
一

基
本
的
な
考
え
方

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

特
別
養
子
制
度
に
係
る
留
意
点

（
新
設
）

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
（
以
下
「
特
別
養
子
縁
組
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
の
民
法
の
改
正
に
お
い
て
、
養
子
と
な
る
者
の

年
齢
の
上
限
が
原
則
と
し
て
十
五
歳
未
満
、
養
子
と
な
る
者
が
十
五
歳
に

達
す
る
前
か
ら
引
き
続
き
養
親
と
な
る
者
に
監
護
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
十
五
歳
に
達
す
る
ま
で
に
民
法
第
八
百
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る

請
求
が
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き

は
十
八
歳
未
満
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
家
事
事
件
手
続
法
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
百
六
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特

別
養
子
適
格
の
確
認
の
審
判
（
以
下
「
特
別
養
子
適
格
の
確
認
の
審
判
」

と
い
う
。
）
を
新
設
す
る
等
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
養
子
と
な

る
者
の
年
齢
の
上
限
の
引
上
げ
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
の
最
善
の
利
益
を

図
る
観
点
か
ら
、
法
律
上
の
親
子
関
係
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
速
や
か
に
特
別
養
子
縁
組
に
係
る
家
庭
裁
判
所
へ

の
申
立
て
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
特
別
養
子
縁
組
成
立
後
も
含
め
、
児
童
の
年
齢
や
発
達
段
階
に
応
じ

て
、
適
切
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
児
童
相
談
所
等
の
関
係
機
関
と
必

要
な
連
携
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

第
二

児
童
の
父
母
等
に
対
す
る
相
談
・
支
援

第
二

児
童
の
父
母
等
に
対
す
る
相
談
・
支
援

（
略
）

（
略
）

一

児
童
の
父
母
等
に
よ
る
養
育
の
可
能
性
の
模
索

一

児
童
の
父
母
等
に
よ
る
養
育
の
可
能
性
の
模
索

（
略
）

（
略
）

ま
た
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
当
該
児
童
の
発
達
段
階
、
当
該
児
童
が
児

ま
た
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事

童
虐
待
（
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八

務
所
等
の
関
係
機
関
に
連
絡
を
と
る
な
ど
、
当
該
児
童
及
び
そ
の
父
母
等
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十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受

に
対
し
、
適
切
な
支
援
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

け
た
事
実
の
有
無
、
児
童
の
父
母
等
の
生
活
状
況
等
を
考
慮
し
、
必
要
に

る
こ
と
。

応
じ
て
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
等
の
関
係
機
関
に
連
絡
を
と
る
な

ど
、
当
該
児
童
及
び
そ
の
父
母
等
に
対
し
、
適
切
な
支
援
が
提
供
さ
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

二

養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
希
望
す
る
場
合
の
児
童
の
父
母
等
の
同
意

二

養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
希
望
す
る
場
合
の
児
童
の
父
母
等
の
同
意

（
略
）

（
略
）

㈠
・
㈡

（
略
）

㈠
・
㈡

（
略
）

（
削
る
）

㈢

児
童
の
父
母
等
が
児
童
を
残
し
て
失
踪
し
た
場
合
等
、
児
童
が
要
保

護
児
童
に
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
相
談
所
等
に
通
告
す
る
こ
と
。

㈢

（
略
）

㈣

（
略
）

三

同
意
に
係
る
禁
止
行
為

三

同
意
に
係
る
禁
止
行
為

法
第
二
十
七
条
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
同

こ
れ
ま
で
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
児
童
の
父
母
等
は
、
原
則
と
し
て
養
子

意
を
し
た
者
は
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
に
つ
い
て
そ
の
養

縁
組
の
成
立
の
審
判
が
確
定
す
る
ま
で
養
子
縁
組
の
同
意
を
撤
回
す
る
こ

子
縁
組
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
、
い
つ
で
も
そ
の
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
児
童
の
父
母
等
の
熟
慮
や
養
子
縁
組

が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
児
童
の
父
母
等
の
熟

の
同
意
の
撤
回
を
妨
げ
る
行
為
と
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら

慮
や
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
同
意
の
撤
回
を
妨
げ
る
行
為
と
し
て

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈠

期
限
ま
で
に
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
無
け
れ
ば
養
子

㈠

期
限
ま
で
に
同
意
が
無
け
れ
ば
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
行
わ
な
い

縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
児
童
の
父
母
等
に
当
該
期

こ
と
と
し
て
児
童
の
父
母
等
に
当
該
期
限
ま
で
に
早
急
に
同
意
す
る
よ

限
ま
で
に
早
急
に
同
意
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。

う
求
め
る
こ
と
。

㈡

児
童
の
父
母
等
に
対
し
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
同
意
の
撤
回

㈡

児
童
の
父
母
等
に
対
し
養
子
縁
組
の
同
意
の
撤
回
を
禁
止
す
る
こ
と

を
禁
止
す
る
こ
と
。

。

㈢

児
童
の
父
母
等
に
よ
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
同
意
の
撤
回

㈢

児
童
の
父
母
等
に
よ
る
養
子
縁
組
の
同
意
の
撤
回
を
困
難
に
す
る
こ

を
困
難
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
撤
回
に
当
た
り
追
加
の
費

と
を
目
的
と
し
て
、
同
意
の
撤
回
に
当
た
り
追
加
の
費
用
を
求
め
た
り

用
を
求
め
た
り
、
心
理
的
な
圧
迫
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
。

、
心
理
的
な
圧
迫
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
。

第
三

（
略
）

第
三

（
略
）

第
四

養
子
縁
組
希
望
者
に
よ
る
児
童
の
養
育
等

第
四

養
子
縁
組
希
望
者
に
よ
る
児
童
の
養
育
等

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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四

縁
組
成
立
前
養
育
に
お
け
る
支
援

四

縁
組
成
立
前
養
育
に
お
け
る
支
援

（
略
）

（
略
）

ま
た
、
支
援
を
行
っ
て
も
、
養
親
希
望
者
と
児
童
と
の
関
係
が
良
好
で

ま
た
、
支
援
を
行
っ
て
も
、
養
親
希
望
者
と
児
童
と
の
関
係
が
良
好
で

な
い
、
児
童
の
父
母
等
が
法
第
二
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を

な
い
等
の
た
め
に
縁
組
成
立
前
養
育
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に
は
、
養
親
希

撤
回
し
た
等
の
た
め
に
縁
組
成
立
前
養
育
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に
は
、
養

望
者
と
児
童
の
双
方
に
対
し
て
丁
寧
な
ケ
ア
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

親
希
望
者
と
児
童
の
双
方
に
対
し
て
丁
寧
な
ケ
ア
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

。
さ
ら
に
、
児
童
の
安
全
や
健
全
な
育
成
の
観
点
か
ら
支
援
が
必
要
と
認

な
い
。
さ
ら
に
、
児
童
の
安
全
や
健
全
な
育
成
の
観
点
か
ら
支
援
が
必
要

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
等
の
関
係
機
関
に
連

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
等
の
関
係
機
関

絡
を
す
る
な
ど
の
必
要
な
対
応
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
連
絡
を
す
る
な
ど
の
必
要
な
対
応
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
・
第
六

（
略
）

第
五
・
第
六

（
略
）

第
七

業
務
の
適
正
な
運
営
の
た
め
の
体
制
等

第
七

業
務
の
適
正
な
運
営
の
た
め
の
体
制
等

一

業
務
体
制

一

業
務
体
制

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

関
係
機
関
と
の
連
携

㈡

関
係
機
関
と
の
連
携

児
童
の
最
善
の
利
益
を
図
る
観
点
か
ら
、
法
第
四
条
の
規
定
に
基
づ

児
童
の
最
善
の
利
益
を
図
る
観
点
か
ら
、
法
第
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
、
他

き
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
、
他

の
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
や
児
童
相
談
所
と
連
携
及
び
協
力
す
る
よ
う
努

の
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
や
児
童
相
談
所
と
連
携
及
び
協
力
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
児
童
の
父
母
等
が
児
童
を
残
し
て
失

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

踪
し
た
場
合
、
児
童
が
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
場
合
等
、
当

該
児
童
が
要
保
護
児
童
又
は
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
に

当
た
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
五
条
第
一
項

又
は
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
れ
を
児
童
相
談
所
等
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

㈢

（
略
）

㈢

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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1 

 ○
 

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
よ

る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
係

る
児

童
の

保
護

等
に

関
す

る
法

律
等

の
施

行
に

つ
い

て
（

通
知

）
（

平
成

2
9
年

1
1
月

2
7
日

付
け

子
発

1
1
2
7
第

４
号

厚
生

労
働

省
子

ど
も

家
庭

局
長

通
知

）
の

一
部

改
正

（
案

）
 

※
 

以
下

は
、

民
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

元
年

法
律

第
3
4
号

）
に

よ
る

特
別

養
子

制
度

の
見

直
し

を
踏

ま
え

た
現

時
点

の
改

正
案

で
あ

る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
現
行

 

第
１

 
（
略
）

 

 第
２

 
概
要

 

Ⅰ
 
総
則

 

 
１
～
３

 
（
略
）

 

 
４

 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
及
び
児
童
相
談
所
の
連
携
及
び
協
力
（
法
第
４
条
）

 

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
は
、
当
該
民

間
あ
っ
せ
ん
機
関
並
び
に
他
の
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
及
び
児
童
相
談
所
は
、
児

童
の
最
善
の
利
益
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
必
要
な
情

報
を
共
有
す
る
こ
と
等
に
よ
り
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

 

具
体
的
に
は
、
児
童
相
談
所
に
つ
い
て
は
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
の
必
要

性
が
あ
る
と
認
め
る
要
保
護
児
童
（
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
８
項
に
規
定

す
る
要
保
護
児
童
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に

あ
っ
せ
ん
を
依
頼
す
る
こ
と
や
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
が
養
親
希
望
者
に
対
し

て
行
う
研
修
に
関
し
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
す
る
こ
と
（
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
テ

キ
ス
ト
、
実
習
先
の
紹
介
等
）
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
民
間
あ
っ

せ
ん
機
関
に
つ
い
て
は
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
の
申
込
み
が
あ
っ
た
児
童
に

つ
い
て
、
児
童
の
父
母
等
が
児
童
を
残
し
て
失
踪
し
た
場
合
、
児
童
が
児
童
虐

待
（
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
2
年
法
律
第

8
2
号
）
第
２

条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
場

合
等
、
当
該
児
童
が
要
保
護
児
童
又
は
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ

る
児
童

に
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
児
童
福
祉
法
第

2
5
条
第
１
項
又
は
児

第
１

 
（
略
）

 

 第
２

 
概
要

 

Ⅰ
 
総
則

 

 
１
～
３

 
（
略
）

 

 
４

 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
及
び
児
童
相
談
所
の
連
携
及
び
協
力
（
法
第
４
条
）

 

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
は
、
当
該
民

間
あ
っ
せ
ん
機
関
並
び
に
他
の
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
及
び
児
童
相
談
所
は
、
児

童
の
最
善
の
利
益
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
必
要
な
情

報
を
共
有
す
る
こ
と
等
に

よ
り
相
互
に
連
携
を
図
り

な
が
ら
協
力
す
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

 

具
体
的
に
は
、
児
童
相
談
所
に
つ
い
て
は
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
の
必
要

性
が
あ
る
と
認
め
る
要
保
護
児
童
（
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
８
項
に
規
定

す
る
要
保
護
児
童
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に

あ
っ
せ
ん
を
依
頼
す
る
こ
と
や
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
が
養
親
希
望
者
に
対
し

て
行
う
研
修
に
関
し
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
す
る
こ
と
（
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
テ

キ
ス
ト
、
実
習
先
の
紹
介
等
）
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
民
間
あ
っ

せ
ん
機
関
に
つ
い
て
は
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
の
申
込
み
が
あ
っ
た
児
童
に

つ
い
て
、
保
護
措
置
が
必
要
な
場
合
に
児
童
相
談
所
に
通
告
す
る
こ
と
な
ど
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
。

 

ま
た
、
法
第
４
条
の
規
定
の
対
象
で
は
な
い
が
、
地
方
公
共
団
体
の
福
祉
部

局
や
保
健
所
等
の
関
係
機
関
に
つ
い
て
も
、
児
童
の
最
善
の
利
益
に
資
す
る
観

点
か
ら
、
広
く
相
互
に
連
携
・
協
力
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
。
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童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
れ
を

児
童
相
談
所
等
に
通
告
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
。

 

ま
た
、
年
齢
が
高
い
児
童
に
つ
い
て
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
場
合
に

は
、
新
生
児
期
の
養
子
縁
組
と
は
異
な
る
支
援
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必

要
に
応
じ
て
児
童
相
談
所
等
の
関
係
機
関
と
の
連
携
・
協
力
を
図
る
こ
と
。

 

さ
ら
に
、
法
第
４
条
の
規
定
の
対
象
で
は
な
い
が
、
地
方
公
共
団
体
の
福
祉

部
局
や
保
健
所
等
の
関
係
機
関
に
つ
い
て
も
、
児
童
の
最
善
の
利
益
に
資
す
る

観
点
か
ら
、
広
く
相
互
に
連
携
・
協
力
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
。

 

 

 
５

 
（
略
）

 

 Ⅱ
 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
の
許
可
等

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
３

 
許
可
の
欠
格
事
由
（
法
第
８
条
）

 

 
 
（
略
）

 

 
①
～
③

 
（
略
）

 

 
④

 
法
、
児
童
福
祉
法
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び

処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
1
年
法
律
第

5
2
号
）
そ

の
他
国
民
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し

て
５
年
を
経
過
し
な
い
者

 

な
お
、「

国
民
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
」
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
令
第
１
条
）

 

・
 
生
活
保
護
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

1
4
4
号
）

 

 
 
 
・

 
社
会
福
祉
法

 

 
 
 
・

 
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和

6
2
年
法
律
第

3
0
号
）

 

 
 
 
・

 
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

1
2
3
号
）

 

 
 
 
・

 
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

 

         

 
５

 
（
略
）

 

 Ⅱ
 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
の
許
可
等

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
３

 
許
可
の
欠
格
事
由
（
法
第
８
条
）

 

 
 
（
略
）

 

 
①
～
③

 
（
略
）

 

 
④

 
法
、
児
童
福
祉
法
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及

び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
1
年
法
律
第

5
2
号
）

そ
の

他
国

民
の

福
祉

に
関

す
る

法
律

の
規

定
に

よ
り

罰
金

の
刑

に
処

せ
ら

れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か

ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
な
い
者

 

な
お
、
「
国
民
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
」
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
令
第
１
条
）

 

・
 
生
活
保
護
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

1
4
4
号
）

 

 
 
 
・

 
社
会
福
祉
法

 

 
 
 
・

 
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和

6
2
年
法
律
第

3
0
号
）

 

 
 
 
・

 
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

1
2
3
号
）

 

 
 
 
・

 
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
2
年
法
律
第

8
2
号
）
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・
 
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律

（
平
成

1
7
年
法
律
第

1
2
3
号
）

 

 
 
 
・
 
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成

1
8
年
法
律
第

7
7
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と

い
う
。
）

 

 
 
 
・
 
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成

2
3
年
法
律
第

7
9
号
）

 

 
 
 
・

 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成

2
4
年
法
律
第

6
5
号
）

 

 
 
 
・
 
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成

2
5
年
法
律
第

1
0
7
号
。
第

1
2
条
の
５
第

1
5
項
及
び
第

1
7
項
か
ら
第

1
9
項
ま
で
の
規
定
に
限
る
。
）

 

 
⑤

 
児
童
虐
待
又
は
児
童
福
祉
法
第

3
3
条
の

1
0
に
規
定
す
る
被
措
置
児
童
等

虐
待
を
行
っ
た
者
そ
の
他

児
童
の
福
祉
に
関
し
著
し

く
不
適
当
な
行
為
を
し

た
者

 

 
 

 
な
お
、
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
し
著
し
く
不
適
当
な
行
為
を
し
た
者
に

は
、
例
え
ば
、
刑
法
（
明
治

4
0
年
法
律
第

4
5
号
）
第

2
2
章
（
同
法
第

1
8
4

条
を
除
く
。
）
の
罪
を
犯
し
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
行
為
を
し
た
者
が

該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

⑥
～
⑧

 
（
略
）

 

 

４
～

1
7
 
（
略
）

 

 Ⅲ
 
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
業
務

 

 
１

 
相
談
支
援
（
法
第

2
3
条
）

 

 
 
（
略
）

 

⑴
 
児
童
の
父
母
等
に
よ
る
養
育
の
可
能
性
の
模
索
（
指
針
第
２
の
１
）

 

養
子
縁
組
は
、
児
童
の
父
母
等
が
自
ら
養
育
す
る
こ
と
の
可
能
性
や
養
子
縁

組
を
行
う
こ
と
に
よ
る
当
該
児
童
の
利
益
等
に
つ
い
て
十
分
熟
慮
し
た
上
で
決

定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
 
・

 
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
（
平
成

1
7
年
法
律
第

1
2
3
号
）

 

 
 
 
・

 
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
8
年
法
律
第

7
7
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」

と
い
う
。
）

 

 
 
 
・

 
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成

2
3
年
法
律
第

7
9
号
）

 

 
 
 
・

 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成

2
4
年
法
律
第

6
5
号
）

 

 
 
 
・

 
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成

2
5
年
法
律
第

1
0
7
号
。
第

1
2
条
の
５

第
1
5
項
及
び
第

1
7
項
か
ら
第

1
9
項
ま
で
の
規
定
に
限
る
。
）

 

 
⑤

 
児

童
虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
に

規
定

す
る

児
童

虐
待

又

は
児
童
福
祉
法
第

3
3
条
の

1
0
に
規
定
す
る
被
措
置
児
童
等
虐
待
を
行
っ
た

者
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
し
著
し
く
不
適
当
な
行
為
を
し
た
者

 

 
 

 
な
お
、
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
し
著
し
く
不
適
当
な
行
為
を
し
た
者
に

は
、
例
え
ば
、
刑
法
（
明
治

4
0
年
法
律
第

4
5
号
）
第

2
2
章
（
同
法
第

1
8
4

条
を
除
く
。
）
の
罪
を
犯
し
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
行
為
を
し
た
者

が
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

⑥
～
⑧

 
（
略
）

 

 

４
～

1
7
 
（
略
）

 

 Ⅲ
 
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
業
務

 

 
１

 
相
談
支
援
（
法
第

2
3
条
）

 

 
 
（
略
）

 

⑴
 
児
童
の
父
母
等
に
よ
る
養
育
の
可
能
性
の
模
索
（
指
針
第
２
の
１
）

 

養
子
縁
組
は
、
児
童
の
父
母
等
が
自
ら
養
育
す
る
こ
と
の
可
能
性
や
養
子

縁
組
を
行
う
こ
と
に
よ
る

当
該
児
童
の
利
益
等
に
つ

い
て
十
分
熟
慮
し
た
上

で
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
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こ
の
た
め
、
児
童
の
父
母
等
が
養
子
縁
組
に
関
し
意
思
決
定
を
行
う
前
に
、

児
童
の
父
母
等
に
対
し
て
、
そ
の
経
済
的
な
問
題
や
子
育
て
の
問
題
を
解
決
す

る
た
め
の
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
等
に
よ
る
公
的
な
支
援
を
受
け
な
が
ら

自
ら
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
や
、
自
ら
養
育
し
な
い
場
合
に
児
童
の

里
親
委
託
等
の
選
択
肢
を
と
り
得
る
可
能
性
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
こ
と
。

 

ま
た
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
当
該
児
童
の
発
達
段
階
、
当
該
児
童
が
児
童
虐

待
を
受
け
た
事
実
の
有
無
、
児
童
の
父
母
等
の
生
活
状
況
等
を
考
慮
し
、

必
要

に
応
じ
て
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
等
の
関
係
機
関
に
連
絡
を
と
る
な
ど
、

当
該
児
童
及
び
そ
の
父
母
等
に
対
し
、
適
切
な
支
援
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
特
に
、
年
齢
が
高
い
児
童
の
場
合
に
は
、
新

生
児

期
の

養
子

縁
組

と
は

異
な

る
支

援
が

必
要

で
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ

と
。
な
お
、
児
童
の
父
母
等
の
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
や
女
性
健
康
セ
ン
タ
ー
等
の
関
係
機
関
の
相
談
支
援
に
お
い
て
、
特

定
妊
婦
に
同
行
す
る
な
ど
、
出
生
前
の
児
童
の
父
母
等
も
含
め
、
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

 

児
童
の
父
母
等
が
自
ら
育
て
る
意
思
を
固
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
児

童
の
父
母
等
及
び
そ
の
親
族
の
状
況
や
収
入
等
の
養
育
環
境
を
確
認
し
、
児
童

の
安
全
や
健
全
な
育
成
の
観
点
か
ら
支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
等
の
関
係
機
関
へ
連
絡
す
る
な
ど
の
必
要
な
対
応

を
採
る
こ
と
。
児
童
の
父
母
等
が
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
希
望
す
る
意
思
を

固
め
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
児
童
の
父
母
等
に
対
し
、
適
切
な
支
援
が
提

供
さ
れ
る
よ
う
、
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

 

児
童

の
父

母
等

が
養
子

縁
組
の

あ
っ

せ
ん

に
同
意

す
る
か

否
か

に
つ

い
て

考
え
る
時
間
と
環
境
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
児
童
の
出
生
後
に

同
意
を
得
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
５
の
趣
旨
に
鑑
み
、
生
ま
れ
た
児
童
と
そ
の

児
童
の
父
母
等
と
の
交
流
を
禁
止
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
な
お
、
児
童
と
そ

の
父
母
等
と
の
交
流
に
際
し
、
児
童
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
等

の
場
合
に
は
、
当
該
児
童
が
要
保
護
児
童
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
児
童
福

こ
の
た
め
、
児
童
の
父
母
等
が
養
子
縁
組
に
関
し
意
思
決
定
を
行
う
前
に
、

児
童
の
父
母
等
に
対
し
て
、
そ
の
経
済
的
な
問
題
や
子
育
て
の
問
題
を
解
決
す

る
た
め
の
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
等
に
よ
る
公
的
な
支
援
を
受
け
な
が
ら

自
ら
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
や
、
自
ら
養
育
し
な
い
場
合
に
児
童
の

里
親
委
託
等
の
選
択
肢
を
と
り
得
る
可
能
性
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
こ
と
。

 

ま
た
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所

等
の
関
係
機
関
に
連
絡
を
と
る
な
ど
、
当
該
児
童
及
び
そ
の
父
母
等
に
対
し
、

適
切
な
支
援
が
提
供
さ
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。
な

お
、
児
童
の
父
母
等
の
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
や
女
性
健
康
セ
ン
タ
ー
等
の
関
係
機
関
の
相
談
支
援
に
お
い
て
、
特
定
妊
婦

に
同
行
す
る
な
ど
、
出
生
前
の
児
童
の
父
母
等
も
含
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

 

児
童
の
父
母
等
が
自
ら
育
て
る
意
思
を
固
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

児
童
の
父
母
等
及
び
そ
の
親
族
の
状
況
や
収
入
等
の
養
育
環
境
を
確
認
し
、
児

童
の
安
全
や
健
全
な
育
成

の
観
点
か
ら
支
援
が
必
要

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
等
の
関
係
機
関
へ
連
絡
す
る
な
ど
の
必
要
な

対
応
を
採
る
こ
と
。
児
童
の
父
母
等
が
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
希
望
す
る
意

思
を
固
め
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
児
童
の
父
母
等
に
対
し
、
適
切
な
支
援

が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

 

児
童
の
父
母
等
が
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
同
意
す
る
か
否
か
に
つ
い
て

考
え
る
時
間
と
環
境
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
児
童
の
出
生
後
に

同
意
を
得
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
５
の
趣
旨
に
鑑
み
、
生
ま
れ
た
児
童
と
そ
の

児
童
の
父
母
等
と
の
交
流
を
禁
止
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
な
お
、
児
童
と
そ

の
父
母
等
と
の
交
流
に
際
し
、
児
童
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
等

の
場
合
に
は
、
当
該
児
童
が
要
保
護
児
童
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
児
童
福

祉
法
第

2
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
轄
の
児
童
相
談
所
に
通
告
す
る

こ
と
。
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祉
法
第

2
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
轄
の
児
童
相
談
所
に
通
告
す
る

こ
と
。

 

⑵
 
縁
組
成
立
前
養
育
に
お
け
る
支
援
（
指
針
第
４
の
４
）

 

養
親
希
望
者
に
よ
る
養
育
が
開
始
さ
れ
た
後
は
、
養
親
希
望
者
と
児
童
の
関

係
は
日
々
の
生
活
の
中
で
、
様
々
な
状
況
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
民

間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
養
親
希
望
者
と
児
童
を
定
期
的
に
訪
問
し
、
監
護
の
状

況

を
確
認
し
、
養
親
希
望
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
児
童
相
談
所
等
の
関
係
機
関

と
連
携
し
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
相
談
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

 

児
童
の
最
善
の
利
益
の
観
点
か
ら
、
法
律
上
の
親
子
関
係
を
成
立
さ
せ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
特
別
養
子
制
度
に
お
け
る
養
子
と
な
る

者
の
年
齢
の
上
限
の
引
上
げ
に
関
わ
ら
ず
、
速
や
か
に
養
子
縁
組
に
係
る
家
庭

裁
判
所
へ
の
申
立
て
が
行
え
る
よ
う
、
養
親
希
望
者
に
対
し
て
、
必
要
な
支
援

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

 

特
に
、
児
童
が
一
定
の
年
齢
に
達
し
て
い
る
場
合
に
特
別
養
子
縁
組
に
対
す

る
当
該
児
童
の
意
思
を
確
認
す
る
際
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
養
親
希
望
者
に
対
し
て
適
切

な
助
言
を
行
う
こ
と
。

 

①
現
在
の
状
況
や
特
別
養
子
縁
組
の
法
的
効
果
（
児
童
の
実
方
の
父
母
や
そ

の
親
族
、
兄
弟
と
の
法
律
上
の
親
族
関
係
が
終
了
す
る
こ
と
、
養
親
と
の

離
縁
が
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
）
、
今
後
の
見
通
し
に
つ
い

て
、
本
人
が
適
切
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
丁
寧
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
。

 

②
児

童
が

既
に
同

居
し

て
い
る

者
と

の
特
別

養
子

縁
組
を

検
討

し
て
い

る

場
合
に
は
、
児
童
が
自
由
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の

者
が
同
席
し
な
い
場
で
説
明
・
意
思
確
認
を
行
う
等
の
配
慮
を
検
討
す
る

こ
と
。

 

こ
の
と
き
、
児
童
に
対
し
て
自
ら
が
実
親
で
は
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
告
知

  

⑵
 
縁
組
成
立
前
養
育
に
お
け
る
支
援
（
指
針
第
４
の
４
）

 

養
親
希
望
者
に
よ
る
養
育
が
開
始
さ
れ
た
後
は
、
養
親
希
望
者
と
児
童
の

関
係
は
日
々
の
生
活
の
中
で
、
様
々
な
状
況
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
養
親
希
望
者
と
児
童
を
定
期
的
に
訪
問
し
、
監
護
の
状

況
を
確
認
し
、
養
親
希
望
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
児
童
相
談
所
等
の
関
係
機

関
と
連
携
し
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
相
談
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

 

児
童
の
最
善
の
利
益
の
観
点
か
ら
、
法
律
上
の
親
子
関
係
を
成
立
さ
せ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
速
や
か
に
養
子
縁
組
に
係
る
家
庭
裁

判
所
へ
の
申
立
て
が
行
え
る
よ
う
、
養
親
希
望
者
に
対
し
て
、
必
要
な
支
援
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

 

ま
た
、
支
援
を
行
っ
て
も
、
養
親
希
望
者
と
児
童
と
の
関
係
が
良
好
で
な
い

等
の
た
め
に
養
親
希
望
者
に
よ
る
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
児
童
の
養
育
（
以
下

「
縁
組
成
立
前
養
育
」
と
い
う
。
）
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に
は
、
養
親
希
望
者

と
児
童
の
双
方
に
対
し
て
丁
寧
な
ケ
ア
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
さ

ら
に
、
児
童
の
安
全
や
健
全
な
育
成
の
観
点
か
ら
支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
等
の
関
係
機
関
に
連
絡
を
す
る
な
ど

の
必
要
な
対
応
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
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が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
養
親
希
望
者
に
そ
の
告
知
の
重
要
性
を

伝
え
る
と
と
も
に
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
特
に
、
児
童
が

1
5
歳
以
上
で
あ

る
場
合
に
は
、
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
は
当
該
児
童
の
同
意
が
要
件
と
な
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
同
意
の
前
提
と
し
て
告
知
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
こ
と
を
養
親
候
補
者
に
説
明
す
る
こ
と
。

 
 

ま
た
、
支
援
を
行
っ
て
も
、
養
親
希
望
者
と
児
童
と
の
関
係
が
良
好
で
な
い

、

児
童
の
父
母
等
が
法
第

2
7
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
撤
回
し
た
等
の

た
め
に
養
親
希
望
者
に
よ
る
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
児
童
の
養
育
（
以
下
「

縁

組
成
立
前
養
育
」
と
い
う
。
）
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に
は
、
養
親
希
望
者
と
児

童
の
双
方
に
対
し
て
丁
寧
な
ケ
ア
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
さ
ら
に
、

児
童
の
安
全
や
健
全
な
育
成
の
観
点
か
ら
支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
等
の
関
係
機
関
に
連
絡
を
す
る
な
ど
の
必
要

な
対
応
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

 

 ２
・
３

 
（
略
）

 

 ４
 
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
養
親
希
望
者
（
法
第

2
6

条
）

 

 
 
（
略
）

 

 
①
・
②

 
（
略
）

 

 
③

 
児
童
虐
待
又
は
児
童
福
祉
法
第

3
3
条
の

1
0
に
規
定
す
る
被
措
置
児
童
等

虐
待
を
行
っ
た
者
そ
の
他

児
童
の
福
祉
に
関
し
著
し

く
不
適
当
な
行
為
を
し

た
者

 

 
 

 
な
お
、
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
し
著
し
く
不
適
当
な
行
為
を
し
た
者
に

は
、
例
え
ば
刑
法
第

2
2
章
（
第

1
8
4
条
を
除
く
。
）
の
罪
を
犯
し
た
者
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
行
為
を
し
た
者
が
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
④
・
⑤

 
（
略
）

 

 

            

  ２
・
３

 
（
略
）

 

 ４
 
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
養
親
希
望
者
（
法
第

2
6

条
）

 

 
 
（
略
）

 

 
①
・
②

 
（
略
）

 

 
③

 
児

童
虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
に

規
定

す
る

児
童

虐
待

又

は
児
童
福
祉
法
第

3
3
条
の

1
0
に
規
定
す
る
被
措
置
児
童
等
虐
待
を
行
っ
た

者
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
し
著
し
く
不
適
当
な
行
為
を
し
た
者

 

 
 

 
な
お
、
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
関
し
著
し
く
不
適
当
な
行
為
を
し
た
者
に

は
、
例
え
ば
刑
法
第

2
2
章
（
第

1
8
4
条
を
除
く
。
）
の
罪
を
犯
し
た
者
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
行
為
を
し
た
者
が
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
④
・
⑤

 
（
略
）
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 ５
 
児
童
の
父
母
等
の
同
意
（
法
第

2
7
条
）

 

 
⑴

 
（
略
）

 

⑵
 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
と
き
は
、
養
親
希

望
者
の
選
定
に
先
立
ち
、
養
親
希
望
者
の
選
定
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
次
に

掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
か
ら
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。
（
法
第

2
7
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
）
た
だ
し
、
特
別

養
子
縁
組
の
成
立
に
係
る
民
法
第

8
1
7
条
の
６
に
規
定
す
る
父
母
の
同
意
に

つ
い
て
は
、
特
別
養
子
適
格
の
確
認
の
審
判
に
お
い
て
、
養
子
と
な
る
べ
き
者

の
出
生
の
日
か
ら
２
月
を
経
過
し
た
後
に
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
に
よ
る
事
実

の
調
査
を
経
た
上
で
家
庭
裁
判
所
に
書
面
を
提
出
し
て
さ
れ
た
も
の
又
は
審

問
の
期
日
に
お
い
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
同
意
を
し
た
日
か
ら
２
週
間

を
経
過
し
た
場
合
に
は
、
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
以
下
「
民
法
上
の
同

意
の
撤
回
制
限
」
と
い
う
。
）
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
で
あ
っ
て

も
、
児
童
の
父
母
か
ら
養
親
希
望
者
の
選
定
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
を

得
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
か
ら
、
丁
寧
に
説
明
す
る
な
ど
し
て
理
解
を
得
る
よ

う
に
す
る
こ
と
。

 

 
 
①
～
③

 
（
略
）

 

 
⑶

 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
と
き
は
、
養
親
希

望
者
と
児
童
と
の
面
会
に
先
立
ち
、
養
親
希
望
者
と
児
童
が
面
会
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
当
該
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
出
生
後
に
、
次
に
掲
げ

る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
か
ら
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。
（
法
第

2
7
条
第
４
項
か
ら
第
６
項
ま
で
）
た
だ
し
、
 
児
童
の
父

母
に
つ
い
て
民
法
上
の
同

意
の
撤
回
制
限
が
か
か
っ

て
い
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
児
童
の
父
母
か
ら
養
親
希
望
者
と
児
童
が
面
会
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同

意
を
得
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
か
ら
、
丁
寧
に
説
明
す
る
な
ど
し
て
理
解
を
得

る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

 

 
 
①
～
③

 
（
略
）

 

⑷
 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
際
し
、
縁
組
成
立
前
養
育

５
 
児
童
の
父
母
等
の
同
意
（
法
第

2
7
条
）

 

 
⑴

 
（
略
）

 

⑵
 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
と
き
は
、
養
親

希
望
者
の
選
定
に
先
立
ち
、
養
親
希
望
者
の
選
定
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
か
ら
同
意
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
法
第

2
7
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
）

 

          

 
 
①
～
③

 
（
略
）

 

 
⑶

 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
と
き
は
、
養
親

希
望
者
と
児
童
と
の
面
会
に
先
立
ち
、
養
親
希
望
者
と
児
童
が
面
会
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
当
該
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
出
生
後
に
、
次

に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
か
ら
同
意
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
法
第

2
7
条
第
４
項
か
ら
第
６
項
ま
で
）

 

     
 
①
～
③

 
（
略
）

 

⑷
 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
際
し
、
縁
組
成
立
前
養
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に
先
立
ち
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係

る
児
童
の
出
生
後
に
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る

者
か
ら
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
法
第

2
7
条
第
７
項
か
ら
第

９
項
ま
で
）
た
だ
し
、

 
児
童
の
父
母
に
つ
い
て
民
法
上
の
同
意
の
撤
回
制
限

が
か
か
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
児
童
の
父
母
か
ら
縁
組
成
立
前
養
育
を

行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
を
得
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
か
ら
、
丁
寧
に
説
明

す
る
な
ど
し
て
理
解
を
得
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

 

 
 
①
～
③

 
（
略
）

 

 
⑸
・
⑹

 
（
略
）

 

⑺
 
⑵
か
ら
⑷
ま
で
は
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
が
、
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
よ
り
同
意

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
か
ら
、
⑵
か
ら
⑷
ま
で
の
同

意
を
同
時
に
得
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
（
法
第

2
7
条
第

1
1

項
）

 

 
な
お
、
児
童
の
父
母
等
の
同
意
は
、
あ
っ
せ
ん
の
各
段
階
に
お
い
て
、
そ
の

都
度
得
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
事
前
の
相
談
時
に
お
け
る
児
童
の
父
母
等

の
発
言
等
か
ら
、
将
来
的
に
連
絡
が
取
れ
な
く
な
り
、
同
意
を
得
る
こ
と
が
困

難
に
な
る
可
能
性
が
高
い
場
合
に
は
、
こ
の
⑺
に
よ
り
、
事
前
に
同
意
を
得
て

お
く
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
併
せ
て
、
児
童
の
父
母
等
が
児
童
を
残
し
て

失
踪
し
た
場
合
等
、
当
該
児
童
が
要
保
護
児
童
に
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
場
合

に
は
、
児
童
福
祉
法
第

2
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
相
談
所
等
に
通

告
す
る
こ
と
。
（
指
針
第
７
の
１
）

 

ま
た
、
縁
組
成
立
前
養
育
の
開
始
後
に
児
童
の
父
母
等
が
同
意
を
撤
回
し
た

場
合
に
は
、
児
童
の
心
身
へ
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機

関
は
、
こ
の
⑺
に
よ
り
一
括
同
意
を
得
た
場
合
等
、
事
前
に
児
童
の
父
母
等
か

ら
縁
組
成
立
前
養
育
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
を
得
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
縁
組
成
立
前
養
育
に
先
立
ち
、
改
め
て
縁
組
成
立
前
養
育
を
行
う
こ
と

へ
の
同
意
に
つ
い
て
児
童
の
父
母
等
に
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
（
指
針

第
２
の
２
）

 

育
に
先
立
ち
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん

に
係
る
児
童
の
出
生
後
に
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

掲
げ
る
者
か
ら
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
法
第

2
7
条
第
７
項

か
ら
第
９
項
ま
で
）

 

   

 
 
①
～
③

 
（
略
）

 

 
⑸
・
⑹

 
（
略
）

 

 
⑺

 
⑵
か
ら
⑷
ま
で
は
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
が
、
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
よ
り
同

意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
か
ら
、
⑵
か
ら
⑷
ま
で

の
同
意
を
同
時
に
得
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
（
法
第

2
7
条

第
1
1
項
）

 

 
 

 
な
お
、
児
童
の
父
母
等
の
同
意
は
、
あ
っ
せ
ん
の
各
段
階
に
お
い
て
、
そ

の
都
度
得
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
事
前
の
相
談
時
に
お
け
る
児
童
の
父

母
等
の
発
言
等
か
ら
、
将
来
的
に
連
絡
が
取
れ
な
く
な
り
、
同
意
を
得
る
こ

と
が
困
難
に
な
る
可
能
性
が
高
い
場
合
に
は
、
こ
の
⑺
に
よ
り
、
事
前
に
同

意
を
得
て
お
く
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
併
せ
て
、
児
童
の
父
母
等
が
児

童
を
残
し
て
失
踪
し
た
場
合
等
、
当
該
児
童
が
要
保
護
児
童
に
当
た
る
可
能

性
が
あ
る
場
合
に
は
、
児
童
福
祉
法
第

2
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児

童
相
談
所
等
に
通
告
す
る
こ
と
。
（
指
針
第
２
の
２
）

 

ま
た
、
縁
組
成
立
前
養
育
の
開
始
後
に
児
童
の
父
母
等
が
同
意
を
撤
回
し

た
場
合
に
は
、
児
童
の
心
身
へ
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
民
間
あ
っ
せ

ん
機
関
は
、
こ
の
⑺
に
よ
り
一
括
同
意
を
得
た
場
合
等
、
事
前
に
児
童
の
父

母
等
か
ら
縁
組
成
立
前
養
育
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
を
得
て
い
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
縁
組
成
立
前
養
育
に
先
立
ち
、
改
め
て
縁
組
成
立
前
養
育

を
行
う
こ
と
へ
の
同
意
に
つ
い
て
児
童
の
父
母
等
に
確
認
す
る
よ
う
努
め
る

こ
と
。
（
指
針
第
２
の
２
）
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⑻
 
⑵
か
ら
⑷
ま
で
の
同
意
を
し
た
者
は
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童

に
つ
い
て
そ
の
養
子
縁
組
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
、
い
つ
で
も
、
そ
の
同
意
を

撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
（
法
第

2
7
条
第

1
2
項
）

 

な
お
、
児
童
の
父
母
等
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
の
同
意
の
撤
回
は
、
ト
ラ
ブ
ル
を

防
止
す
る
観
点
か
ら
、
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
規
則

第
1
3
条
第
２
項
）

 

 
⑼

 
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
、
児
童
の
父
母
等
の
熟
慮
や
⑵
か
ら
⑷
ま
で
の
同
意

の
撤
回
を
妨
げ
る
行
為
と
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
児
童
の
父
母
に
つ
い
て
民
法
上
の
同
意
の
撤
回
制
限
が

か
か
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
児
童
の
父
母
の
熟
慮
や

⑵
か
ら
⑷
ま
で
の

同
意
の
撤
回
を
妨
げ
る
行
為
と
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
児
童
の
父
母
に
つ
い
て
民
法
上
の
同
意
の
撤
回
制

限
が
か
か
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
児
童
の
父
母
の
熟
慮
や
⑵
か
ら
⑷
ま

で
の
同
意
の
撤
回
を
妨
げ
る
行
為
と
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
指
針
第
２
の
３
）

 

・
 
期
限
ま
で
に
⑵
か
ら
⑷
ま
で
の
同
意
が
無
け
れ
ば
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん

を
行

わ
な

い
こ

と
と

し
て

児
童

の
父

母
等

に
当

該
期

限
ま

で
に

早
急

に
同

意
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。

 

・
 

児
童

の
父

母
等

に
対

し
⑵

か
ら

⑷
ま

で
の

同
意

の
撤

回
を

禁
止

す
る

こ

と
。

 

・
 
児
童
の
父
母
等
に
よ
る
⑵
か
ら
⑷
ま
で
の
同
意
の
撤
回
を
困
難
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
撤
回
に
当
た
り
追
加
の
費
用
を
求
め
た
り
、
心
理

的
な
圧
迫
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
。

 

な
お
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
児
童
の
父
母
等
が

⑵
か
ら
⑷
ま
で
の
同
意

の
撤
回
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
費
用
の
負
担
が
当
該
同
意
の
撤
回
の
妨
げ
と

な
ら
な
い
よ
う
、
特
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
、
公
的

支
援
に
つ
な
げ
る
な
ど
適
切
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
を
行
う
と
と
も
に
、
手
数

料
の
徴
収
に
つ
い
て
も
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
児
童
の
父

⑻
 
⑵
か
ら
⑷
ま
で
の
同
意
を
し
た
者
は
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児

童
に
つ
い
て
そ
の
養
子
縁
組
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
、
い
つ
で
も
、
そ
の
同

意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
（
法
第

2
7
条
第

1
2
項
）

 

な
お
、
児
童
の
父
母
等
の
同
意
の
撤
回
は
、
ト
ラ
ブ
ル
を
防
止
す
る
観
点

か
ら
、
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
規
則
第

1
3
条
第
２

項
）

 

⑼
 
こ
れ
ま
で
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
児
童
の
父
母
等
は
、
原
則
と
し
て
養
子
縁

組
の
成
立
の
審
判
が
確
定
す
る
ま
で
養
子
縁
組
の
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
、
児
童
の
父
母
等
の

熟
慮
や
養
子
縁
組
の
同
意
の
撤
回
を
妨
げ
る
行
為
と
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為

を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
指
針
第
２
の
３
）

 

    

・
 
期
限
ま
で
に
同
意
が
無
け
れ
ば
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を
行
わ
な
い
こ

と
と

し
て
児

童
の

父
母

等
に

当
該

期
限

ま
で

に
早

急
に

同
意

す
る

よ
う

求
め
る
こ
と
。

 

・
 
児
童
の
父
母
等
に
対
し
養
子
縁
組
の
同
意
の
撤
回
を
禁
止
す
る
こ
と
。

 

 ・
 
児
童
の
父
母
等
に
よ
る
養
子
縁
組
の
同
意
の
撤
回
を
困
難
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
同
意
の
撤
回
に
当
た
り
追
加
の
費
用
を
求
め
た
り
、
心

理
的
な
圧
迫
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
。

 

な
お
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
児
童
の
父
母
等
が
同
意
の
撤
回
を
希
望

す
る
場
合
に
は
、
費
用
の
負
担
が
当
該
同
意
の
撤
回
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
よ

う
、
特
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
は
、
公
的
支
援
に
つ

な
げ
る
な
ど
適
切
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
を
行
う
と
と
も
に
、
手
数
料
の
徴

収
に
つ
い
て
も
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
児
童
の
父
母
等
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母
等
が
⑵
か
ら
⑷
ま
で
の
同
意
の
撤
回
を
希
望
す
る
場
合
に
、
手
数
料
の
支
払

い
を
児
童
の
引
き
渡
し
の
条
件
と
す
る
よ
う
な
こ
と
は
厳
に
慎
む
こ
と
。

 

 ６
～

1
4
 
（
略
）

 

 Ⅳ
 
（
略
）

 

 第
３

 
（
略
）

 

が
同
意
の
撤
回
を
希
望
す
る
場
合
に
、
手
数
料
の
支
払
い
を
児
童
の
引
き
渡

し
の
条
件
と
す
る
よ
う
な
こ
と
は
厳
に
慎
む
こ
と
。

 

 ６
～

1
4
 
（
略
）

 

 Ⅳ
 
（
略
）

 

 第
３

 
（
略
）
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児
童
相
談
所
と
警
察
の
連
携
に
つ
い
て

～
令
和
元
年
・
児
童
福
祉
法
等
改
正
後
の
状
況
～

児
童
福
祉
法
等
の
改
正

○
児
童
虐
待
防
止
法
の
改
正

第
５
条

学
校
、
児
童
福
祉
施
設
、
病
院
、
都
道
府
県
警
察
、
婦
人
相
談
所
、
教
育
委
員
会
、
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に

業
務
上
関
係
の
あ
る
団
体
及
び
学
校
の
教
職
員
、
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
弁
護
士
、
警
察

官
、
婦
人
相
談
員
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
職
務
上
関
係
の
あ
る
者
は
、
児
童
虐
待
を
発
見
し
や
す
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
児
童
虐
待
の

早
期
発
見
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

➡
令
和
２
年
４
月
１
日
施
行

法
改
正
後
の
状
況

１
．
児
童
相
談
所
へ
の
警
察
O
B
等
の
配
置
の
強
化

○
令
和
２
年
度
予
算
案
に
お
い
て
以
下
の
対
応

・
安
全
確
認
体
制
強
化
事
業
の
補
助
基
準
額
の
増
額

1
3
,8

5
1
千
円
／
児
相
（
３
人
分
）

→
1
5
,0

0
6
千
円
（
３
人
分
）

・
警
察

O
B
を
配
置
す
る
場
合
の
増
額

→
2
0
,0

0
8
千
円
（
４
人
分
）

・
直
近
の
児
童
相
談
所
に
お
け
る
警
察
官
等
の
配
置
状
況
：
平
成

3
1
年
４
月
１
日
現
在

1
4
8
か
所
（
全
体
：

2
1
5
か
所
）
、

6
8
.8

%
警
察
官

4
4
名
、
警
察

O
B
 2

1
6
名

➡
令
和
２
年
度
に
児
童
相
談
所
に
お
け
る
警
察
官
等
の
配
置
状
況
等
に
つ
い
て
フ
ォ
ロ
－
ア
ッ
プ
調
査
を
実
施
。

２
．
市
町
村
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
要
対
協
）
へ
の
警
察
の
参
画
強
化
（
1
0
0
%
達
成
を
目
標
）

○
要
対
協
に
警
察
署
等
が

1
0
0
％
参
画
す
る
よ
う
速
や
か
に
調
整
を
行
う
こ
と
を
全
国
に
通
知

（
「
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
構
成
員
へ
の
参
画
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
（
令
和
元
年
８
月
１
日
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
家
庭
福
祉
課
長
通
知
）
）

・
直
近
の
参
画
状
況
：
令
和
元
年

1
2
月

1
9
日
現
在

1
,7

2
9
市
町
村
（
全
体
：

1
,7

3
6
市
町
村
）

※
残
り
の
７
市
町
村
に
つ
い
て
も
、
速
や
か
に
警
察
に
要
対
協
の
構
成
員
に
入
っ
て
も
ら
う
よ
う
調
整
中
。

➡
令
和
２
年
度
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
を
実
施
。

３
．
警
察
と
の
連
携
状
況
に
関
す
る
調
査
及
び
好
事
例
の
収
集
・
周
知

○
知
事
部
局
・
市
町
村
・
児
童
相
談
所
・
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
悉
皆
調
査
を
実
施
し
、
連
携
状
況
に
つ
い
て
把
握
す
る
。

主
な
調
査
事
項
：
情
報
共
有
の
範
囲
・
方
法
、
児
童
相
談
所
と
警
察
の
合
同
研
修
の
内
容
・
頻
度
、
援
助
要
請
の
具
体
例

等
○

児
童
相
談
所
等
と
警
察
の
先
進
的
な
連
携
状
況
に
つ
い
て
、
自
治
体
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
。

➡
本
年
度
中
に
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
令
和
２
年
度
に
好
事
例
を
横
展
開
。

資料29
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４
．
警
察
へ
の
援
助
要
請
基
準
の
明
確
化
の
検
討

○
現
行
の
基
準
（
「
子
ど
も
虐
待
対
応
の
手
引
き
」
（
平
成

2
5
年
８
月
改
正
版
）
よ
り
抜
粋
）

児
童
相
談
所
は
、
子
ど
も
の
安
全
確
認
や
一
時
保
護
、
立
入
調
査
、
臨
検
・
捜
索
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
よ
り
実
効
的
に

行
う
た
め
、
警
察
に
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
援
助
要
請
は
、
子
ど
も
の
安
全
確
認
及
び
安
全

確
保
に
万
全
を
期
す
る
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
迅
速
か
つ
適
切
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
児
童
虐
待
防
止
法
第

1
0
条
）
。

援
助
要
請
は
、
こ
れ
ら
の
職
務
の
執
行
に
際
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
「
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
」
と
は
、
保
護
者
又
は
第
三
者
か
ら
物
理
的
そ
の
他
の
手
段
に
よ
る
抵
抗
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
現
に
子
ど
も
が

虐
待
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
な
ど
で
あ
っ
て
、
児
童
相
談
所
長
等
だ
け
で
は
職
務
執
行
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
た
め
、
警
察
官

の
援
助
を
必
要
と
す
る
場
合
を
い
う
。

児
童
相
談
所
は
、
こ
の
よ
う
な
援
助
要
請
が
必
要
な
場
合
に
は
、
警
察
と
事
前
協
議
し
た
上
で
援
助
を
要
請
し
、
緊
密
に
連
携
し
て
一

時
保
護
や
立
入
調
査
等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

➡
前
記
３
の
調
査
研
究
で
行
っ
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
事
例
等
を
通
じ
て
、
警
察
へ
の
援
助
要
請
基
準
の
さ
ら
な
る
明
確
化
を
検
討
。
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県
と
県
警
と
の
連
携
１

～
協
働
体
制
～

＜
現
職
警
察
官
の
配
置
：
平
成
２
６
年
度
～
＞

・
警
部
級
１
名
を
常
勤
配
置
（
本
庁
児
童
福
祉
主
管
課
兼
中
央
児
童
相
談
所
）

・
平
成
2
6
年
度
か
ら
配
置
を
開
始

・
県
と
県
警
察
と
の
連
携
等
に
係
る
業
務
を
担
う
（
情
報
共
有
の
取
組
、
重
大
事
案
に
係
る
連
絡
調
整
等
）

＜
警
察
Ｏ
Ｂ
の
配
置
：
平
成
２
３
年
度
～
＞

・
順
次
配
置
か
所
及
び
人
数
を
拡
充
⇒

現
在
、
各
児
童
相
談
所
２
名
を
非
常
勤
配
置
（
計
１
４
名
）

・
保
護
者
が
児
童
福
祉
司
の
家
庭
訪
問
に
抵
抗
を
示
す
際
の
同
行
訪
問
や
非
行
事
案
の
面
接
な
ど
、

現
場
で
の
業
務
支
援
や
管
内
警
察
署
と
の
連
携
を
支
援
す
る
役
割
を
担
う

県
警
と
の
連
携
強
化
に
よ
り
適
切
な
対
応
に
つ
な
げ
る

・
児
童
虐
待
通
告
や
、
触
法
少
年
に
つ
い
て
の
通
告
や
相
談
に
関
す
る
日
常
的
な
連
携

・
各
児
童
相
談
所
単
位
で
管
内
警
察
署
と
の
連
絡
会
議
を
定
期
的
に
開
催
し
、
緊
急
時
に
お
け
る
連
絡
体
制
の

確
認
等
を
相
互
に
実
施

・
警
察
学
校
の
模
擬
家
屋
を
使
用
し
た
臨
検
捜
索
訓
練
の
合
同
実
施
（
平
成
２
５
年
度
～
）

・
警
察
官
に
対
す
る
研
修
に
児
童
相
談
所
職
員
を
講
師
と
し
て
派
遣
（
児
童
虐
待
の
現
状
や
児
童
相
談
所
業
務
等
）

・
児
童
相
談
所
に
お
け
る
研
修
へ
の
警
察
官
が
参
加
（
協
同
面
接
に
関
す
る
面
接
技
法
）

（
１
）
児
童
相
談
所
へ
の
現
職
警
察
官
、
警
察
官
O
B
の
配
置

（
２
）
警
察
と
の
合
同
訓
練
等
の
実
施

警
察
と
の
連
携
強
化
に
係
る
取
組
事
例

１
情
報
共
有
に
関
す
る
取
組
事
例
（
埼
玉
県
）

資料30
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県
と
県
警
と
の
連
携
２

～
情
報
の
共
有
①
～

・
警
察
は
、
児
童
虐
待
が
疑
わ
れ
る
情
報
を
認
知
し
た
場
合
は
、
児
童
相
談
所
に
対
し
、
過
去
の
取
扱
い
状
況
を
照
会

・
児
童
の
身
体
に
何
ら
か
の
外
傷
が
認
め
ら
れ
る
事
案
等
に
つ
い
て
通
告
す
る
場
合
は
、
児
童
相
談
所
職
員
に
よ
る
児
童
の

安
全
の
直
接
確
認
を
求
め
る

・
児
童
相
談
所
は
、
警
察
か
ら
の
照
会
に
対
し
、
保
有
す
る
関
係
記
録
等
を
確
認
し
て
回
答

Ｈ
２
９
年
６
月
情
報
共
有
等
に
関
す
る
協
定
を
締
結
（県
、
さ
い
た
ま
市
、
県
警
）

県
と
県
警
が
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
で
適
切
な
対
応
に
つ
な
げ
る

（
１
）
警
察
か
ら
の
照
会
等

（
２
）
情
報
共
有

①
児
童
相
談
所
か
ら
警
察
に
対
す
る
情
報
提
供

・
児
童
に
負
傷
又
は
性
的
虐
待
若
し
く
は
著
し
い
発
育
の
遅
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
案

・
警
察
か
ら
通
告
を
受
け
た
全
て
の
事
案
の
措
置
状
況

・
警
察
か
ら
児
童
の
安
全
の
直
接
確
認
を
求
め
ら
れ
た
場
合
の
結
果

等
②
警
察
か
ら
児
童
相
談
所
に
対
す
る
情
報
提
供

・
児
童
相
談
所
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
に
係
る
児
童
を
取
り
扱
っ
た
場
合
、
そ
の
取
扱
い
結
果

等

※
児
童
相
談
所
運
営
指
針
の
改
正
等
を
踏
ま
え
、
順
次
改
訂

警
察
と
随
時
情
報
共
有
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県
と
県
警
と
の
連
携
３

～
情
報
の
共
有
②
～

姉
弟
（
１
０
歳
、
５
歳
）
を
警
察
官
が

夜
間
に
保
護
。

共
有
情
報
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
過
去
の

被
虐
待
歴
が
判
明
し
、
一
時
保
護
へ
。

適
切
な
対
応
に
つ
な
が
っ
た
事
例

親
に
叩
か
れ
て
い
る
子
供
が
い
る
と
の

通
報
に
よ
り
、
警
察
官
が
出
動
。

親
が
し
つ
け
と
主
張
し
た
が
、
共
有
情
報

を
確
認
し
た
と
こ
ろ
過
去
の
被
虐
待
歴
が

判
明
し
、
一
時
保
護
へ
。

【
共
有
の
状
況
】

・
共
有
す
る
情
報

児
童
の
氏
名
、
住
所
、
虐
待
の
種
別

・
更
新
の
頻
度

月
１
回

・
共
有
方
法

児
童
相
談
所
が
通
告
の
あ
っ
た
虐
待
事
案
を
入
力

警
察
署
は
警
察
本
部
に
電
話
確
認
の
上
、
情
報
確
認

Ｈ
３
０
年
８
月
～

虐
待
情
報
の
全
件
共
有
開
始

さ
ら
な
る
連
携
強
化
に
向
け
た
県
と
県
警
と
の
情
報
共
有

＜
事
例
１
＞

＜
事
例
２
＞
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県
と
県
警
と
の
連
携
４

～
新
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
情
報
共
有
～

新
シ
ス
テ
ム
の
概
要

新
シ
ス
テ
ム

（
児
童
虐
待
情
報

共
有
シ
ス
テ
ム
）

随
時

情
報
の
更
新

児 童

相 談 所

情
報
を
直
接
閲
覧
可

警 察 署

よ
り
詳
細
な
情
報
（
過
去
の
通

告
状
況
、
一
時
保
護
歴
）
を

リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
更
新

よ
り
早
く
、
現
場
か
ら
直
接

情
報
の
確
認
が
可
能
に

全
国
初

児
童
相
談
所
と
警
察
署
の
き
め
細
か
な
連
携
に
よ
り
、
悲
惨
な
事
件
を
防
止

し
、
子
供
の
命
を
守
る

Ｒ
２
年
１
月
2
7
日
か
ら
本
格
稼
働
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◇
児
童
相
談
所
・
警
察
・
女
性
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
立
入
調
査
及
び
臨
検
・
捜
索
の
模
擬
演
習

【
概

要
】

児
童
虐
待
事
案
へ
の
対
応
強
化
及
び
関
係
機
関
の
連
携
強
化
の
た
め
、
立
入
調
査
、
臨
検
・
捜
索
の
技
術
向
上
等
を
図
る
研
修
を
実
施
。

○
演
習

虐
待
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
児
童
相
談
所
な
ど
が
家
庭
訪
問
を
行
っ
て
も
保
護
者
が
応
じ
ず
子
ど
も
の
安
全
確
認
が
で
き
な
い
時
に
、
警
察
に
援
助
要
請

を
実
施
の
上
、
児
童
相
談
所
が
強
制
的
に
安
全
確
保
を
行
う
立
入
調
査
や
臨
検
・
捜
索
の
場
面
を
想
定
し
、
ま
た
、
立
入
調
査
等
に
よ
り
母
が
Ｄ
Ｖ
被
害

を
受
け
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
女
性
サ
ポ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
に
受
け
入
れ
要
請
す
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
が
現
実
の
役
割
に
沿
っ
て
対
応

す
る
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
形
式
の
演
習
を
実
施
。

○
講
義

・
「
臨
検
・
捜
索
に
際
す
る
裁
判
所
提
出
書
類
等
の
作
成
に
つ
い
て
」
（
千
葉
県
児
童
家
庭
課
）

臨
検
・
捜
索
を
実
施
す
る
た
め
に
裁
判
所
に
提
出
す
る
書
類
の
作
成
方
法
に
つ
い
て
の
講
義
を
実
施
。

・
「
児
童
虐
待
部
門
と
D
V対
応
部
門
の
連
携
に
つ
い
て
」
（
千
葉
県
総
合
企
画
部
男
女
共
同
参
画
課
）

D
V対
応
機
関
が
実
施
す
る
D
V対
応
の
制
度
、
根
拠
と
な
る
法
律
等
に
つ
い
て
の
講
義
を
実
施
。

【
参
加
者
】

○
１
回
目

50
名
（
県
児
童
相
談
所
職
員
19
名
、
千
葉
市
児
童
相
談
所
職
員
４
名
、
警
察
職
員
21
名
、
女
性
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
職
員
６
名
）

○
２
回
目

65
名
（
県
児
童
相
談
所
職
員
21
名
、
警
察
職
員
30
名
、
女
性
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
職
員
４
名
、
中
核
市
職
員
10
名
）

【
特

長
】

児
童
相
談
所
・
警
察
だ
け
で
な
く
、
D
V対
応
機
関
（
女
性
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）
の

職
員
も
参
加
し
て
い
る
こ
と
。

【
実
施
結
果
】
○

児
童
虐
待
対
応
に
係
る
関
係
機
関
と
合
同
で
研
修
を
実
施
し
た
こ
と
で
、
互
い
の

理
解
が
深
ま
り
、
今
後
の
ス
ム
ー
ズ
な
連
携
の
基
盤
と
な
っ
た
。

○
児
童
相
談
所
・
警
察
・
女
性
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
の
職
員
が
、

立
入
調
査
等
の
実
施
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
、
対
応
能
力
の
向
上
に
繋
が
っ
た
。

○
関
係
機
関
の
役
割
を
学
び
、
児
童
虐
待
対
応
の
現
場
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関

が
担
う
役
割
、
動
き
に
つ
い
て
理
解
で
き
た
。

合
同
研
修
の
実
施
状
況

２
合
同
研
修
に
関
す
る
取
組
事
例
（
千
葉
県
）
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児
童
相
談
所
に
お
け
る
協
同
面
接
に
関
す
る
取
組
事
例
（横
浜
市
）

横
浜
市
の
取
組

○
平

成
1
9
年

度
よ

り
司

法
面

接
の

考
え

方
を

導
入

し
、

各
種

研
修

に
参

加
す

る
と

と
も

に
、

平
成

2
4年

度
か

ら
2
7年

度
ま

で
は

横
浜

市
主

催
で

司
法

面
接

研
修

を
実

施
（現

在
は

C
h
ild

 F
ir
st

®
プ

ロ
ト
コ

ル
研

修
に

参
加

）
。

ま
た

、
平

成
25

年
度

に
「
横

浜
市

児
童

相
談

所
性

的
虐

待
対

応
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
を

策
定

し
、

国
か

ら
の

通
知

を
踏

ま
え

随
時

改
訂

す
る

と
と

も
に

、
職

員
向

け
の

研
修

を
実

施
し

、
内

容
を

周
知

し
て

い
る

。
○

横
浜

市
内

の
児

童
相

談
所

正
規

職
員

20
6名

（
社

会
福

祉
職

・心
理

職
・医

療
職

で
、

一
時

保
護

所
の

職
員

を
除

い
た

数
）
の

う
ち

、
司

法
面

接
研

修
受

講
者

は
、

全
体

の
約

34
％

（
71

名
）。

毎
年

一
定

数
の

職
員

を
面

接
者

と
し

て
養

成
す

る
一

方
で

、
面

接
経

験
に

偏
り

が
生

じ
て

い
る

。
（４

回
以

上
の

者
が

23
％

い
る

一
方

、
０

回
の

者
も

36
%
）

実
施
件
数

身
体
的
虐
待

２
７

性
的
虐
待

１
９

性
被
害

※
き
ょ
う
だ
い
間
、
児
童
間
、
第
三
者
か
ら

１
７

被
害
の
目
撃

５

そ
の
他

３

計
７
１

※
警
察
が
協
同
面
接
を
提
案
し
た
ケ
ー
ス
を
含
む

協
同
面
接
実
施
状
況
（
2
0
1
9
年
４
～
1
1
月
末
速
報
値
）

ケ ー ス 把 握

受 理 ・ 判 定 会 議

警 察 ・ 検 察 に 連 絡

事 前 協 議

協 同 面 接

事 後 協 議

【
協
同
面
接
の
対
象
ケ
ー
ス
（児
童
相
談
所
が
把
握
し
た
場
合
）
】

○
性

的
虐

待
が

疑
わ

れ
る

ケ
ー

ス
○

虐
待

の
種

類
を

問
わ

ず
、

事
件

化
が

見
込

ま
れ

る
ケ

ー
ス

○
第

三
者

か
ら

の
性

被
害

、
児

童
間

で
の

性
加

害
被

害
○

児
童

相
談

所
で

の
協

同
面

接
の

必
要

が
あ

る
と

判
断

し
た

ケ
ー

ス

児
童
相
談
所
の

支
援

検
察

警
察

先
に
警
察
・
検
察
へ

一
報
を
入
れ
る
こ
と
も

子
ど
も
が
話
せ
る
（開
示

で
き
る
）タ
イ
ミ
ン
グ
で

資料31
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【
課
題
】

①
準

備
に

か
か

る
日

数
◆

虐
待

・
被

害
の

把
握

か
ら

事
前

協
議

ま
で

平
均

で
約

２
１

日
（
最

短
で

も
４

日
）

◆
事

前
協

議
か

ら
面

接
ま

で
平

均
約

９
日

（５
日

以
内

に
面

接
実

施
は

4
0
％

未
満

）
⇒

日
程

調
整

に
時

間
が

か
か

る
こ

と
で

、
一

時
保

護
期

間
が

長
く

な
り

、
子

ど
も

に
負

担
が

か
か

っ
て

い
る

。
②

面
接

当
日

の
や

り
と

り
に

つ
い

て
◆

捜
査

機
関

か
ら

子
ど

も
へ

の
質

問
・
ど

う
し

て
『
や

め
て

』っ
て

言
わ

な
か

っ
た

の
か

・
家

族
（
虐

待
者

）
が

捕
ま

っ
て

ほ
し

い
か

（処
罰

感
情

）
・
お

母
さ

ん
（
虐

待
者

）
の

こ
と

好
き

か
、

嫌
い

か
⇒

児
童

相
談

所
と

し
て

‥
家

庭
内

で
虐

待
等

を
受

け
る

状
況

で
の

子
ど

も
の

心
理

面
を

捜
査

機
関

に
き

ち
ん

と
説

明
し

、
子

ど
も

が
必

要
以

上
に

ダ
メ

ー
ジ

を
受

け
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

、
面

接
の

仕
方

に
も

言
及

す
る

こ
と

が
必

要
。

⇒
三

機
関

と
も

に
・・

虐
待

等
を

受
け

て
い

る
子

ど
も

が
お

か
れ

た
状

況
に

つ
い

て
、

共
通

の
理

解
が

持
て

る
よ

う
に

な
る

と
良

い
。

③
面

接
後

の
捜

査
機

関
の

動
き

に
つ

い
て

◆
捜

査
の

進
捗

が
見

え
な

い
◆

捜
査

機
関

と
児

童
相

談
所

の
考

え
る

時
間

軸
に

違
い

が
あ

る

【
現
在
の
取
組
】

平
成

3
1
年

４
月

、
中

央
児

童
相

談
所

に
弁

護
士

（常
勤

）
配

置
他

３
か

所
は

、
月

４
日

勤
務

の
契

約

◆
子

ど
も

に
対

し
て

・
代

理
人

弁
護

士
を

つ
け

る
目

的
や

意
味

に
つ

い
て

説
明

・
捜

査
機

関
の

動
き

に
つ

い
て

、
「法

律
の

専
門

家
」の

視
点

で
説

明
・
子

ど
も

自
身

が
持

つ
権

利
に

つ
い

て
説

明
（
加

害
者

を
訴

え
る

こ
と

も
で

き
る

）
◆

捜
査

機
関

に
対

し
て

・
児

童
相

談
所

職
員

と
し

て
事

前
協

議
・
協

同
面

接
に

ス
タ

ッ
フ

と
し

て
参

加
・
事

後
協

議
で

、
捜

査
の

動
き

方
や

罪
名

に
つ

い
て

共
有

が
で

き
る

※
捜

査
の

進
捗

は
、

子
ど

も
の

代
理

人
弁

護
士

と
児

童
相

談
所

で
、

捜
査

機
関

に
問

い
合

わ
せ

を
し

て
い

る
。

一
時
保
護
中
の
子
ど
も

虐
待

・
被

害
を

受
け

た
心

や
身

体
の

ダ
メ

ー
ジ

、
開

示
後

の
環

境
の

変
化

（一
時

保
護

な
ど

）
＋

見
通

し
の

な
い

不
安

を
抱

え
て

い
る

。

◆
子
ど
も
の
代
弁
者
と
な
る
の
は
児
童
相
談
所

⇒
一

番
の

理
解

者
と

し
て

、
子

ど
も

の
お

か
れ

た
状

況
に

つ
い

て
ど

の
よ

う
に

捜
査

機
関

に
伝

え
る

か
。

共
通

理
解

を
持

っ
て

も
ら

う
か

。
⇒

捜
査

機
関

に
も

、
子

ど
も

の
見

通
し

の
見

え
な

い
不

安
を

知
っ

て
も

ら
う

◆
連
携
す
る
機
関
、
捜
査
の
動
き
を
知
る
努
力
を
す
る

こ
れ
ら
を
含
め
、
も
っ
と
ス
ム
ー
ズ
に
協
同
面
接
が
行
わ
れ

る
仕
組
み
づ
く
り
を
目
指
す

-　239　-



1 
 

雇児総発 0309 第２号 

平成２４年３月９日 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市 児童福祉主管部（局）長 殿 

  児童相談所設置市 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長    

 

 

   医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応に 

   ついて 

 

 保護者が児童に必要とされる医療を受けさせないいわゆる「医療ネグレクト」

により児童の生命・身体に重大な影響がある場合については、これまで親権喪失

宣告の申立て等により対応していたが、本年４月１日に施行される「民法等の一

部を改正する法律」（平成 23 年法律第 61 号。以下「改正法」という。）により、

親権の停止制度が新設されたことなどに伴い、対応方法に変更が生じることから、

下記のとおり改正法施行後における考え方や必要な手続等を整理したので、その

内容をご了知いただくとともに、管内の児童相談所並びに市町村及び関係団体等

に周知を図られたい。 

 なお、本通知の施行に伴い、平成 20 年３月 31 日雇児総発第 0331004 号本職通

知「医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応につ

いて」は廃止する。 

 また、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の

規定に基づく技術的助言であることを申し添える。 

記 

１ 本通知の対象となる事例 

  保護者が児童に必要とされる医療を受けさせないことにより児童の生命・身

体に重大な影響があると考えられ、その安全を確保するため医療行為が必要な

事例であって、医療機関が医療行為を行うに当たり親権者等による同意を必要

とするものの、親権者等の同意が得られないため、医療行為を行うことができ

ない場合が対象となる。 

  なお、児童に必要とされる精神科医療を受けさせないことにより、児童の生

命・身体に重大な影響があると考えられ、その安全を確保するため医療行為が

必要な事例についても対象に含まれる。 

２ 児童相談所長及び施設長等の監護措置 

  児童相談所長は、一時保護中の児童について、親権を行う者又は未成年後見

資料32
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人（以下「親権者等」という。）のあるものであっても、監護に関しその児童

の福祉のため必要な措置をとることができる（児童福祉法第 33 条の２第２項）。 

  また、児童福祉施設の施設長、小規模住居型児童養育事業における養育者又

は里親（以下「施設長等」という。）は、入所中又は受託中の児童等について、

親権者等のあるものであってもこれらの措置をとることができる（同法第 47

条第３項）。 

  児童相談所長又は施設長等（以下「児童相談所長等」という。）は、保護者

が児童に必要とされる医療を受けさせない事案の場合も含め、これらの規定に

基づく監護措置として児童に必要とされる医療を受けさせることができる。 

  しかしながら、児童に重大な影響がある医療行為を行うに当たり、上記の監

護措置の権限においても、親権者等の同意がない場合や親権者等が反対してい

るため、医療機関が医療行為の実施を手控え、結果として児童の監護に支障が

生じる場合がある。このような場合には、事例に応じ、３に掲げる各措置をと

ることで、児童に必要な医療を受けさせることができる。 

３ 対応方法   

 (1) 親権停止の審判による未成年後見人又は親権を代行する児童相談所長等に

よる措置 

   改正法により、新たに親権停止制度が設けられ、「父又は母による親権の

行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に家庭裁判

所が２年以内の期間を定め、親権を停止することができることとなった（民

法第 834 条の２）。 

   また、親権喪失の原因がある場合でも、２年以内にその原因が消滅する見

込みがあるときは、親権喪失の審判をすることができないとされた（同法第

834 条ただし書）。 

   このため、従来、親権喪失制度により対応していた医療ネグレクトの事案

には、原則として親権停止の審判により対応することとなる。具体的には、

児童相談所長が家庭裁判所に親権停止の審判を請求し、審判の確定により親

権が停止した後、未成年後見人又は親権を代行する児童相談所長等が医療行

為に同意することにより、医療機関が必要な医療行為を行うことができる。 

   なお、当該医療ネグレクト以外にも児童への虐待行為が認められるなど、

親権喪失の原因が２年以内に消滅する見込みのない場合には、当初から親権

喪失審判を請求することもできるが、要件がより厳格となることに留意され

たい。 

   一方、親権停止の要件は、従来の親権喪失とは異なることから、これまで

親権喪失の要件を満たさなかった事案についても、家庭裁判所の判断により

親権停止の対象となり得るため、親権者が児童に必要とされる医療を受けさ

せない場合には、必要に応じ親権停止審判の請求を検討されたい。 
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   また、同意入所等（施設入所等の措置であって、児童福祉法第 28 条の規定

によるものを除く。）による措置児童について親権停止審判を請求する場合

に、親権者が入所等への同意を撤回したときには、児童相談所長は、当該措

置の解除及び一時保護をした上で対応することとなる。 

 (2) (1)の親権停止審判の請求を本案とする保全処分（親権者の職務執行停止・

職務代行者選任）による職務代行者又は親権を代行する児童相談所長等によ

る措置 

     児童相談所長が親権停止の審判を請求した場合に、これを本案として、本

案の審判の効力が生じるまでの間、親権者の職務執行を停止し、更に必要に

応じて職務代行者を選任する審判前の保全処分を申し立てることができる

（家事審判規則第 74 条）。家庭裁判所は、申立てにより、子の利益のため

必要があるときは、親権者の職務の執行を停止し、また必要に応じて、その

職務代行者を選任する。 

   職務代行者が選任された場合には職務代行者が、職務代行者がない場合に

は親権を代行する児童相談所長等が医療行為に同意し、医療機関が必要な医

療行為を行うことができる。 

 (3) 児童の生命・身体の安全確保のため緊急の必要があると認めるときに親権

者等の意に反しても行うことができる旨の規定に基づく児童相談所長等に

よる措置 

     改正法により、児童相談所長等による監護措置については、児童の生命・

身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、親権者等の意

に反してもとることができる旨が明確化された（児童福祉法第 33 条の２第

４項、同法第 47 条第５項）。 

   よって、生命・身体に危険が生じている緊急事態であるにもかかわらず親

権者等による医療行為への同意を得られない場合（緊急に親権者等の意向を

把握できない場合を含む。）には、この規定を根拠として児童相談所長等が

医療行為に同意し、医療機関が必要な医療行為を行うことができる。  

４ 方法の選択 

  (1) 選択順位 

   いずれの対応方法を選択するかは、医療行為を行う緊急性の程度により判

断することが原則となる。具体的には、医療行為が行われなかった場合の生

命・身体への影響の重大性を前提として、医療の観点からの時間的な緊急性

のみならず、各手続に要する日数等の時間的余裕などの諸事情も考慮に入

れ、時間的な観点から緊急の程度を個別事案ごとに判断する必要がある。 

   その結果、緊急性が極めて高く、親権停止審判及び保全処分の手続では時

間的に間に合わないと判断される場合には、３(3)の措置をとる。他方、児

童の生命・身体に重大な影響があると考えられるため対応が急がれるものの
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親権停止審判及び保全処分の手続によっても時間的に間に合う場合には３

(1)及び３(2)の措置をとる。保全処分によらず、親権停止審判の確定を待っ

ても時間的に間に合う場合には３(1)のみの措置をとる。  

   ただし、３(1)及び３(2)の措置や３(1)のみの措置をとった場合であって

も、保全処分の決定又は親権停止審判の確定がなされる前に、児童の状態が

急変するなどにより生命・身体の安全確保のために緊急に医療行為が必要に

なったときにはためらうことなく３(3)の措置により対応する。 

   また、３(3)の措置をとった上で引き続き継続的に医療行為が必要な場合に

も３(1)及び３(2)の措置をとる。    

  (2) 選択上の留意事項  

これらの判断に当たっては、客観性を担保する観点から、時間的な余裕が

あれば可能な限り都道府県児童福祉審議会の意見や主治医以外の医師の意見

の聴取等を行うことが望ましいが、対応に遅れが生じないよう留意する必要

がある。    

   また、日頃から家庭裁判所との間で、この種の事案を家庭裁判所に請求す

るに当たっての留意点、審判手続上の問題点、調査及び審理に関する留意点

等について協議するとともに、家庭裁判所における円滑な審理に資するよう

に、適時適切な審判請求等を行うことが必要である。  

なお、親権停止審判又は保全処分の手続に要する日数は、事案により異な

ることから、一概にはいえないが、上記の日頃からの家庭裁判所との協議の

中で一般的に手続に要する期間についての情報を得ておくことが考えられ

る。  

上記の手続の選択に当たっては、児童相談所において個別の事案の実情を

十分に考慮し、児童の生命・身体の安全確保を第一に考え、適切に対応され

たい。  

(3) 精神保健福祉法との関係 

  精神疾患の対象事例について、精神科病院への入院を要する場合には、任

意入院（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123

号。以下「精神保健福祉法」という。）第 22 条の３）によることが考えら

れるが、これによることができない場合には、医療保護入院（精神保健福祉

法第 33 条）によることが考えられる。 

医療保護入院を行う場合には、親権者等の同意が要件とされていることか

ら３(3)の措置によることはできないため、緊急性が高い場合には３(1)及び

３(2)の措置により対応し、親権停止審判の確定を待っても時間的に間に合う

場合には３(1)のみの措置をとることとなる。 

ただし、当該児童に自傷他害のおそれがある場合には、任意入院や医療保

護入院ではなく、措置入院（同法第 29 条）により対応する。措置入院の解除
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後も引き続き入院が必要な場合には、改めて入院形態ごとに必要な手続をと

る。 

５ 対応別の具体的手続等 

  (1) 親権停止審判による場合 

  ア 請求手続に係る留意事項 

    医療ネグレクト事案について親権停止審判を請求する場合の留意事項は

次のとおりである。親権停止審判の請求に係る具体的な手続は児童相談所

運営指針を参照されたい。 

   (ｱ) 申立書の留意事項 

     申立書には、申立ての実情として疾患と医療ネグレクトの状況を記載

する必要がある。具体的には、児童に対して医療を受けさせる必要があ

るにもかかわらず、必要な医療を受けさせないことにより児童の生命・

身体に重大な影響を及ぼすに至っている具体的な実情を記載して、親権

者本人の親権の行使が困難又は不適当であり、児童の利益を害すること

を明らかにする。 

   (ｲ) 添付書類の留意事項 

      医師の意見書（別紙様式例参照）のほか、疾患や治療方法などの内容

を明確にするために医学書等の写し等を添付する必要がある。申立て先

の家庭裁判所から指示があった場合には適切に対応する。 

  イ 審判確定後の対応 

    親権停止期間中は当該児童には親権者がいないこととなることから、未

成年後見人の選任請求を行い、選任された未成年後見人がその権限におい

て医療行為に同意することにより対応することが原則である。ただし、親

権停止後、未成年後見人があるに至るまでの間に必要な場合は、当該児童

に係る措置内容に応じ、以下の者が親権代行者として医療行為に同意する

ことにより対応することとなる。 

   (ｱ) 児童福祉施設入所中の児童の場合 

      施設長（児童福祉法第 47 条第１項） 

    (ｲ) 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童の場合 

      児童相談所長（同法第 47 条第２項） 

    (ｳ) 一時保護中の児童の場合 

      児童相談所長（同法第 33 条の２第１項） 

    (ｴ) 上記以外で児童相談所長が未成年後見人を選任請求している児童の場     

合 

      児童相談所長（同法第 33 条の８第２項）   

 (2) 親権者の職務執行停止・職務代行者選任の保全処分による場合 

  ア 申立手続に係る留意事項 
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     医療ネグレクト事案について保全処分を申し立てる場合の留意事項は次

のとおりである。保全処分の申立てに係る具体的な手続は児童相談所運営

指針を参照されたい。 

    (ｱ) 申立書の留意事項 

    ａ 本案認容の蓋然性 

       本案が認容される蓋然性が高い旨の説明として、疾患と医療ネグレ

クトの状況を記載する必要がある。具体的には本案と同様である。 

    ｂ 保全の必要性 

       児童に医療を受けさせる必要があるにもかかわらず、親権者が児童

に必要とされる医療を受けさせず、一方で、本案の審判確定を待つ時

間的余裕もない旨など、保全処分の必要がある旨を端的に記載する。 

    (ｲ) 添付書類の留意事項 

添付資料については、親権停止の審判の申立ての場合と同様である。  

なお、本案認容の蓋然性及び保全の必要性については疎明（一応確から

しいと認められること）することが求められる。 

  イ 処分決定後の対応 

    保全処分の決定により職務代行者が選任されたときには職務代行者が、

また、職務代行者の選任がないときには当該児童に係る措置内容に応じ、

以下の者が親権代行者として医療行為に同意することにより対応すること

となる。 

     (ｱ) 児童福祉施設入所中の児童の場合 

     施設長(児童福祉法第 47 条第１項）          

    (ｲ) 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童の場合 

     児童相談所長（同法第 47 条第２項） 

    (ｳ) 一時保護中の児童の場合 

     児童相談所長（同法第 33 条の２第１項） 

      (ｴ) 上記以外で児童相談所長が未成年後見人を選任請求している児童の場    

合 

      児童相談所長（同法第 33 条の８第２項）  

 (3) 児童の生命・身体の安全確保のため緊急の必要があると認めるときの児童

相談所長等の措置による場合 

  ア 一時保護中における児童相談所長の同意 

    一時保護中の児童については、児童相談所長が必要な医療行為に同意す   

る。 

    医療機関からの通告により医療ネグレクトを認知した場合など、一時保

護又は施設入所等の措置がとられていない児童については、一時保護（一

時保護委託）した上で、児童相談所長が必要な医療行為に同意する。 
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    その際、児童の生命・身体の安全を確保するため緊急の必要があるにも

かかわらず、親権者等が同意しなかった旨や医療行為の具体的内容等、児

童相談所長の同意により医療行為が行われた経緯について記録するととも

に、医師の意見書（別記様式例参照）や医学書の写し等、当該児童の疾患

や治療方法などについての内容を明確にするための資料を記録に添付す

る。 

    また、児童相談所長は、当該措置により対応した旨を事後に都道府県児

童福祉審議会に報告することが望ましい。 

  イ 入所中又は委託中における施設長等の同意 

    施設入所等の措置がとられている児童については、当該児童を監護する   

施設長等が必要な医療行為に同意する。 

      この場合、児童の生命・身体の安全を最優先に考え、速やかに施設長等

が医療行為に同意する必要があるが、緊急性の程度によっては、親権停止

審判や保全処分による対応を検討する必要がある。このため、施設等にお

いて児童の生命・身体の安全確保のため緊急の対応が必要な事態が生じた

場合には、施設長等から児童相談所に速やかに連絡することとし、連携し

て緊急性の判断や対応方法の検討を行うことが望ましい。 

    また、一時保護の場合と同様、施設長等の同意により医療行為が行われ

た経緯についての記録等を行う。 

      なお、施設長等は、児童の生命・身体の安全を確保するため緊急の必要

があると認めて行った内容について、速やかに児童福祉法第 27 条第１項第

３号等の措置を行った都道府県又は市町村の長に報告しなければならない

（児童福祉法第 47 条第５項後段）ことに留意されたい。報告の方法等につ

いては児童相談所運営指針を参照されたい。 

６ 医療行為が実施された後の対応 

  必要な医療行為が実施された後は、児童の福祉の観点から親権又は職務執行

を停止された者が再び親権を行使することに支障がないと判断される場合や、

一時保護を継続する必要がないと判断される場合には、児童相談所長は、親権

停止等の審判の確定後であれば、その取消しを申し立て、本案である親権停止

等の審判が係属中であれば、その申立ての取下げや一時保護の解除を行うな

ど、実施後の状況を踏まえ適切に対応する。 

  具体的には、医療ネグレクト以外の養育上の問題が見られるかどうか、退院

後にも医療行為を継続する必要があるか、その必要がある場合に当該医療行為

について親権又は職務執行を停止された者等が同意するかどうかなどについ

て個別事情に照らして判断する必要があるため、申立ての取下げ等の可否とと

もに、退院後の処遇や支援方針について、医療機関と協議して決定する。 
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（別紙）  
医師の意見書様式例 

 
意見書  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

患者氏名   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年齢・性別 年   月    日生（  歳  か月）  男・女 

疾患名（注１）  

現在の問題点（注２）  

今回必要な医療行為の 
内容及び根拠（注３） 

 

予測される効果と今後必要
な医療行為（注４） 

 

当該行為を行わなかった  
場合に予測される結果及び
緊急性の程度（実施すべき
時期）（注５） 

 

当該行為に伴う合併症等 
の危険性（注６） 

 

親権者等に対する説明の 
実施状況（注７） 

 

その他特記事項 
 
 

 
記載日：   年  月  日 
医療機関名：            主治医名（自筆）：

（注１）日本語で記載、略語は不可。 

           

（注２）箇条書き等簡潔に記載すること。 
（注３）手術術式、投与薬剤名などを記載すること。また、標準的な医療行為であることを示すた  
  め、根拠となるガイドライン等を記載し、コピーを添付すること。 
（注４）当該医療行為によって改善される点及び今後必要な医療行為を具体的に記載すること。 
（注５）当該医療行為を実施しない場合の自然歴、死亡や重大な後遺症が起きる理由など、緊急性  
  が明らかになるよう実施すべき時期を含め記載すること。 
（注６）当該医療行為によって生じ得る合併症等の症状、死亡や後遺症の危険率等を記載すること。 
（注７）親権者等に対し必要な医療行為について説明した内容、説明後に親権者等が意思表示した  

  内容などを記載すること。 
 ※この意見書は、児童相談所での記録となるほか、親権停止審判等が行われる場合には、家庭裁判所 

  に証拠書類として提出されるものである。 
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（記載例）  
医師の意見書様式例 

 
意見書  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

患者氏名  ○○  ○○   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年齢・性別 ○年 ○月 ○日生（ ０歳 ４か月）  男・女 

疾患名（注１） ファロー四徴症、肺動脈閉鎖、22番染色体部分欠失 

現在の問題点（注２） 

・チアノーゼ、哺乳困難、体重増加不良を認める。 
・日齢０よりNICUにて管理し、長期入院中。 
・肺動脈血流は、薬剤（プロスタグランディン製剤の持 
続点滴）で拡張した動脈管で保持されている。薬剤がなけれ
ば動脈管は自然閉鎖する可能性が高い。 

今回必要な医療行為の 
内容及び根拠（注３） 

・薬剤により確保している肺動脈血流を、短絡手術（鎖骨下
動脈－肺動脈短絡手術）で確保することが必要。 
・上記の手術は、肺動脈閉鎖に対して、我が国においても○
○年代頃より開始され、今日では外科治療の基本手技の一つ
として定着している（参考文献参照）。 

予測される効果と今後必要
な医療行為（注４） 

・肺動脈血流の増加によるチアノーゼの改善、プロスタグラ
ンディン製剤の持続点滴からの離脱、肺動脈の発育が期待さ
れる。  
・短絡手術後は、抗凝固療法（内服治療）が必要になる。こ
れは、中断せず、継続することが必要であり、定期検査と薬
用量調整を要する。  
・将来的には根治手術が必要である。 

当該行為を行わなかった  
場合に予測される結果及び
緊急性の程度（実施すべき
時期）（注５） 

・動脈管は無治療では閉鎖する。薬剤の効果は日齢にしたが
い減弱し、薬剤の増量は無呼吸発作などの合併症の危険が増
加し、手術なしに長期生存は見込めない。 
・動脈管による肺血流量のみでは、根治手術に向けた肺動脈
の発育は期待できないため、○週間以内に鎖骨下動脈－肺動
脈短絡手術が必要である。 

当該行為に伴う合併症等 
の危険性（注６） 

・手術死亡の危険率は１％未満。（過去 10年間で当施設での
手術死亡例は認めない。） 
・手術合併症の危険率は５％未満（創部感染、短絡血管閉塞
、心不全など） 

親権者等に対する説明の 
実施状況（注７） 

実父母に対し、入院時（○年○月○日）に、薬物治療などを
含めたNICU管理についての説明には同意を得た。その後は
面会も少なく、手術治療についての面談には拒絶的である。 

その他特記事項 
 
 

 
記載日：  ○年 ○月 ○日 
医療機関名：   ○○ ○○      主治医名（自筆）：

（注１）日本語で記載、略語は不可。 

 ○○ ○○   

（注２）箇条書き等簡潔に記載すること。 
（注３）手術術式、投与薬剤名などを記載すること。また、標準的な医療行為であることを示すた  
  め、根拠となるガイドライン等を記載し、コピーを添付すること。 
（注４）当該医療行為によって改善される点及び今後必要な医療行為を具体的に記載すること。 
（注５）当該医療行為を実施しない場合の自然歴、死亡や重大な後遺症が起きる理由など、緊急性  
  が明らかになるよう実施すべき時期を含め記載すること。 
（注６）当該医療行為によって生じ得る合併症等の症状、死亡や後遺症の危険率等を記載すること。 
（注７）親権者等に対し必要な医療行為について説明した内容、説明後に親権者等が意思表示した  

  内容などを記載すること。 
 ※この意見書は、児童相談所での記録となるほか、親権停止審判等が行われる場合には、家庭裁判所 

  に証拠書類として提出されるものである。 

-　248　-



医
療

ネ
グ

レ
ク

ト
に

よ
り

児
童

の
生

命
・

身
体

に
重

大
な

影
響

が
あ

る
場

合
の

対
応

の
流

れ

児
童

相
談

所
家

庭
裁

判
所

医
療

機
関

通

で
き
る

親
権
停
止
審
判

に
よ
る
措
置

請
求

親
権
者
の
親
権
停
止

の
審
判

以
下
の
者
の
同
意
に
よ
り

医
療

行
為

を
実

施
親
権
停
止
審
判

の
確

定
を
待

つ
こ
と児
童

相
談

所
家

庭
裁

判
所

（
同

意
者

）

医
療

機
関

医 療 機 関

通 告 ・ 相 談
で
き
な
い

に
よ
る
措
置

が
可
能
か

児 童

（
同

意
者

）
未

成
年

後
見

人
あ
り
→
 未

成
年

後
見

人
未

成
年

後
見

人
な
し

→
 児

福
法
に
基
づ
く

親
権

代
行

者

・
施
設
入
所
中

・
・
・
施
設
長

・
里
親
等
委
託
中

・
・
・
児
相
長

審
判
の
確
定

（
代
行
者
の
区
分
）

時
間
的
緊
急
性

で
判
断

保
全
処
分
の
決
定
を

待
つ
こ
と
が
可
能
か

で
き
る

保
全
処
分

（
注

１
）

に
よ
る
措
置

保
全
処
分
の
審
理

審 判 の 確 定 ・ 処

の 決 定 を 通 知

申
立
て

童 相 談 所

審 判 の 確 定 ・ 処

の 決 定 を 連 絡

・
一
時
保
護
中

・
・
・
児
相
長

・
後
見
人
選
任
請
求
中

・
・
・
児
相
長

以
下
の
者
の
同
意
に
よ
り

保
全

処
分

処 分
知

で
き
な
い

処 分
絡

時
間
的
緊
急
性

で
判
断

処
分
の
決
定

（
注

２
）

医
療

行
為

を
実

施

（
同

意
者

）
職

務
代

行
者

あ
り
→
 職

務
代

行
者

職
務

代
行

者
な
し

→
 児

福
法
に
基
づ
く

親
権

代
行

者
（
※
）

児 童
相 談

保
全

処
分

・
親

権
者

の
職

務
執

行
停

止
・
職

務
代

行
者

の
選

任

児
童
相
談
所
長
又
は
施
設
長
等
の

同
意

に
よ
り
医

療
行

為
を
実

施

家
庭
裁
判
所
の
手
続

を
経

る
時

間
が

な
い

児
福
法
に
基
づ
く

緊
急
措
置

親
権

代
行

者
（
※
）

（
※
）
上

記
親

権
代

行
者

の
区

分
と
同

じ

児
相

長
及

び
施

設
長

等
に
よ
る
監

護
措

置
（
※

）

童 福 祉 施 設 の

談 ・ 連 携

（
同

意
者

）
一

時
保

護
中

→
 児

相
長

施
設

入
所

中
→
 施

設
長

里
親

等
委

託
中

→
 里

親
等

児
相

長
及

び
施

設
長

等
に
よ
る
監

護
措

置
（
※

）
→
児

童
の

生
命

・
身

体
の

安
全

確
保

の
た
め
緊

急
の

必
要

が

あ
る
と
認

め
る
と
き
は

、
親

権
者

等
の

意
に
反

し
て
も
と
る
こ
と

が
で
き
る
。
（
児

福
法

第
33

条
の
2第

4項
、
第
47

条
第
5項

）

の 施 設 長 等
児
福
法
に
基
づ
く

緊
急
措
置

時
間
的
緊
急
性
が
高
い

（
）
施

設
長

等
が

上
記

監
護

措
置

を
と

た
場

合

（
注

１
）
親

権
停

止
審

判
を
本

案
と
す
る
審

判
前

の
保

全
処

分
と
し
て
行

う
。

（
注
２
）
職
務
代
行
者
の
選
任
は
職
務
執
行
停
止

に
加
え
て
必
要
が

あ
る
場
合

に
行
う
。
職
務
代

行
者
の

資
格

に
特

に
定

め
は
な
く
、
弁
護
士
、
児
相
長
、
医
師
等
が

選
任
さ
れ
て
い
る
例

が
あ
る
。

（
児
童
相
談
所
に
相
談
・
連
絡
す
る
余
裕
が
な
い
）

（
※

）
施

設
長

等
が

上
記

の
監

護
措

置
を
と
っ
た
場
合

、
児

福
法

第
27

条
第

１
項

第
３
号

等
の

措
置

を
行

っ
た

都
道

府
県

又
は

市
町

村
の

長
に
報

告

0

-　249　-


